
予 算 案 の 主 要 事 項

令 和 ３ 年 度

【計数整理の結果、異動を⽣ずることがある。】



Ⅰ：「令和３年度予算案の全体像」
予算額（一般会計・特別会計）、社会保障関係費の内訳

Ⅱ：「令和３年度予算案のポイント」

予算案の中でポイントとなる①予算案の重点事項、②社会保障・税一体改革に
よる社会保障の充実等について整理し、取りまとめたもの。

Ⅲ：「主要事項」

予算案の主要な項目の内容を施策分野ごとに網羅的に取りまとめたもの。

Ⅳ：「主要事項（復旧・復興関連）」
東日本大震災や熊本地震をはじめとした災害からの復旧・復興に向けた
施策を整理し、取りまとめたもの。

Ⅴ：「令和３年度厚生労働省関係財政投融資資金計画等案の概要」
財政投融資資金計画等案の概要を取りまとめたもの。

（注）【新規】と記載のあるものは、令和３年度予算案における新規項目。
（注）（ ）内の計数は、令和２年度当初予算額を示したもの。
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Ⅰ 令和３年度予算案の全体像    
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（単位：億円）区 分

令和２年度

予算額

（Ａ）

令和３年度

予算案

（Ｂ）

増 △ 減 額

（Ｃ）

(Ｂ－Ａ)

増 △ 減 率

（Ｃ／Ａ）

一 般 会 計 ３２９，８６１ ３３１，３８０ １，５１９ ０．５％

社会保障関係費 ３２６，３１９ ３２７，９２８
１，６０９

０．５％

その他の経費 ３，５４２ ３，４５２ △９０ △２．５％

労働保険特別会計 ４０，０７２ ４９，２０２ ９，１３０ ２２．８％

年金特別会計 ７０２，８９９ ７１２，８５５ ９，９５６ １．４％

東日本大震災復興

特別会計
１７０ １３５ △３６ △２０．９％

令和３年度厚生労働省予算案の全体像

（単位：億円）

（注１）令和２年度予算額は当初予算額。

（注２）令和２年度予算額は臨時･特別の措置を除く（505億円）。

（注３）政府全体の社会保障関係費の実質的な伸びは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた足元の医療費動向を踏まえ医療費にかかる国庫負担分を▲2,000億円程度減少させたベースと比較する

と、3,500億円程度となる。

（注４）各特別会計の額は、それぞれの勘定の歳出額の合計額から他会計・他勘定への繰入分を除いた純計額である。

（注５）年金特別会計の額は、内閣府と共管の子ども・子育て支援勘定を含む。

（注６）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］

実質的な伸び 3,500億円程度
（注３参照）

（単位：億円）

【令和２年度予算額と令和３年度予算案の社会保障関係費の比較】

区 分
令和２年度

予算額
（Ａ）

令和３年度

予算案
（Ｂ）

増 △ 減 額
（Ｃ）

（Ｂ－Ａ）

増 △ 減 率
（Ｃ／Ａ）

社会保障

関係費
３２６，３１９ ３２７，９２８

１，６０９
０．５％

年 金 １２４，６１５ １２６，２１３ １，５９８ １．３％

医 療 １２２，６７４ １２０，７９９ △１，８７５
（注４参照）

△１．５％

介 護 ３４，０３８ ３４，８６２ ８２４ ２．４％

福祉等 ４４，５１２ ４４，９７６ ４６４ １．０％

雇 用 ４８０ １，０７８ ５９８ １２５％

【令和３年度予算案の社会保障関係費の内訳】

年金

１２．６兆円

３８．５％

医療

１２．１兆円

３６．８％

介護

３．５兆円

１０．６％

福祉等

４．５兆円

１３．７％

雇用

０．１兆円

０．３％

令和３年度厚生労働省予算案（一般会計）

社会保障関係費の内訳のイメージ

（注１）令和２年度予算額は当初予算額。
（注２）令和２年度予算額は臨時･特別の措置を除く（社会保障関係費487億円、福祉等487億円）。

（注３）政府全体の社会保障関係費の増△減額は1,507億円。

（注４）政府全体の社会保障関係費の実質的な伸びは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた足元の医療費動向を踏まえ医療費にかかる国庫負担分

を▲2,000億円程度減少させたベースと比較すると、3,500億円程度となる。

（注５）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］

実質的な伸び 3,500億円程度
（注４参照）
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Ⅱ 令和３年度予算案のポイント  
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新型コロナウイルス感染症から国民のいのち・雇用・生活を守り、「新たな日常」を支える社会保障を構

築していくため、令和２年度第三次補正予算と合わせて、以下を柱とした切れ目のない予算措置を行う。

令和３年度 厚生労働省予算案における重点事項

ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築
■ 感染防止に配慮した医療・福祉サービスの確保

■ PCR検査・抗原検査等の検査体制の充実、水際対策の推進、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築

■ 保健所等の機能強化、感染症対策関係システムの機能強化

■ 感染拡大防止に向けた研究開発の推進

■ 地域医療構想の推進等による柔軟かつ持続可能な医療提供体制の構築

■ 地域包括ケアシステムの構築、認知症施策の推進、介護の受け皿整備

■ 予防・健康づくり、オンライン資格確認等を基盤とするデータヘルス改革、全ゲノム解析等実行計画の推進

■ 科学技術・イノベーションの推進、水道の基盤強化

新型コロナウイルス感染症から国民のいのちや生活を守る ウィズコロナ時代に対応した社会保障

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
時
代
の
新
し
い
未
来

■ 雇用調整助成金等による雇用維持の取組の支援、在籍型出向の活用による雇用維持等への支援

■ 業種・地域・職種を越えた再就職等の促進

■ 派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者等への就職支援

■ 医療介護福祉保育等分野への就職支援

■ 就職氷河期世代・高齢者・女性・障害者･外国人などの就業等の支援

■ 男性の育児休業取得の促進 ■ 「新しい働き方」に対応した良質なテレワークの定着

■ 最低賃金・賃金の引上げに向けた生産性向上等の推進、雇用形態に関わらない公正な待遇確保

■ 「新子育て安心プラン」をはじめとした子どもを産み育てやすい環境づくりの推進

■ 児童虐待防止対策・社会的養育の推進

■ 不妊症・不育症に対する総合的支援、産後ケア事業等の母子保健医療対策の推進、ひとり親家庭等の自立支援

■ 地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制の整備

■ 生活困窮者等への住まい確保・定着支援、住居確保給付金の支給等

■ 自殺総合対策の推進、成年後見制度の利用促進

■ 障害児･者支援、依存症対策の推進 ■ 戦没者遺骨収集等の推進

雇用就業機会の確保

「新たな日常」の下での生活支援

ポストコロナ時代を見据えて、全分野におけるデジタル化を重点的に推進

第三次補正予算での対応

■ 新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止

・ 医療機関や福祉施設等における感染拡

大防止対策の支援

・ 検査体制の充実、ワクチン接種体制等

の整備

・ 国際保健等への貢献 等

■ ポストコロナに向けた経済構造

転換・好循環の実現

・ 雇用調整助成金による雇用維持の取組

の支援

・ 在籍型出向の活用による雇用維持等へ

の支援

・ 個人向け緊急小口資金の特例貸付等の

各種支援

・ 待機児童解消に向けた保育の受け皿整

備

・ 不妊治療の助成の拡充

・ 全ゲノム解析等の研究開発推進

・ デジタル改革の実現 等

■ 防災・減災、国土強靱化の推進な

ど安全・安心の確保

・ 水道施設の耐災害性強化対策等

・ 医療施設、社会福祉施設等の防災対策

等

－
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令和３年度厚生労働省予算案における重点事項（ポイント）

１ ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築

〇感染防止に配慮した医療・福祉サービス提供体制の確保

 福祉サービス提供体制の継続支援

 福祉分野におけるICT･ロボット等導入支援

 「医療のお仕事 Key-Net」等を活用した医療人材の確保 等

新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保

〇PCR検査･抗原検査等の戦略的・計画的な体制構築

 検疫所における水際対策の推進 等

〇保健所等の機能強化 補正131億円、当初18億円

 保健所等の機能強化

 感染症対策関係システムの総合的な運用に向けた次期システムの開発、機

能・連携強化 等

〇ワクチン･治療薬の開発、ワクチン接種体制の構築 補正7,402億円

〇保健医療分野の研究開発の推進

補正100億円、当初605億円（586億円）

 国立国際医療研究センターの体制強化や国立感染症研究所との連携強化

 日本医療研究開発機構（AMED）等における新型コロナウイルスに関する

研究を含めた研究開発支援

 臨床研究中核病院の体制強化による国際水準の臨床研究拠点の整備

 アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築 等

検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築

感染拡大防止に向けた研究開発の推進

・ワクチン接種体制等の整備
・ワクチン・治療薬の開発・安全性の確保 等

いわゆる「15か月予算」の考え方により、令和２年度第三次補正予算と一体的に編成し、切れ目のない予算措置を行う。
計数は「補正」は令和２年度第三次補正予算案、「当初」は令和３年度予算案、（ ）内は令和２年度当初予算額。 は、大臣折衝事項。 は、令和２年度第三次補正予算案。

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による支援
・診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援
・医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援
・小児科等への支援や新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支
援に係る診療報酬上の特例的な対応
・医療提供体制構築を支援する医療機関等情報支援システム
（Ｇ－ＭＩＳ）の機能拡充等
・国立病院機構における医療提供体制の整備
・医薬品安定確保のための原薬等設備整備の支援
・医療・福祉事業者への資金繰り支援
・医師等国家試験運営事業に係る感染症対策の実施
・福祉施設における感染拡大防止等への支援
・新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費の支援
・介護・障害福祉分野におけるＩＣＴ･ロボット等導入支援 等

・ＰＣＲ検査及び抗原検査等、検査体制の更なる充実
・検疫体制の強化 等

・新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－Ｓ
ＹＳ）等感染症対策関係システムの運用・改修 等

・国立感染症研究所の機能・体制強化 等

補正１兆6,442億円、当初533億円（77億円） 補正1,276億円、当初207億円の内数

☆新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療報酬上の特例的な対応
455億円

・新型コロナウイルス感染症下で地域の医療提供体制を維持・確保するた
め、診療報酬において、期限を区切り特例的に、外来における小児診療
等に係る評価、各医療機関等における感染症対策に係る評価を行う。
（10月以降は、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、単純延長すること
を含め、必要に応じ、柔軟に対応）。また、当面の間、回復患者の転院
支援に係る評価、中等症以上の患者に対する評価を行う。
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１ ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築

〇地域医療構想・医師偏在対策・医療従事者働き方改革の推進等
補正3.6億円、当初1,021億円（1,051億円）

 地域医療介護総合確保基金等による地域医療構想の推進

 医師少数区域等に勤務する医師への支援、総合診療医の養成支援

 ICT活用やタスク・シフティングの推進
 看護師の特定行為研修、医師事務作業補助者･看護補助者の確保・定着支援

 女性医療職等のキャリア支援、病院内保育所への支援

 薬剤師の資質向上に向けた卒後の臨床研修の推進 等

〇災害医療体制の充実 補正22億円、当初34億円（64億円）

 DMAT体制の強化、DPAT体制の整備、災害医療コーディネーターの養成、
BCP策定の支援 等

※令和３年度予算案の減少は、有床診療所等スプリンクラー等整備事業の所要額見直し等による。

〇自立支援･重度化防止に向けた取組の強化 当初410億円（409億円）

 保険者のインセンティブ強化（介護･保険者機能強化推進交付金等）

 科学的介護推進のためのデータベースの機能拡充 等

〇認知症施策推進大綱に基づく施策の推進 当初125億円（125億円）

 認知症本人･家族の支援ニーズに応える認知症サポーターの活動（チーム

オレンジ）の全国展開の推進

 認知症本人や家族に対する日常的・継続的な伴走型の支援拠点の整備

 認知症の各段階(発症前、軽度認知障害、認知症)を対象にした臨床研究等の推進
 認知症疾患医療センターの整備促進･診断後等の支援の強化

 日本認知症官民協議会を核とした社会全体の取組(金融･住宅･交通等)の推進 等

〇介護の受け皿整備、介護人材の確保
補正133億円、当初1,093億円（1,096億円）

 地域医療介護総合確保基金による介護施設等の整備及び介護人材の確保

 介護施設等の防災・減災対策の推進
 介護事業所における生産性向上の取組の推進、介護の仕事の魅力発信、介護

福祉士の資格取得を目指す福祉系高校に通う学生の修学支援や他業種から介

護分野等への参入促進に係る返済免除付き貸付金制度の創設 等

〇健康寿命延伸に向けた予防･健康づくり

補正98億円、当初1,493億円（1,500億円）

 保険者のインセンティブ強化（国保･保険者努力支援制度）

 生活習慣病の疾病予防･重症化予防等の先進的なデータヘルス事例の全国展開

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進

 健康寿命延伸に向けた歯科口腔保健の推進

 予防･健康づくりの健康増進効果等に関する実証事業の実施

 保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの実施 等

〇新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等の実施
補正90億円、当初196億円（240億円）

 医療保険オンライン資格確認の実施
 特定健診情報･薬剤情報等、保健医療情報を本人や本人の同意を得た医療機関

等が確認できる仕組みの構築

 NDB(レセプト情報･特定健診等情報データベース)や介護保険総合データベー

ス等で保有する健康･医療･介護情報を連結して分析可能な環境の整備 等
※予算額には、医療情報化支援基金の額を含まない。

予防・健康づくりやデータヘルス改革

☆介護報酬改定への対応
・介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費へ
の影響など介護事業者の経営を巡る状況や感染症等への対応力強化等を踏
まえ、改定率は全体で＋0.70％とする。
※ うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価を
＋0.05％（令和３年９月末までの間）とする。

・医療施設等の防災対策 等

・介護分野におけるデジタル化・データ連携の推進
・介護福祉士修学資金等貸付事業における貸付原資の確保
・介護施設等の防災・減災対策の推進 等

・保健医療情報等の利活用
・新たな日常にも対応する処方箋等の電子化に向けたシステム構築 等

地域包括ケアシステムの構築等

☆薬価改定への対応
・市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、価格乖
離の大きな品目について、新型コロナウイルス感染症による影響も勘案し
た上で薬価改定を行う。

・健康保険組合等保険者機能の強化 等

・薬剤師の資質向上に向けたＩＣＴを活用した業務に係る研修
・看護師等養成所におけるＩＣＴ等の整備
・小児科等への支援や新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支
援に係る診療報酬上の特例的な対応（再掲） 等

☆地域医療構想の実現を図るための病床機能再編支援 195億円
※地域医療介護総合確保基金の内数

☆新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療報酬上の特例的な対応（再掲）
455億円
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１ ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築

〇国際機関等を通じた国際貢献の推進

補正105億円、当初41億円（57億円）

 開発途上国における感染症の予防接種体制の整備及びワクチン開発支援

 ユニバーサル･ヘルス･カバレッジ推進、高齢化･認知症対策

 薬剤耐性（AMR）対策に関する研究開発等の推進 等

〇外国人患者の受入環境の整備 当初11億円（11億円）

 医療機関における多言語コミュニケーション対応の支援、医療機関等から

の相談にワンストップで対応するための地方自治体への体制整備支援

 過去に医療費の不払等の経歴がある外国人に対して厳格な入国審査を実施

するための仕組みの運用 等

〇医薬品等に関する安全･信頼性の確保 補正10億円、当初62百万円

 医療情報データベースの活用推進に向けた環境整備

〇食品の安全・安心の確保 当初78百万円

 食品等事業者へのHACCP（事業者が危害要因を分析し管理システムを設

定･運営する衛生管理手法）導入の実態把握 等

〇水道の基盤強化 補正390億円、当初395億円（395億円）

 水道施設の耐災害性強化、水道事業の広域化・IoT活用等の推進

医薬品・食品等の安全の確保・水道の基盤強化

医療の国際展開・国際保健への貢献

〇がん対策・全ゲノム解析等の推進 ○○○
○ 補正33億円、当初88億円（73億円）

 がんゲノム情報管理センターの機能強化

 がん・難病の全ゲノム解析の推進に向けた体制整備

 小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法のための支援 等

〇循環器病対策の推進 当初49億円（44億円）

 循環器病データベースの構築に向けた取組の推進

 循環器病の予防等に関する研究、普及啓発 等

〇肝がん・重度肝硬変の治療研究・患者支援等の推進

補正34億円、当初1,187億円（1,201億円）

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における助成対象の拡大

〇難病・小児慢性特定疾病対策等の推進 当初13億円（5.3億円）
 難病対策等の推進のためのデータベース整備

 慢性疼痛に関する理解促進の強化

 アレルギー疾患、慢性腎臓病（CKD）対策の推進 等

〇被用者保険への財政支援 当初820億円（820億円）

〇医薬品･医療機器等の開発促進 当初83億円（82億円）

 クリニカル・イノベーション・ネットワーク構想の推進

 バイオ医薬品の製造・開発を担う人材の育成とバイオシミラーの普及

 ＡＩ等の先端技術を活用したプログラム医療機器の評価手法の確立 等

〇医療系ベンチャーの振興 当初21億円（20億円）

 アカデミア･大手企業と医療系ベンチャーとの人材交流の促進 等

・国際機関等を通じた国際貢献の推進

（新型コロナウイルス感染症ワクチンの途上国への普及支援（Ｇａｖｉ拠出金）
顧みられない熱帯病対策を含む感染症対策・医薬品開発等の支援 等）

・水道施設の耐災害性強化対策等

安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保

・全ゲノム解析等の研究開発の推進 等

がん・循環器病・肝炎・難病対策等の推進

・ＭＩＤ－ＮＥＴを用いた新型コロナウイルス感染症治療薬の処方実態
及び安全性の調査 等

科学技術・イノベーションの推進

☆Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給
補正 34億円、当初 1,173億円（1,187億円）
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２ 雇用就業機会の確保

〇雇用の維持･継続に向けた支援
○○ 補正１兆4,735億円、当初6,853億円（72億円）

 雇用調整助成金等による雇用維持への取組の支援

 在籍型出向の活用による雇用維持等への支援

〇業種・地域・職種を越えた再就職等の促進
補正12億円、当初1,338億円（1,148億円）

 職業訓練を通じた職業スキルや知識の習得

 ハローワークの就職支援ナビゲーターによる業種を越えた再就職支援

 業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組等を支援

 都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援 等

〇派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者等への就
職支援 補正95百万円、当初727億円（630億円）

 ハローワークの就職支援ナビゲーターによる求職者の状況に応じたきめ

細かな担当者制支援

 求職者支援訓練による再就職支援

 新規学卒者等への就職支援 等

〇キャリア形成支援の推進 当初21億円（21億円）

 キャリア形成サポートセンターを通じたキャリア設計支援の推進 等

〇医療介護福祉保育等分野への就職支援
補正6.9億円、当初55億円（40億円）

 雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援

 ハローワークの専門支援窓口拡充、「医療・福祉分野充足促進プロジェク

ト」の推進

 優良基準の明確化等による優良な民間人材サービス事業者の推奨

 「医療のお仕事 Key-Net」等を活用した医療人材の確保（再掲） 等

〇就職氷河期世代活躍支援プランの実施

補正54百万円、当初708億円（632億円）

 ハローワークにおける専門窓口の拡充、専門担当者のチーム制による就職相

談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援

 地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代の無業者の支援

 ひきこもりに関する地域社会に向けた普及啓発と情報発信の実施 等

〇高齢者の就労･社会参加の促進
○○ 補正6.9億円、当初303億円（279億円）

 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を

行う企業への支援

 ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援の拡充

 シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保 等

雇用維持・失業予防・再就職等に向けた支援

多様な人材の活躍促進

・新規学卒者等への就職支援の強化 等

・業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組への
支援 等

・ハローワークにおける専門窓口の拡充、専門担当者のチーム制による就
職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援
・ ＳＮＳ等を活用したひきこもり支援の充実、社会参加支援のための市
町村プラットフォーム設置の促進 等

・シルバー人材センターにおける新型コロナウイルス感染症防止の取組強
化と業務継続体制の強化

・雇用調整助成金による雇用維持への取組の支援
・在籍型出向の活用による雇用維持等への支援

・求人事業所の詳細情報や求職者にとって有益な情報を個々の状況に応じ
ダイレクトに発信するプッシュ型情報提供体制の強化 等
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２ 雇用就業機会の確保

〇柔軟な働き方がしやすい環境整備 当初31億円（6.4億円）

 「新しい働き方」に対応した良質なテレワークの導入・定着促進 等

〇安全で健康に働くことができる職場づくり 当初297億円（326億円）

 職場における感染防止対策等の推進

 ｢働き方改革推進支援センター｣によるワンストップ型の相談支援、商工会議

所･商工会等での出張相談、中小企業･小規模事業者への個別訪問相談

 時間外労働削減、勤務間インターバル導入、年次有給休暇取得促進等に取り

組む中小企業・小規模事業者への助成金による支援 等

〇最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金

など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

補正608億円、当初463億円（374億円)

 最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上に取り組む中小企業･小規模事業者

への助成金による支援

 生活衛生関係営業者の収益力向上の推進

 未払賃金立替払の確実・迅速な実施

 非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業への助成金による支援

 被用者保険の適用拡大に当たっての周知・専門家活用支援 等

〇総合的なハラスメント対策の推進 当初42億円（42億円）

 ハラスメントを受けた労働者等への迅速な相談対応、｢ハラスメント撲滅月

間｣等による啓発広報

 カスタマーハラスメント対策企業マニュアルの策定・周知 等

誰もが働きやすい職場づくり

・最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援 等

〇女性活躍・男性の育児休業取得等の推進

補正1.1億円の内数、当初198億円（174億円）

 不妊治療と仕事の両立

 中小企業向けの女性活躍推進のための行動計画策定の取組支援

 子育て等により離職した女性の再就職の支援

 男性の育児休業取得を促進する枠組み等の検討及び周知･支援

 新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に対応した特別有給

休暇制度、母性健康管理措置による有給休暇制度導入等への取組支援 等

〇障害者の就労促進 補正44百万円、当初181億円（170億円）

 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化

 障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進

 雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援 等

〇外国人に対する支援 補正14百万円、当初123億円（121億円）

 外国人求職者等に対する就職支援、外国人労働者の適正な雇用管理に関する

企業への助言･援助、外国人への多言語相談支援体制の整備

 外国人技能実習の実地検査や相談支援の適切な実施 等

・子育て中の女性等が仕事と家庭を両立できる求人等の確保

・中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化

・外国人への多言語相談支援体制の整備
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３ 「新たな日常」の下での生活支援

○総合的な子育て支援 補正360億円、当初969億円（1,085億円）

 「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備

 保育士・保育現場の魅力発信や魅力ある職場づくりの支援、保育補助者等

の配置による保育士の業務負担軽減、保育士宿舎借り上げ支援の見直し

 保育所等の医療的ケア児の受入促進、外国籍の子どもへの支援

 認可保育所等への移行に向けた認可外保育施設の保育の質の確保・向上

 ｢新･放課後子ども総合プラン｣に基づく放課後児童クラブの受け皿整備 等

〇児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進
補正166億円、当初1,735億円（1,731億円）

 児童相談所等における専門人材の確保に関する取組や専門的な対応の強化

 障害児を養育する里親家庭の負担軽減など里親養育支援体制の強化、特別

養子縁組の民間あっせん機関の支援体制の強化

 若年被害女性等への支援における医療機関との連携体制等の強化・モデル

事業から本格実施への移行 等

子どもを産み育てやすい環境づくり 〇不妊症・不育症に対する総合的支援の推進
補正370億円、当初37億円（153億円）

 不育症検査への助成

 不妊症・不育症に対する相談支援等の拡充

 里親・特別養子縁組制度の普及啓発（一部再掲）

 小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法のための支援（再掲）

 不妊治療と仕事の両立（再掲）

〇成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進
補正416億円、当初159億円（277億円）

 不育症検査への助成（再掲）

 不妊症・不育症に対する相談支援等の拡充（再掲）

 産後ケア事業の推進

 多胎妊産婦への経験者による相談支援、育児サポーター派遣等

 予防のための子どもの死亡検証体制整備 等

〇ひとり親家庭等の自立支援の推進
補正4.7億円、当初1,756億円（1,756億円）

 ひとり親家庭への相談支援体制の充実、養育費確保等に関する支援 等

☆一時保護の受入体制の強化、里親養育への支援の拡充など施設における地
域支援機能の強化、児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の更なる推進

1,314億円（1,314億円）

・子どもの見守り強化アクションプランを踏まえた見守り支援の強化
・ＩＣＴの活用等による児童虐待等の相談支援体制の強化 等

・ひとり親家庭のワンストップ相談体制の構築・強化 等

・妊産婦等への支援
・不妊治療の助成の拡充（再掲）

・待機児童解消に向けた保育の受け皿整備
・保育分野におけるＩＣＴ等の導入支援
・保育士修学資金貸付等事業の貸付原資等の確保

・不妊治療の助成の拡充
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３ 「新たな日常」の下での生活支援

〇相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的支援体制

の整備促進 当初116億円（39億円）

 属性を問わない相談支援、多様な参加支援の推進、地域づくりに向けた支援を

一体的に行う重層的支援体制整備事業の実施 等

〇生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進
補正4,344億円、当初640億円（574億円）

 地方公共団体と連携したハローワークにおける生活困窮者等に対する就職

支援、生活困窮者等を雇い入れる事業主への助成

 生活困窮者等への住まい確保・定着支援、住居確保給付金の支給等

 ひきこもりに関する地域社会に向けた普及啓発と情報発信の実施（再掲）

等

〇成年後見制度の利用促進
補正140億円の内数等、当初5.9億円（8.0億円）

 中核機関の整備や市町村計画の策定等の推進 等

〇自殺総合対策の推進 補正140億円の内数、当初34億円（33億円）

 SNS相談の包括的支援体制の構築 等

地域共生社会の実現に向けた地域づくり

〇障害児･者支援、依存症対策の推進
補正58億円、当初583億円（592億円）

 障害福祉サービス事業所等の整備、地域生活支援の拡充

 新生児聴覚検査及び難聴児早期支援の推進、医療的ケア児への支援の拡充

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

 地域における依存症医療・相談支援体制の整備、民間団体の支援 等

〇戦没者遺骨収集等の推進 当初28億円（30億円）

 現地調査の計画的実施、DNA鑑定の体制整備、新たな鑑定技術の研究･活用 等

〇持続可能で安心できる年金制度の運営
当初12兆6,213億円（12兆4,615億円）

〇被災地における心のケア支援、福祉･介護サービス提供体制の確保

当初3.9億円（4.2億円）

☆障害福祉サービス等報酬改定への対応
・福祉・介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、感染症等への対応
力強化等を踏まえ、改定率は全体で＋0.56％とする。
※ うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価を
＋0.05％（令和３年９月末までの間）とする。

障害児・者支援、依存症対策の推進

戦没者遺骨収集等の推進

安心できる年金制度の確立

被災地における心のケア支援等

・個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施
・生活困窮者自立支援等の機能強化
・ ＳＮＳ等を活用したひきこもり支援の充実、社会参加支援のための市
町村プラットフォーム設置の促進（再掲）
・生活保護関係業務のデジタル化の推進 等

・自殺防止対策に係る相談支援の体制強化 等

・障害福祉分野におけるデジタル化・データ連携の推進
・障害者支援施設等の防災対策 等

・相談支援等におけるオンライン活用の推進、条件不利地域における体制
整備の促進 等
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参考資料

新型コロナウイルス感染症に関する補正予算・予備費での主な対応（厚生労働省関係）
合計額 主な対応

令和元年度

「新型コロナウイルス感染症に関する
緊急対応策」
（令和２年２月13日閣議決定）

139億円 ・ 帰国者等の受入支援 ・ 検査体制及び感染症患者の受入体制の強化
・ 帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者相談センターの設置
・ 水際対策の強化に必要な物品等の確保 等

「新型コロナウイルス感染症に関する
緊急対応策-第2弾-」
（令和２年３月10日閣議決定）

3,168億円 ・ マスクの緊急配布 ・ 保育所や介護施設等における感染拡大防止策
・ 医療提供体制の整備
・ 雇用調整助成金の特例措置の拡大 ・ 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施 等

令和２年度

第一次補正予算
（令和２年４月30日成立）

１兆6,371億円 ・ ＰＣＲ等の検査体制の確保 ・ ワクチン・治療薬の開発促進
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療）の創設
・ マスク・消毒用エタノール等の物資の確保
・ 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大 ・ 小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援等

※ あわせて、診療報酬において、感染防止に留意した医療機関の対応等を特例的に評価

第二次補正予算
（令和２年６月12日成立）

４兆9,733億円 ・ ＰＣＲ等の検査体制の強化 ・ ワクチンの早期実用化のための体制整備
・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療・介護・福祉）の抜本的拡充
・ 医療用物資の確保・医療機関等への配布
・ 雇用調整助成金の抜本的拡充 ・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施 等

※ あわせて、診療報酬において、重症・中等症患者の診療や医療従事者の感染リスクを伴う診療等を特例

的に評価

新型コロナウイルス感染症対策予備費
（令和２年８月７日閣議決定）

2,107億円 ・ 入国者に対する検疫機能の確保
・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施

新型コロナウイルス感染症対策予備費
（令和２年９月８日閣議決定）

6,714億円 ・ ワクチンの確保

新型コロナウイルス感染症対策予備費
（令和２年９月15日閣議決定）

1兆6,350億円 ・ ＰＣＲ検査機器等の整備補助 ・ 一定の高齢者等に対する検査事業に要する費用の助成
・ 新型コロナウイルス感染症患者の病床・宿泊療養施設確保支援、診療報酬・病床確保料の引上げ
・ インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援
・ ＣＯＶＡＸファシリティ参加に係る拠出金
・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施、住居確保給付金の支給 等

新型コロナウイルス感染症対策予備費
（令和２年10月16日閣議決定）

4,391億円 ・ 雇用調整助成金の特例措置に必要な経費

新型コロナウイルス感染症対策予備費
（令和２年12月11日閣議決定）

737億円 ・ 低所得のひとり親世帯に対する臨時特別給付金（基本給付の再支給）に必要な経費
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新型コロナウイルス感染症に対応する医療提供体制等の強化（主なもの）

○ 予備費[4、5、9月]：400億円 （新型コロナウイルス感染症の入院患者の特例的評価 等）

○ 三次補正 ：100億円 （小児外来診療・転院患者診療の特例的評価）

診療報酬による対応 0.1兆円（医療費ベース 0.2兆円）

○ 一次・二次補正:1.8兆円
（病床確保支援、医療従事者への慰労金支給、医療機関等の感染拡大防止等支援、応援医師・看護師等派遣支援 等）

○ 予備費[9月]    : 1.2兆円（病床確保支援拡充、インフルエンザ流行期に向けた発熱外来体制の構築 等）

○ 三次補正 ：1.4兆円（病床確保支援、医療機関等の感染拡大防止等支援 等）

緊急包括支援交付金等 4.3兆円

○ 補正（一次～三次）、予備費 :0.2兆円（ワクチン開発の支援、国際機関への拠出 等）

新型コロナウイルス感染症対策に係る研究開発等 0.2兆円

○ ＰＣＲ検査等：0.2兆円 （ＰＣＲ等の行政検査、一定の高齢者・妊産婦等への検査、検査試薬等の確保 等）

○ 検疫体制強化：0.1兆円

ＰＣＲ検査体制の拡充、検疫体制の強化 等 0.3兆円

○ 二次補正 :0.1兆円（ワクチン生産体制等整備基金、接種体制確保 等）

○ 予備費[9月]   :0.8兆円（ワクチンの確保、接種体制整備、国際的共同購入枠組みへの参加 等）

○ 三次補正 :0.7兆円（ワクチン接種の実施、国内企業のワクチン実用化への支援 等）

○ 治療薬の確保等：400億円 （アビガン、レムデシビル購入費 等）

ワクチン確保 等 1.7兆円

○ 補正（一次～三次）：0.1兆円（福祉医療機構への出資金 等） 累計の貸付枠1.9兆円（財政融資を活用）

・累次の制度拡充を実施（貸付限度額拡充、無利子枠・無担保枠の設定・拡充、償還期間の延長 等）

福祉医療機構等を通じた資金繰り支援 0.1兆円 (貸付枠1.9兆円)

○ 補正（一次～三次）、予備費 :0.8兆円（医療用マスク・人工呼吸器の購入、生産設備整備、システム整備 等）

医療用物資の確保 その他システム整備等 0.8兆円

※令和2年度3次補正までの補正予算・予備費を一定の考え方のもと整理したものであり、今後変更がありうる（12月15日時点）。

○基礎年金国庫負担割合２分の１
（平成24・25年度の基礎年金国庫負担割合２分の１の差額に係る費用を含む）

○社会保障の充実

・幼児教育・保育の無償化

・高等教育の無償化

・子ども・子育て支援新制度の着実な実施

・医療・介護サービスの提供体制改革

・医療・介護保険制度の改革

・難病・小児慢性特定疾病への対応

・年金生活者支援給付金の支給 等

○消費税率引上げに伴う社会保障４経費の増

・診療報酬、介護報酬、年金、子育て支援等についての物価上昇に伴う増

○後代への負担のつけ回しの軽減

・高齢化等に伴う自然増を含む安定財源が確保できていない既存の社会保障費

〈令和３年度消費税増収分の内訳〉（公費ベース）

令和３年度の消費税増収分の使途について

3.4兆円

3.89兆円

0.63兆円

《増収額計：13.4兆円》

5.1兆円

（注１）増収額は、軽減税率制度による減収影響を除いている。
（注２）使途に関しては、総合合算制度の見送りによる4,000億円を軽減税率制度の財源としている。
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新子育て安心プランの概要

○ 令和３年度から令和６年度末までの４年間で約14万人分の保育の受け皿を整備する。

子育て安心プラン
（目標：３年間で約32万人）

待機児童解消加速化プラン
（目標：５年間で約50万人）

平成25年度 平成30年度 令和３年度 令和６年度末

新子育て安心プラン
（目標：４年間で約14万人）

・第２期市町村子ども・子育て支援事業計画の積み上げを踏まえ、保育の受け皿を整備。

・できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性(25～44歳)の就業率の上昇に対応。
（参考）平成31年：77.7％、現行の子育て安心プランは80％に対応、令和７年の政府目標：82％ (第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略)

①地域の特性に応じた支援

○新子育て安心プランにおける支援のポイント

○保育ニーズが増加している地域への支援
（例）
・新子育て安心プランに参加する自治体への整備費
等の補助率の嵩上げ

○マッチングの促進が必要な地域への支援
（例）
・保育コンシェルジュによる相談支援の拡充
（待機児童数が50人未満である市区町村でも新子育て安心プランに

参画すれば利用可能とする）

・巡回バス等による送迎に対する支援の拡充
（送迎バスの台数や保育士の配置に応じたきめ細かな支援を行う）

○人口減少地域の保育の在り方の検討

②魅力向上を通じた保育士の確保

（例）
・保育補助者の活躍促進（「勤務時間30時間以下」との補助要件を撤廃）

・短時間勤務の保育士の活躍促進
（待機児童が存在する市町村において各クラスで常勤保育士１名必須との規制をなくし、

それに代えて２名の短時間保育士で可とする）

・保育士・保育所支援センターの機能強化
（現職保育士の就業継続に向けた相談を補助対象に追加）

③地域のあらゆる子育て資源の活用

（例）
・幼稚園の空きスペースを活用した預かり保育（施設改修等の補助を新設）
や小規模保育（待機児童が存在する市区町村において利用定員の上限(19人)を弾力化

(３人増し→６人増しまで可とする)）の推進
・ベビーシッターの利用料助成の非課税化【令和３年度税制改正で対応】
・企業主導型ベビーシッターの利用補助の拡充（１日１枚→１日２枚）
・育児休業等取得に積極的に取り組む中小企業への助成事業の創設
【令和３年の通常国会に子ども・子育て支援法の改正法案を提出予定】

2025年（令和７年）に向けて、住み慣れた地域で必要な医療を受けながら生活できるよう、医療提供体制の改革を行う。

病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等

Ⅰ 診療報酬改定

○ 2025年に向けて､質の高い在宅医療の推進など地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化･強化、連携に重点的に取り組む。

○ 平成26年度診療報酬改定 ： 消費税財源を活用した診療報酬本体の上乗せ（令和３年度所要額：公費409億円）

○ 平成28年度診療報酬改定 ： 医療保険制度改革に伴う、国民健康保険組合の国庫補助の見直しによる財政効果を活用し、診療報酬本体に

上乗せ（令和３年度所要額：公費34億円）。

○ 平成30年度診療報酬改定 ： 医療保険制度改革に伴う、国民健康保険組合の国庫補助の見直しによる財政効果を活用し、診療報酬本体に

上乗せ（令和３年度所要額：公費34億円）

○ 令和２年度診療報酬改定 ： 消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革への特例的な対応

（令和３年度所要額：公費137億円）

○ 都道府県が策定した地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携に必要な基盤整備や、在宅医療の推進、医療従事者等の確保・養成、
勤務医の働き方改革の推進に必要な事業を支援するため、必要な財源を確保する。※介護分については別途記載

Ⅱ 医療提供体制改革の推進に係る支援制度

○地域医療構想の策定

１．２０２５年の医療需要と病床の
必要量
・高度急性期・急性期・回復期・
慢性期の４機能ごとに推計
・都道府県内の構想区域（二次
医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を
実現するための施策

病床の機能分化・連携
（地域医療構想を踏まえた

基盤整備）

在宅医療の推進
（地域包括ケアシステムの
構築に向けた拡充）

医療従事者等の確保・養成
（病床機能等に対応した人員配置、
連携に必要な人材確保等の拡充）

平成27年～28年度 構想を踏まえて
事業が本格化

（令和３年度所要額：公費1,179億円）（※基金の負担割合 国2/3 都道府県1/3 ） （病床機能の再編支援については国10/10））

勤務医の
働き方改革の推進
（労働時間短縮に向けた
総合的な取組の実施）

～地域医療構想～
各医療機関の役割分担

医療機関

医療機関

必要な基盤整備等を支援

(高度)急性期機能

回復期機能

慢性期機能

住まい
在宅医療

医療機関

地域医療介護総合確保基金（医療分）
平成29年度～

基金の都道府県計画

病床機能の
再編支援

（病床削減や病院統合に
伴う課題への対処）

新

（令和３年度予算案
：公費195億円）
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○ 遺族基礎年金の支給対象について、「子のある妻又は子」に加えて

「子のある夫」も対象とする。

○ 平成２６年４月１日から施行。

○ 施行日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金から適用。

●子のある妻
又は

●子

●子のある妻又は夫
又は

●子

従前の支給対象 拡大後の支給対象

※子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくする父母が存在する間は支給停止となる。

概要

○ 所要額

令和３年度（公費） ８０億円

※ 受給権者の増加により所要額が増加していくが、その際、子の18歳到達等による失権者の増加により、

所要額の増加幅は徐々に緩やかになり、約100億円で所要額は増加しなくなると推計。

遺族基礎年金の父子家庭への拡大

○ 全国民共通の給付であり子どもがいる場合に支給される遺族基礎年金について、これまで支給
対象が子のある妻又は子に限定されていたため、父子家庭も支給対象に加えることとする。

年金生活者支援給付金の概要
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い者（前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など）の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給するものである。【令和２年度基準額 年60,360円（月5,030円）】

高齢者への給付金（老齢年金生活者支援給付金）

（老齢基礎年金満額）

月額約5,000円
(年額約６万円)
を支給

約78万円 約88万円

約78万円

約84万円

補足的な給付

の支給範囲

約88万円

給付金上乗せ後の額 (年額)

前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額

（注）保険料納付済期間に基づく公的年金だけで生活している者の例

【支給要件】

① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

② 前年の公的年金等の収入金額※１とその他の所得（給与所得や利子所得など）

との合計額が、老齢基礎年金満額相当（約78万円） ※２以下であること

③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

【給付額】 ⑴と⑵の合計額が支給される。

⑴ 保険料納付済期間に基づく額（月額）＝5,030円※３×保険料納付済期間（月数）/ 480月

⑵ 保険料免除期間に基づく額（月額）＝10,856円※４ ×保険料免除期間（月数）/ 480月

※１ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。

※２ 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和２年７月までは779,300円。令和２年８月以降は779,900円。

※３ 毎年度、物価変動に応じて改定。

※４ 老齢基礎年金満額（月額）の1/6（保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合）。
ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額（月額）の1/12（5,428円）。

高齢者への給付金（補足的老齢年金生活者支援給付金）

・老齢年金生活者支援給付金の所得要件（支給要件の②）を満たさない者であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合

計額が約88万円※５までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。

・補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。

【支給要件】

① 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること

② 前年の所得※６が、462万1,000円以下※７であること
※６ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。

※７ 20歳前障害基礎年金が支給停止となる所得基準額と同額となるよう設定。扶養親族等の数に応じて増額する。

【給付額】 障害等級２級の者及び遺族である者 ･･･ 5,030円※８ （月額）

障害等級１級の者 ･･･ 6,288円※８ （月額）
※８ 毎年度、物価変動に応じて改定。

障害者や遺族への給付金（障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金） その他

・施行日･･･令和元年10月１日（消費税率の10％への引上

げの日）

・手続 ･･･本人の認定請求により受給権発生。日本年金

機構が支払事務を実施。年金と同様に２か月毎に支給。

・費用 ･･･全額国庫負担（令和３年度予算案（令和２年

度予算額）：5,220億円（4,908億円））

・その他･･･各給付金は非課税。

※５ 令和２年７月までは879,300円。令和２年８月以降は879,900円。
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「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（概要）

第２章 重点的に取り組むべき対策

１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策
（１）人命・財産の被害を防止・最小化するための対策

・ 医療施設の耐災害性強化対策（給水設備整備対策、非常用自家発電設備整備対策、ブロック塀整備改修対策、非常用通信設備整備対策）（厚生労働省）
・ 社会福祉施設等の耐災害性強化対策（耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策、非常用自家発電設備対策）（厚生労働省）

（２）交通ネットワーク・ライフラインを維持し、国民経済・生活を支えるための対策

・ 水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対策、上水道管路の耐震化対策（厚生労働省）

第３章 対策の目標、期間及びフォローアップ
前章において示した重点的に取り組むべき対策について、関係府省庁において別に設定する中長期の目標に係る取組の加速化・深化を図るため、事業規模を定

め、集中的に実施する期間は、令和３年度から７年度までの５年間とする。
本対策の期間中において、進捗状況のフォローアップを定期的に行い、その結果を公表するものとする。

第４章 対策の事業規模
対策の初年度については、令和２年度第３次補正予算により措置する。

次年度以降の各年度における取扱いについても、予算編成過程で検討することとし、今後の災害の発生状況や事業の進捗状況、経済情勢・財政事情等を踏まえ、
機動的・弾力的に対応する。

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策（令和２年12月11日閣議決定）（抜粋）

（注）金額は国費。計数は、四捨五入の関係により、端数において合計と合致しないものがある。

事 項
令和二年度第三次補正

予算額

(国費、単位：億円)

水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対策、上水道管路の耐震化対策 ３９０億円

医療施設の耐災害性強化対策（給水設備整備対策、非常用自家発電設備整備対策、ブロック塀整備改修対
策、非常用通信設備整備対策）

８．２億円

社会福祉施設等の耐災害性強化対策（耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策、非常用自
家発電設備対策）

９０億円

合計 ４８８億円

※他省分を含む

【令和２年度第三次補正予算】
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第１ 新型コロナウイルス感染症から国民のいのちを守る

ための体制確保 
 

 

新型コロナウイルス感染症から国民のいのちを守るため、感染防止に配慮した医療・

福祉サービス提供体制の確保を行う。また、PCR 検査･抗原検査等の戦略的・計画的な体

制構築、保健所等の機能強化、ワクチン・治療薬の開発を支援するとともに、感染拡大

防止に向けた研究開発を推進する。 

 

１ 新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保 

補正１兆６，４４２億円、当初５３３億円（７７億円） 
 

 

 

（１） 介護・福祉サービス提供体制の継続支援【新規】                １２億円 

１３７億円の内数 

新型コロナウイルスの感染者等が発生した介護サービス事業所、障害福祉サービ

ス事業所等が感染拡大防止対策の徹底等を通じて、必要なサービス等を継続して提

供できるよう支援するとともに、都道府県において、緊急時に備え、職員の応援体

制等を構築する。 

 

（２） 福祉施設における感染防止対策                       ２．９億円 

① 個室化等の環境整備【新規】                             ４１２億円の内数 

１２億円の内数 

介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置や多床室の個室化等に必

要な費用を補助する。 

 

② 感染防止のための研修や業務継続計画（BCP）の策定等【新規】  ２．９億円 

介護・福祉サービス事業所等の職員が感染症対策についての相談を受けられ

る窓口の設置、感染症対策の専門家による実地研修やセミナー、業務継続計画

☆新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療報酬上の特例的な対応        ４５５億円 

新型コロナウイルス感染症下で地域の医療提供体制を維持・確保するため、診療報酬において、

期限を区切り特例的に、外来における小児診療等に係る評価、各医療機関等における感染症対策に

係る評価を行う。（10 月以降は、感染状況や地域医療の実態等を踏まえ、単純延長することを含

め、必要に応じ、柔軟に対応）。また、当面の間、回復患者の転院支援に係る評価、中等症以上の

患者に対する評価を行う。 
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（BCP）の作成支援、職員のメンタルヘルス支援等を行う。 

 

③ ICT・ロボット等の導入          １３７億円の内数（８２億円の内数） 

感染拡大の防止・生産性の向上・介護等業務の負担軽減に向けた取組を促進し、

安全・安心なサービスを提供できるよう、介護・福祉サービス事業所等における

ICT・ロボット等の導入を支援する。 

 

（３） 「医療のお仕事 Key-Net」等を活用した医療人材の確保【新規】 ７３百万円 

新型コロナウイルス感染症に対応する中、医療従事者の確保が困難な地域におい

ても、地域医療を支える医療機関・保健所などにおける必要な医療人材を迅速に確

保することができるよう、令和２年度に開設した、医療機関・保健所等の人材募集

情報と求職者のマッチングを行う Web サイト「医療のお仕事 Key-Net」の運用を行

う。 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 地域の医療提供体制を維持･確保するための医療機関等支援      １兆９，３７４億円 

・ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による支援      １兆１，７６３億円

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額し、引き続き、都道府県が地域の実情

に応じて行う、重点医療機関等の病床確保や軽症者の宿泊療養施設の確保、外国人対応の充実

などを支援し、医療提供体制等の強化を図る。 
 

・ 診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援                ２１２億円

現下の感染拡大の影響を踏まえた緊急的臨時的な対応として、診療・検査医療機関における

感染拡大防止等の支援を行う。 
 

・ 医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援                     ８５８億円 

現下の感染拡大の影響を踏まえた緊急的臨時的な対応として、歯科を含む保険医療機関・保

険薬局・指定訪問看護事業者・助産所における感染拡大防止等の支援を行う。 
 

・ 小児科等への支援や新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援に係る診療報酬上

の特例的な対応                               ７１億円 

未就学児の外来患者の感染防止に要する対応を評価する観点から、診療報酬の特例的な評価

を行う。また、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を

受け入れる医療機関において、必要な感染予防策を講じる場合の診療報酬の特例的な評価を行

う。 
 

・ 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備・接種の実施          ５，７３６億円 
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○ 医療提供体制構築を支援する医療機関等情報支援システム（Ｇ－ＭＩＳ）の機能拡充等

                                       ２９億円 

緊急事態において、医療機関等に対して円滑にマスク等の物資を配布することや、各地域で病

床を円滑に確保できる体制等を整えるため、医療機関等の各種情報を、効率的かつ横断的に把握

できる調査・報告のプラットフォームとして改修する。 

また、全国の病院、薬局等を検索できる医療情報サイトの基盤を構築するとともに、ＮＤＢか

ら抽出・集計したデータの活用を新たに導入することにより、公表されるデータの正確性を向上

させるとともに、病院、薬局等の報告に係る業務の負担を軽減する。 

○ 国立病院機構における医療提供体制の整備                       ９３億円 

国立病院機構において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応する体制を整備するた

め、必要な医療機器等の設備整備に対する支援を行う。 

○ 医療・福祉事業者への資金繰り支援                       １，０３７億円 

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した又は事業を縮小した医療・福祉事業者の資金

繰りを支援するため、独立行政法人福祉医療機構による無利子・無担保等の危機対応融資を引き

続き実施するとともに、審査体制の拡充等を行う。 

○ 新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費の支援                  １０８億円 

感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費について、公費により負担す

る。 

○ 医師等国家試験運営事業に係る感染症対策の実施               ２８億円 

医師等国家試験運営事業について、ソーシャルディスタンスを確保するための試験会場、迅速

抗原検査キットや消毒液・フェイスシールド等の消耗品を確保し、新型コロナウイルス感染症へ

の感染防止対策を実施する。 

○ 看護師等養成所におけるＩＣＴ等の整備                   ３．３億円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、看護師等養成所において遠隔授業やＩＣＴを活用し

た教育体制整備が必要な実情を踏まえ、財政支援を行う。 

○ 医薬品安定確保のための原薬等設備整備の支援                     ３０億円 

海外依存度の高い原薬等を国内製造しようとする製薬企業等に対し、製造所の生産設備に係る

費用を補助する。 

〇 福祉施設における感染拡大防止等への支援        １，４５９億円

福祉施設において、新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費の支援や物資の確保等、感染

症対策を徹底しながら介護、障害福祉、児童福祉等のサービスや事業を継続的に提供するための

支援等を行う。 
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２ 検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築

          補正８，８１０億円、当初２２５億円の内数 
 

（１）PCR 検査･抗原検査等の戦略的・計画的な体制構築       ２０７億円の内数 

① 検疫所における水際対策の推進【新規】                 ２０７億円の内数※ 

※新型コロナウイルス感染症対策費として新たに９１億円 

新型コロナウイルス感染症の拡大を水際で防止するため、検疫所において民間検

査機関の活用等による検査体制を確保するとともに、検疫にかかる人員体制を確保

するなど、水際対策の推進を図る。 

 

〇 個人向け緊急小口資金の特例貸付等の各種支援の実施           ４，３００億円

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資金が必要な方に

対し、引き続き緊急の貸付を実施するため、現行令和２年 12 月末までの申請期限を令和３年３

月末まで延長する。 

また、保育士資格、介護福祉士資格の取得を目指す者等に対する修学資金や、児童養護施設退

所者等に対する自立支援資金等の貸付原資の積み増しを行い、人材の確保等を促進する。 

〇 保育分野におけるＩＣＴ等導入支援                 １４億円 

保育の周辺業務や補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務システムの導入を支援するととも

に、在宅等で都道府県が実施する保育士等キャリアアップ研修等が受講できるよう、オンライン

研修を行うために必要な教材作成経費等を支援する。 

〇 障害福祉分野におけるＩＣＴ導入支援                ３．３億円

障害福祉分野において、ＩＣＴの活用による生産性向上の取組を促進し、安全・安心な障害福

祉サービスを提供できるよう、障害福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ導入を支援する。 

〇 介護・障害福祉分野におけるロボット等導入支援        ５．３億円

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームの機能拡充や障害福祉サービス事業所

等におけるロボット等導入支援の実施により、介護業務の負担軽減等を図り、労働環境の改善、

生産性の向上等を通じて安全・安心な介護・障害福祉サービスの提供等を推進する。 

※ 一定の要件を満たす介護施設等に対する介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に係る補助率の

引き上げについては、既定予算を活用して実施する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 ＰＣＲ検査及び抗原検査等、検査体制の更なる充実       ６７２億円 

地域において必要な検査需要に対応できるよう、保健所、医療機関、地域外来・検査セン

ター等で実施されている行政検査に要する費用を確保するとともに、抗原検査キットの買上

げ等を行う。 
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（２）保健所等の機能強化                         １８億円 

① 保健所等の機能強化【新規】                               ９．２億円 

都道府県を越えた緊急時の対応を可能とするため、自治体間の応援や関係学会・

団体から感染症の専門家の応援派遣を行うとともに、応援派遣を効果的に実施する

ため、都道府県において潜在保健師等の専門家の派遣の仕組みである IHEAT

（Infectious disease Health Emergency Assistance Team)を創設するなど、健康

危機管理体制の強化を図る。 

また、有識者による検討会を設け、今後の地方衛生研究所の在り方について検討

を行う。 

 

② 感染症対策関係システムの総合的な運用に向けた次期システムの開発、機能・

連携強化【新規】                                            ８．８億円 

今後の感染症対策に資するよう、既存システムも含め、感染症の情報基盤として

総合的な運用を行うために必要な開発、機能・連携強化を行う。 

 

 

 

 

〇 一定の高齢者等に対する検査の取組支援               ４２億円 

市区町村が行う、一定の高齢者や基礎疾患を有する者に対する行政検査以外の検査の追加

需要に対応できるよう、市区町村の取組に対する十分な支援を行う。 

〇 検疫所及び国立感染症研究所の機能強化            ５８４億円 

国内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止するため、検疫における検査体制及び

人員体制の確保など、水際対策の強化を進める。検査機器や庁舎等の整備により、国立感染

症研究所の機能・体制強化を図る。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 ＨＥＲ－ＳＹＳ等感染症対策関係システムの運用・改修等              １６１億円 

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（ＨＥＲ－ＳＹＳ）等の新型コ

ロナウイルス感染症対策関係システムの運用・改修等を行い、迅速な情報収集や共有、デー

タの活用を進める。 

また、オリンピック・パラリンピックなど今後訪日する外国人観光客等の健康状態をフォ

ローアップすることで、発症時の保健所等への円滑な情報連携等が行えるよう体制整備を行

う。 
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（３）ワクチン･治療薬の開発、ワクチン接種体制の構築 

 

 

３ 感染拡大防止に向けた研究開発の体制強化 

補正２３億円、当初３６億円（１３億円） 
 

（１）国立感染症研究所の体制強化【新規】                          ９．９億円 

新型コロナウイルス感染症など感染症危機管理の体制を強化するため、国立感染症

研究所における疫学情報等の集約や実地疫学専門家等の人材育成、検査体制に関する

感染症指定医療機関等との連携等を進めるとともに、厚生労働省及び国立国際医療研

究センターとの連携強化を行い、有事においても検査・疫学調査及び情報発信等を迅

速・確実に実施できる体制を平時から構築する。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 ワクチン接種体制等の整備            ５，７９８億円 

新型コロナウイルスワクチンが開発され、有効性及び安全性が確認された際、遅滞なく希

望する国民がワクチン接種を受けられるよう、迅速かつ円滑な接種に向けた体制整備を図

る。 

また、ワクチン接種に必要なシリンジ･注射針を確保し、医療機関等へ供給する。 

〇 ワクチン・治療薬の開発・安全性の確保等          １，６０６億円

国産ワクチンについて実証的な研究（大規模臨床試験等）の支援を行い、開発過程を加速

化することで、ワクチン供給開始までの期間を短縮する。 

新型コロナウイルス感染症に対する治療薬開発を戦略的に進め、有望な治療薬開発を重点

的に支援するとともに、新しい検査手法・治療・ワクチンの開発を図るため、新型コロナウ

イルス感染症等の臨床情報及び生体試料等を一元的に収集・管理し、臨床情報・ゲノム情報

等を統合した解析を行う。 

ワクチンの品質確保のための基準の策定や治療薬の市販後安全性調査、ワクチンの副反応

を疑う事象への迅速な評価や情報公開の実施、治療薬として用いられる回復者血漿の確保体

制整備などに取り組む。 

また、アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築を加速するための臨床研究

中核病院の支援体制を強化する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 検疫所及び国立感染症研究所の機能強化（再掲）            ５８４億円 

国内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防止するため、検疫における検査体制及び

人員体制の確保など、水際対策の強化を進める。検査機器や庁舎等の整備により、国立感染

症研究所の機能・体制強化を図る。 
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（２）国立国際医療研究センターの体制強化【一部新規】   １３億円（６．３億円） 

国立国際医療研究センターにおいて、国立感染症研究所と互いに連携・補完しつつ、

新興・再興感染症に関する臨床研究を推進し、診断薬、治療薬、ワクチンの開発に迅

速に取り組むとともに、総合的対策を遂行する体制を構築する。 

 

（３）臨床研究中核病院の体制強化による国際水準の臨床研究拠点の整備【一部新規】  

５．７億円（４．５億円） 

新興･再興感染症に対する国際水準の臨床研究や医師主導治験体制の中心的役割を

担う日本の拠点を整備する 

 

（４）アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築【一部新規】 

                   ６．２億円（２．２億円） 

「アジア医薬品・医療機器規制調和グランドデザイン」（令和元年６月 20 日健康・

医療戦略推進本部決定）及び同実行戦略（令和２年７月同本部決定）に沿って整備を

進めている「アジア地域における臨床研究・治験ネットワーク」について、体制基盤

の継続性を確保しつつ、更なる拠点の整備を推進し、日本主導の国際共同臨床研究・

治験の強化を図り、治療薬等の開発を加速する。 

 

 

  

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 ワクチン・治療薬の開発・安全性の確保等（再掲）        １，６０６億円 

国産ワクチンについて実証的な研究（大規模臨床試験等）の支援を行い、開発過程を加速化す

ることで、ワクチン供給開始までの期間を短縮する。 

新型コロナウイルス感染症に対する治療薬開発を戦略的に進め、有望な治療薬開発を重点的に

支援するとともに、新しい検査手法・治療・ワクチンの開発を図るため、新型コロナウイルス感

染症等の臨床情報及び生体試料等を一元的に収集・管理し、臨床情報・ゲノム情報等を統合した

解析を行う。 

ワクチンの品質確保のための基準の策定や治療薬の市販後安全性調査、ワクチンの副反応を疑

う事象への迅速な評価や情報公開の実施、治療薬として用いられる回復者血漿の確保体制整備な

どに取り組む。 

また、アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築を加速するための臨床研究中核

病院の支援体制を強化する。 
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第２ 地域包括ケアシステムの構築等に向けた安心で質

の高い医療・介護サービスの提供 
 

 

団塊の世代が 75 歳以上となり、医療・介護等の需要の急増が予想される 2025 年、更

にその先を見据えた課題解決に向け、 地域医療介護総合確保基金による事業や医師偏

在対策、医療従事者働き方改革、認知症施策等による医療・介護サービスの提供体制の

構築を進めるとともに、データヘルス改革、保健・医療・介護分野における研究開発を

はじめとした科学技術・イノベーションを推進することにより、地域包括ケアシステム

の構築等に向けた安心で質の高い医療・介護サービスの提供を実現する。 

 

１ 質が高く効率的な医療提供体制の確保      

補正２２億円、当初１，８３６億円（１，８９７億円） 
 

（１）地域医療構想の推進                  ８５１億円（８８０億円） 

① 地域医療構想の実現に向けた地域医療介護総合確保基金による支援 

８５１億円（７９６億円） 

2025 年を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携等に関す

る取組を進めるとともに、感染症対応の観点も踏まえた医療提供体制構築を推進す

るため、引き続き、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

また、医療従事者の確保に関する事業について、今後の新興・再興感染症の拡大

期に備えた各都道府県の準備・検討状況も踏まえつつ、感染防止対策等に関連する

研修の実施に対応できるよう支援を行う。 

さらに、勤務医の働き方改革の推進のため、勤務環境改善に取り組む医療機関に

対し地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 
 

② 地域医療構想推進のための病床機能再編支援    １９５億円※（８４億円） 

※８５１億円の内数 

地域医療構想の実現に向け、今後、重点支援区域等における医療機関の病床機能

の再編等に関する議論を進めていく中で、地域の医療機関が再編に伴う財政的な課

題に対応できるよう支援規模の拡充を図った上で、消費税財源を充当し、「地域医

療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」等と一体的に

実施するため、次期通常国会に関連法案を提出し、地域医療介護総合確保基金の事

業に位置づける。 
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（２）医師偏在対策の推進                  １９億円（１３億円） 

① 認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進  

４．１億円（２．０億円） 

医師少数区域等において一定期間勤務した医師を認定する制度が、医師偏在の解

消に資するよう、多くの医師が認定取得後も医師少数区域等に留まって診療を継続

するために必要な支援を行う。 

 

② 総合診療医の養成支援              ４．０億円（３．０億円） 

地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる総合診療医を養

成・確保するための拠点を整備し、一貫した指導体制のもと、医学教育から卒後の

専門研修以降のキャリア支援まで継続的に行うこと等により、医師の地域偏在、診

療科偏在の解消を一層促進する。 

 

（３）医療従事者働き方改革の推進               ４４億円（７１億円） 

① 勤務医の労働時間短縮の推進        ９５億円※（７９６億円の内数） 

※８５１億円の内数 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ

過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象とし、医師の

労働時間短縮に向けた総合的な取組に対して助成を行う。 

 

② 医療勤務環境改善事例の普及展開【新規】           １０百万円 

勤務環境改善や労働時間短縮等に係る先進的な取組を周知し普及の促進を図る。 

 

③ タスク・シフティングに向けた人材確保        ７．１億円（７．０億円） 

ア 特定行為に係る看護師の研修制度の推進      ７．０億円（６．９億円） 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成 27 年 10 月１日施行）の円滑な実

施及び研修修了者の養成を促進するため、研修を実施する指定研修機関の設置

準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修の指導者を育成するための

支援等を行う。 

また、効率的に修了者を養成するための研修方法等について、指定研修機関に

おける取り組みを検証するために必要な費用を支援する。 

 

イ 医師事務作業補助者・看護補助者の確保・定着支援  

１０百万円（１０百万円） 

医師事務作業補助者や看護補助者といった医療専門職支援人材を確保・定着

するための支援策の整備を図る。 
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④ 組織マネジメント改革の推進           ８．０億円（７．１億円） 

ア 医療機関管理者のマネジメント研修      ４２百万円（４１百万円） 

医師の働き方改革の推進に向け、病院長の意識改革や勤務環境・処遇などの労

務管理に関するマネジメント能力の向上を図るため、国立保健医療科学院等に

おいて地域医療におけるリーダーの育成や病院長向けの研修を実施する。 

 

イ ｢医療勤務環境改善支援センター｣による医療機関への支援  

７．６億円（６．７億円） 

｢医療勤務環境改善支援センター｣において、医療従事者の働き方改革に向け

て、労務管理等の専門家による医療機関の支援等を行う。 

 

⑤ 女性医療職等のキャリア支援           １．９億円（１．９億円） 

出産・育児・介護等における女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支援を

行う医療機関を普及させるため、中核的な役割を担う拠点医療機関の構築に向けた

支援を行う。 

 

⑥ 地域医療介護総合確保基金による病院内保育所への支援  

８５１億円の内数（７９６億円の内数） 

女性医療従事者等の離職防止や再就業を促進するため、病院内保育所の運営や整

備に対する支援を行う。 

 

⑦ 医療機関への上手なかかり方の国民への周知啓発 

２．２億円（２．１億円） 

上手な医療のかかり方について国民の理解を促進するため、ウェブサイト等を通

じた効果的な周知啓発を行う。 

 

⑧ 勤務医の時間外労働上限規制開始に向けた制度準備等  

１．５億円（７２百万円） 

「医師の働き方改革に関する検討会」報告書で示されている「評価機能」（仮称）

に関する制度準備等を実施する。 

 

⑨ ICT 等を活用した生産性向上の推進          １６億円（２５億円） 

ア Tele ｰ ICU 体制の整備促進           ５．５億円（５．５億円） 

核となる ICU に勤務する集中治療を専門とする経験豊富な医師が、連携する

ICU 等に入院する複数の患者を集約的にモニタリングし、若手医師等に対し適切

な助言等を行う体制を整備するために必要な支援を行う。 
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イ 保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの推進（後掲・４０ページ参

照）                      ４．５億円（１４億円） 

 

（４）住み慣れた地域で適切な医療サービス等が受けられる体制整備  

２１４億円（２３１億円） 

① 災害医療体制の充実【一部新規】           ３４億円（６４億円） 

今後、発生が想定される南海トラフ地震や首都直下型地震等の大規模災害の発

生等に備えて、災害派遣医療チーム（DMAT）事務局の体制強化や災害拠点病院等

の体制強化のための整備に対する支援等を行う。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて、災害発生時に

DMAT 等が活動するに当たり、隊員自身が感染せず、また、感染を不用意に拡大さ

せないよう、今後の新興・再興感染症の拡大期を想定した訓練・研修を DMAT 等に

実施する。 

大規模災害時に円滑かつ迅速に医薬品を提供できるよう、地域における連携体

制構築のための検討会等を開催する。 

 
 

② 救急医療体制の推進                ８７億円（７９億円） 

ア 救急医療体制の整備【一部新規】         １２億円（１２億円） 

救急医療体制の整備を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れる

救命救急センターなどへの財政支援を行う。 

また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う救急医療体制の

整備に必要な支援を行う。 

 

イ ドクターヘリの導入促進             ７５億円（６７億円） 

地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、

早期の治療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航に必要な経費の

支援を拡充するとともに、ドクターヘリによる診療の効果検証を行うため、ドク

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 令和２年７月豪雨等による災害対応             ８．９億円 

被災した医療施設等の早期復旧を図るため、復旧に要する費用に対して補助を行う。 

また、令和２年７月豪雨の被災者に対して医療保険や介護保険の窓口・利用者負担や

保険料等の減免を行った市町村等への財政支援を行う。 

〇 医療施設、社会福祉施設等の防災対策        １１０億円 

医療施設や障害者支援施設、介護施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化整

備や非常用自家発電設備の設置、浸水対策等について支援を行う。 
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ターヘリの症例データの収集等を行う。 

 

③ 小児・周産期医療体制の確保【一部新規】      １１億円（１０億円） 

地域で安心して産み育てることのできる医療提供体制の確保を図るため、総合周

産期母子医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新生児集中

治療室（NICU）、母体・胎児集中治療室（MFICU）等へ必要な支援を行う。 

また、分娩取扱施設が少ない地域を対象に、施設・設備整備及び産科医・産婦人

科医及び新生児管理を行う小児科医の派遣に必要な経費を支援する。 

 

④ へき地保健医療対策の推進             ７８億円（７５億円） 

無医地区等のへき地に居住する住民に対する医療提供体制の確保を図るため、へ

き地診療所や巡回診療等を行うへき地医療拠点病院への支援を行うとともに、無医

地区等から高度・専門医療機関を有する都市部の医療機関へ患者を長距離輸送する

航空機（メディカルジェット）の運航等に必要な経費を支援する。 

 

⑤ 歯科保健医療提供体制の整備           ２．１億円（１．７億円） 

「歯科保健医療ビジョン」や新型コロナウイルス感染症への対応等も踏まえた各

地域での施策が実効的に進められるよう、好事例の収集・分析及び周知等、歯科保

健医療提供体制の構築に向けて取り組む。 

また、歯科専門職間の連携を進め、より質の高い歯科医療を提供する観点から、

歯科衛生士・歯科技工士を確保するため、離職防止・復職支援のために必要な経費

を支援する。 

 

⑥ 在宅医療の推進                ２８百万円（２８百万円） 

地域包括ケアシステムを支える在宅医療を推進するため、在宅医療・訪問看護に

係る専門知識や経験を豊富に備え、地域の人材育成を推進することができる講師を

養成する。また、地域における先進的な事例の調査・横展開を行うなど、在宅医療

の更なる充実を図る。 

 

⑦ 人生の最終段階における医療・ケアの体制整備   １．２億円（１．２億円） 

人生の最終段階における医療・ケアを受ける本人や家族等の相談に適切に対応で

きる医師、看護師等の育成に加え、人生会議（※）を普及・啓発するため、国民向

けイベントを行うなど、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境整備を

更に推進する。 

※ 人生会議：人生の最終段階で希望する医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・

ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組。ACP（Advance Care Planning）

の愛称。 
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（５）薬剤師の資質向上に向けた卒後の臨床研修の推進【新規】          ３２百万円 

近年のチーム医療の進展や薬物療法の高度化・複雑化等に対応するため、免許取得

後の薬剤師に対し、医療機関等で卒後研修を行うモデル事業の実施及び全国で用いら

れる共通のカリキュラムの作成のための調査・検討を行う。 

 

 

（６）死因究明等の推進                 ２．３億円（２．３億円） 

死因究明等の推進を図るため、行政解剖や死亡時画像診断を実施するために必要な

経費の支援、検案する医師の資質向上など、必要な施策を講じる。 

 

（７）医療安全の推進                   １０億円（１０億円） 

医療の安全を確保するため、医療事故調査結果を収集・分析し、再発防止のための

普及啓発等を行う医療事故調査制度の取組を推進するために、引き続き医療事故調

査・支援センターの運営に必要な経費を支援する。 

 

（８）国民への情報提供の適正化の推進         ５５百万円（５５百万円） 

医療機関のウェブサイトを適正化するため、虚偽または誇大等の不適切な内容を禁

止することを含めた医療法改正を踏まえ、引き続きネットパトロールによる監視事業

を実施し、医業等に係る情報提供の適正化を推進する。 

 

２ 安心で質の高い介護サービスの確保 

補正１４８億円、当初３兆４，３２５億円（３兆３，５５７億円） 
 

（１）介護保険制度による介護サービスの確保 

３兆３，１２１億円（３兆２，３４５億円） 

① 介護保険制度による介護サービスの確保  

３兆３９３億円（２兆９，５４７億円） 

地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、在

宅サービス、施設サービス等の増加に必要な経費を確保する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 薬剤師の資質向上に向けた ICT を活用した業務に係る研修          ３２百万円 

ICT を活用した業務について、医療の安全を確保しつつ、適切に実施するために必要な薬

剤師の知識、技能及びその研修の在り方について、調査・検討を行う。 
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② 地域支援事業の推進           １，９４２億円（１，９７２億円） 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取

組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を支える医療と介護の連携及

び認知症の人への支援の仕組みづくり等を一体的に推進しながら、就労的活動の普

及や認知症施策の充実を図りつつ、高齢者本人や家族を地域で支えていく体制を構

築する。 

 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業等の推進 １，６７５億円（１，７０５億円） 

要支援者等の支援について、介護サービス事業所のほか、NPO、協同組合、社

会福祉法人、ボランティア等の多様な主体による地域の支え合い体制を構築す

るとともに、住民主体の活動を通じた高齢者の社会参加・介護予防の取組等を推

進する。 

 

イ 包括的支援事業の推進             ２６７億円（２６７億円） 

（ア）認知症施策の推進  

認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や認

知症地域支援推進員による相談対応、認知症カフェの設置、社会参加活動の

体制整備、認知症本人・家族の支援ニーズに応える認知症サポーターの活動

（チームオレンジ）を推進するなど認知症高齢者等にやさしい地域づくりを

推進する。 

 

（イ）生活支援の充実・強化  

生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置のほか、高齢者の就労的

活動をコーディネートする人材の配置等により、地域における生活支援の担

い手やサービスの開発等を行い、高齢者の社会参加及び生活支援の充実を推

進する。 

 

（ウ）在宅医療・介護連携の推進  

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等

を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する。 

☆介護報酬改定への対応 

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事

業者の経営を巡る状況や感染症等への対応力強化等を踏まえ、改定率は全体で＋0.70％とす

る。 

※ うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価を＋0.05％（令和３年

９月末までの間）とする。 
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（エ）地域ケア会議の開催  

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を

行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等

を推進する。 

 

③ 介護保険の第１号保険料の低所得者軽減強化   ７８６億円（７８６億円） 

介護保険の第１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、

低所得の高齢者の保険料の軽減を行う。 

 

（２）介護の受け皿整備、介護人材の確保      １，０９３億円（１，０９６億円） 

① 地域医療介護総合確保基金（介護分）の実施    ５４９億円（５４９億円） 

各都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等の整備

を進めるほか、介護人材の確保に向けて必要な事業を支援する。 

 

ア 介護施設等の整備に関する事業【一部新規】           

地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービス施設の整備費や、介

護施設（広域型を含む）の開設準備経費、特養多床室のプライバシー保護のため

の改修等に必要な経費の助成を行う。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、介護施設等における簡易陰圧装置の設置や多床室の個室化等に必要

な経費の助成を行う。 

 

イ 総合的・計画的な介護人材確保の推進【一部新規】 

地域の実情に応じた総合的・計画的な介護人材確保対策を推進するため、介護

人材の「参入促進」、「労働環境・処遇の改善」、「資質の向上」を図るための多様

な取組を支援する。 

令和３年度は新たに「参入促進」の観点から、①福祉系高校における修学資金

の貸付（３６ページ参照）、②新たに介護分野に就職するための支援金の貸付（３

６ページ参照）、③多様な働き方の導入支援（３５ページ参照）、「労働環境・処

遇の改善」の観点から、④新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービ

ス事業所等のサービス提供体制確保について支援する。また、令和２年度第３次

補正予算案における介護ロボット・ICT の導入支援の補助率の引上げ、介護施設

等防災リーダーの養成等支援は、令和３年度も継続して実施する。 

 

② 介護施設等における防災・減災対策の推進【一部新規】 １２億円（１２億円） 

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、地域密着型サービス施設等

へのスプリンクラー設備等の整備、耐震化改修・大規模修繕等や、介護施設（広域
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型を含む）の非常用自家発電設備及び給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒

壊の危険性のあるブロック塀等の改修に必要な経費について支援を行う。また、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、介護施設等における換気設備の設置に

必要な経費について支援を行う。 

 

③ 介護分野における生産性向上の推進        ８．４億円（９．２億円） 

ア 介護事業所における生産性向上推進事業     ２．３億円（３．５億円） 

介護現場の生産性向上に関する取組を全国に普及するため、生産性向上に資

するガイドラインの取組内容に関する経営者層（トップ層）、介護従事者層（ミ

ドル層）を対象とした全国セミナーを開催するとともに、介護現場で生産性向上

の取組を支援するファシリテーターの養成カリキュラムの作成等を行う。 

 

イ 介護ロボット開発等加速化事業         ５．０億円（５．０億円） 

介護現場の生産性向上や感染症対策を推進するため、①ニーズ側・シーズ側の

一元的な相談窓口の設置、②開発実証のアドバイス等を行うリビングラボのネ

ットワークの構築、③介護現場における大規模実証フィールドの整備により、介

護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームを構築し、介護ロボット等の

開発・普及の加速化を図る。 

 

ウ ICT を活用した介護情報連携推進事業      １．１億円（７０百万円） 

ICT を活用した情報連携をさらに推進するため、地域における多職種・多機関

参加型の情報共有の実証検証や事例報告会を開催するほか、医療機関と介護事

業所間の情報連携のための情報基盤に関する調査研究等を行う。 

 

エ 介護事業所における多様な働き方の導入【新規】         

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７億円の内数 

多様化・複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応していくため、多様な働

き方、柔軟な勤務形態による効率的・効果的な事業運営の実践を行い、成果を全

国展開する。 

 

④ 介護職員の処遇改善の促進            ５０８億円（５０８億円） 

介護職員処遇改善加算の新規取得やより上位区分の取得、介護職員等特定処遇改

善加算の取得に向けて、事業所への専門的な相談員（社会保険労務士など）の派遣

による個別の助言・指導等、都道府県等担当者向けの研修の実施により、加算の取

得に向けた支援を行うとともに、令和３年度介護報酬改定の周知を行う。 

さらに、令和３年度は、介護職員等特定処遇改善加算を中心とした加算の取得拡

大を図るため、事業所への個別の助言・指導等の取組を強化する。 
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⑤ 介護の仕事の魅力等に関する情報発信      ５．６億円（６．８億円） 

関係団体との協働の下で、先進的な「介護」を知るための体験型イベントの開催

や、若年層、子育てを終えた層、アクティブシニア層に対する個別のアプローチな

ど、介護の仕事の魅力等に関する情報発信の取組を進める。 

 

⑥ 介護人材の確保のための新たな返済免除付き貸付事業の創設   

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７億円の内数 

少子高齢化の進展等に加え、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策により介

護施設等における業務が増大し、人手不足が更に深刻化していることから、新たな

返済免除付き貸付事業を創設し、更なる介護人材の確保・定着を促進する。 

 

ア 福祉系高校に通う学生に対する支援【新規】           

福祉系高校に通い介護福祉士の資格取得を目指す学生に対する「福祉系高校

修学資金貸付事業」を創設し、若者の介護分野への参入を促進する。 

 

イ 他業種で働いていた者等多様な人材の介護分野への参入促進に対する支援

【新規】  

介護分野への就職を目指す他業種で働いていた者等に対する「介護分野就職

支援金貸付事業」を創設し、幅広い人材の介護分野への参入を促進する。 

 

※ 上記のほか、福祉分野の人材確保のため、「福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業」

及び「障害福祉分野就職支援金貸付事業」を創設し、生活困窮者就労準備支援事業費等補

助金における介護福祉士修学資金貸付事業を活用して実施。 

 

⑦ 外国人介護人材の受入環境の整備【一部新規】    ９．５億円（１１億円） 

新たな在留資格「特定技能」の創設等により、今後増加が見込まれる外国人介護

人材が国内の介護現場で円滑に就労・定着できるよう、日本語学習の支援や介護技

能の向上のための研修、介護業務の悩み等に関する相談支援、外国人介護人材受入

れ促進のための海外への PR、特定技能制度の介護技能評価試験等の実施による受

入環境の整備を推進する。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 介護・障害福祉分野への就職支援                           ６．９億円 

新型コロナウイルスの影響による離職者の再就職や、介護・障害福祉分野における人材確

保を支援するため、雇用と福祉の連携による離職者への就職支援を実施する（制度要求）。

また、求人事業所の詳細情報や求職者にとって有益な情報を個々の状況に応じダイレクト

に発信するプッシュ型情報提供体制を強化することにより、福祉分野における人材の確保を

図る。 
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（３）自立支援・重度化防止に向けた取組の強化      ４１０億円（４０９億円） 

① 保険者機能の強化                ４０４億円（４０４億円） 

ア 保険者の予防・健康づくり等の取組強化     ４００億円（４００億円） 

高齢者の自立支援・重度化防止等に関する市町村や都道府県の取組を強化す

るため、交付金により、介護予防・健康づくり等に資する取組を強力に推進する。 

 

イ 介護・医療関連情報の「見える化」の推進    ３．６億円（３．２億円） 

地域包括ケアシステムの一層の推進を図るため、全国・都道府県・市町村・日

常生活圏域別の特徴や課題、地域差、取組等を、市町村等が客観的かつ容易に把

握・分析できるよう『地域包括ケア「見える化」システム』のデータ拡充や機能

追加を行う。 

 

 

 

〇 個人向け緊急小口資金の特例貸付等の各種支援の実施（再掲）     ４，３００億円

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資金が必要な

方に対し、引き続き緊急の貸付を実施するため、現行令和２年 12 月末までの申請期限を令

和３年３月末まで延長する。 

また、保育士資格、介護福祉士資格の取得を目指す者等に対する修学資金や、児童養護施

設退所者等に対する自立支援資金等の貸付原資の積み増しを行い、人材の確保等を促進す

る。 

〇 介護・福祉分野におけるデジタル化・データ連携の推進           ３６億円 

介護保険関係業務や障害福祉関係業務、生活保護関係業務について、自治体における業務

プロセスや情報システムの標準化等を行いデジタル化を推進する。また、対面を伴わないデ

ータ連携を行うための環境を整備し、業務の効率化を図る。 

〇 介護・障害福祉分野におけるロボット等導入支援（再掲）     ５．３億円

介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームの機能拡充や障害福祉サービス事業

所等におけるロボット等導入支援の実施により、介護業務の負担軽減等を図り、労働環境の

改善、生産性の向上等を通じて安全・安心な介護・障害福祉サービスの提供等を推進する。

※ 一定の要件を満たす介護施設等に対する介護ロボット・ＩＣＴの導入支援に係る補助率

の引き上げについては、既定予算を活用して実施する。 

〇 医療施設、社会福祉施設等の防災対策（再掲）            １１０億円 

医療施設や障害者支援施設、介護施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化整備や

非常用自家発電設備の設置、浸水対策等について支援を行う。 
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ウ 高齢者の自立支援・重度化防止、介護予防の横展開  

５２百万円（５２百万円） 

高齢者の自立支援・重度化防止、介護予防の取組を保険者において着実に実施

するため、都道府県等への研修会の開催に加え、更なる取組の強化を図るため、

より効果的な手法の検討や普及啓発等を行う。 

 

② 科学的介護の実現に資する取組の推進【一部新規】（後掲・１１１ページ参照）  

６．０億円（５．０億円） 

科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護を実現するため、必要なデータを

収集・分析するデータベースの機能改修や運用・保守等を行うとともに、当該デー

タを入力する介護事業所等及びその入力支援を行う市町村職員に対する技術的助

言を行うこと等により、介護サービスの質の向上を図る。 

 

（４）認知症施策推進大綱に基づく施策の推進       １２５億円（１２５億円） 

認知症施策推進大綱（令和元年６月 18 日認知症施策推進関係閣僚会議決定）に基

づき、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社

会を目指し、「共生」と「予防」を両輪とした施策を推進する。 

 

① 認知症に係る地域支援事業の推進（再掲・３３ページ参照） 

８６億円（８６億円） 

 

② 認知症施策の総合的な取組             ２８億円（２８億円） 

ア 認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進     

５．５億円の内数（３．９億円の内数） 

認知症施策推進大綱に基づき、認知症本人のピア活動の推進や認知症本人が

集う取組の普及、若年性認知症の人への支援、地域での見守り体制の確立など認

知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進する。 

 

イ 認知症の人本人や家族に対する伴走型支援拠点の整備の推進【新規】    

５．５億円の内数 

認知症対応型グループホーム等の地域の既存資源を活用し、認知症の人とその

家族に対する相談・助言等を継続的に行う伴走型支援拠点の整備を推進すること

で、認知症の人やその家族の支援体制の充実を図る。 

 

ウ 認知症疾患医療センターの整備促進・診断後等の支援の強化  

１３億円（１２億円） 

認知症の人とその家族に対する早期診断や早期対応を行うため、認知症の専
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門医療機関である認知症疾患医療センターのうち中核的な拠点の役割を担う

「基幹型」の整備を推進するほか、都道府県と連携した質の確保のための取組や

診断後等の支援の強化を図る。 

 

エ 認知症理解のための普及啓発等        ４０百万円（３２百万円） 

認知症の人本人がまとめた「認知症とともに生きる希望宣言」の展開など認知

症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるための広報・啓発を集中

的に実施する。また、日本認知症官民協議会の開催・運営を通じて、官民の連携

を強化するとともに、認知症の人に対する接遇方法等をまとめた業種別ガイド

ラインの実用性・実効性を高める改訂や、認知症バリアフリー宣言（仮称）・認

証制度の導入など認知症への取組を積極的に行っている企業等の見える化を行

うための環境整備を通じて、社会全体の認知症に関する取組の強化を図る。 

 

オ 成年後見制度の利用促進【一部新規】（後掲・８８ページ参照）  

５．９億円（８．０億円） 

 

③ 認知症研究の推進【一部新規】（後掲・４１、４２ページ参照） 

１２億円（１２億円） 

認知症施策推進大綱に基づき、全国的なコホート・レジストリ研究や前臨床期を

対象とした治験に対応できるコホートの構築等によって、予防のエビデンス収集や

病態解明、認知症診断に資するバイオマーカー研究やゲノム研究、治療薬の開発等

を推進する。 

 

（５）生涯現役社会の実現に向けた環境整備等         ２８億円（２８億円） 

住民主体による生活支援、共生の居場所づくりや農福連携の取組など、高齢者の社

会参加・役割創出に資する活動等の立ち上げへの支援や、老人クラブ活動への支援等

を行う。 

 

（６）適切な介護サービス提供に向けた各種取組【一部新規】（一部再掲・３５ページ参

照 ）                       １４０億円（１４６億円） 

令和２年介護保険制度改正や社会福祉法等改正等に伴う保険者等のシステム改修

等の支援、福祉用具における平均貸与価格等の公表、集合住宅等に入居する高齢者に

対してサービスを提供する事業所への重点的な実地指導が可能となるよう都道府県

等における指導体制の強化を図るための支援など、適切な介護サービス提供に向けた

各種取組を行う。 
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３ Society5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進等

        補正１８１億円、当初１，１５４億円（１，９７０億円） 
 

（１）医療等分野における ICT の利活用の促進等（後掲・１１１ページ参照） 

   １１８億円（９３６億円） 

① 医療保険分野における番号制度の利活用推進     １０８億円（１４５億円） 

2021 年３月から始まる医療保険のオンライン資格確認等システムの構築及び導

入に係る周知広報等に関する必要な経費を確保する。 

 

② 医療等分野における識別子の導入        １．０億円（３．９億円） 

医療保険のオンライン資格確認の基盤を活用し、2021 年度中の運用開始を目指

して、システムの開発・運用のために必要な経費を確保する。 

 

③ 保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの推進 ４．５億円（１４億円） 

保健医療情報を本人や本人の同意を得た全国の医療機関等で確認できる仕組み

に関し、今後の情報項目の更なる拡充に向け、2020 年中を目途に具体化する工程

を踏まえ、必要な実証事業等を行う。 

 

④ データヘルス分析関連サービスの構築に向けた整備  

３．７億円（４．０億円） 

レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や介護保険総合データベー

スなど健康・医療・介護情報を連結して、研究者などが分析可能な環境と民間事業

者を含め幅広い主体へ提供する仕組みの整備等を行う。  

 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 保健医療情報等の利活用                       ５１億円 

保健医療ビックデータの利活用の推進のため、レセプト情報･特定健診等情報データベー

ス（ＮＤＢ）や介護保険総合データベース等で保有する健康･医療･介護情報を連結して分析

可能な環境の整備を行う。 

また、保健医療情報を本人や本人の同意を得た全国の医療機関等で確認できる仕組みの対

象となる情報項目を手術の情報などに拡大するため、必要なシステム改修を行う。 

〇 新たな日常にも対応する処方箋等の電子化に向けたシステム構築     ６１億円 

オンライン資格確認等システムの基盤を活用し、処方・調剤業務の効率化のほか、重複投

薬の防止等にも資する電子処方箋管理システムを構築する。 

また、レセプト情報等の利活用が推進されるため、訪問看護レセプトの電子化を推進する。
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（２）保健医療分野等の研究開発の推進          ５６９億円（５７１億円） 

① 日本医療研究開発機構（AMED）における新型コロナウイルスに関する研究を含

めた研究開発支援                ４７６億円（４７５億円） 

世界最高水準の医療の提供に必要な医療分野の研究開発について、国立研究開発

法人日本医療研究開発機構（AMED）を通じた基礎から実用化まで一貫した研究支援

を行い、その成果を円滑に実用化する。 

 

ア 医薬品プロジェクト             １８２億円（１８４億円） 

医療現場のニーズに応える医薬品の実用化を推進するため、モダリティの特

徴や性質を考慮しつつ、新薬創出を目指すとともに創薬研究開発に必要な支援

基盤の構築に取り組む。特に、公衆衛生、採算性等の観点から公益性の高い研究

や、我が国の創薬産業基盤を強化するため、その環境整備に資する研究を推進す

る。 

 

イ 医療機器・ヘルスケアプロジェクト        ２１億円（２１億円） 

診断・治療の高度化や、予防・高齢者の QOL 向上に加え、医療現場のニーズが

大きい医療機器等に関する研究開発を行う。特に、将来の医療・福祉分野のニー

ズを踏まえた AI・ロボット等の技術を活用した機器等の開発を強化する。また、

疾患領域に関連した研究開発については、各疾患の特性に応じて、早期診断・予

防、低侵襲治療等のための医療機器やシステムの開発を行う。 

 

ウ 再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト     ５５億円（５６億円） 

再生・細胞医療の実用化に向け、創薬研究及び必要な基盤構築を行う。また、

遺伝子治療については、遺伝子導入技術や遺伝子編集技術に関する研究開発を

行う。さらに、これらの分野融合的な研究開発を推進する。特に iPS 細胞や体性

幹細胞等を用いた再生・細胞医療、遺伝子治療の実用化を目指し、挑戦的な研究

開発及び基盤技術の研究開発、臨床研究・治験等の支援を推進する。また、遺伝

子治療については、がん免疫（細胞）療法、ウイルス療法、ゲノム編集技術等を

用いた治療等の前臨床研究や医師主導治験等を行う。 

    

エ ゲノム・データ基盤プロジェクト        １０４億円（１０１億円） 

健常人及び疾患のバイオバンク・コホート等の情報に加え、臨床研究等を行う

際のコホート・レジストリ、臨床情報等を統合し、研究開発を推進するために必

要なデータ基盤を構築する。また、その利活用を促進することで、ライフステー

ジを俯瞰して遺伝子変異・多型と疾患の発症との関連等から疾患の発症・重症化

予防、診断、治療等に資する研究開発を推進し、ゲノム医療、個別化医療の実現

を目指す。特に、がんや難病領域において全ゲノム解析等実行計画に基づいて、
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先行解析を進める。加えて、認知症領域における大規模コホートによる病態把握

や、層別化のためのバイオマーカー研究等、他疾患領域の研究を進める。 

 

オ 疾患基礎研究プロジェクト            ６７億円（６６億円） 

医療分野の研究開発への応用を目指し、様々な疾患を対象にした疾患メカニ

ズムの解明等のための基礎的な研究開発を行う。これらの研究開発成果を臨床

研究開発や他の統合プロジェクトにおける研究開発に結び付けるとともに、臨

床上の課題を取り込んだ研究開発を行うことにより、基礎から実用化まで一貫

した循環型の研究を支える基盤を構築する。 

 

カ シーズ開発・研究基盤プロジェクト        ４０億円（４３億円） 

アカデミアの組織・分野の枠を超えた研究体制を構築し、新規モダリティの創

出に向けた画期的なシーズの創出・育成等の基礎的研究を行うとともに、国際共

同研究を実施し、臨床研究開発や他の統合プロジェクトにおける研究開発に結

びつける。また、臨床研究中核病院において、シーズの発掘・移転や質の高い臨

床研究・治験の実施のための体制や仕組みを整備するとともに、リバース・トラ

ンスレーショナル・リサーチ（ｒTR）、実証研究基盤の構築を推進し、基礎研究

から臨床研究まで一貫した循環型の研究支援体制や研究基盤を整備する。 

 

② 厚生労働行政施策の推進に資する研究の促進     ９４億円（９６億円） 

厚生労働行政の各分野の政策立案、基準策定等のための基礎資料や科学的根拠を

得るための研究及び各分野の政策の推進、評価に関する研究等を推進する。 

医療データの利用拡大のための基盤整備、人工知能（AI）の社会実装、地球規模の

保健課題解決に日本がリーダーシップを発揮するための戦略、次世代を含めた全て

の人の健やかな生活習慣形成等、良質な介護予防サービスの提供や障害者支援を推

進する地域づくりに取り組むとともに、食品の安全性確保、事業場における労働者

の安全と健康の確保、医療安全対策、化学物質の安全対策、地域における健康危機

管理、水道水や生活環境の安全対策、薬剤耐性対策等の推進などに必要な研究を推

進する。 

 

（３）全ゲノム解析等実行計画の推進           ４．６億円（３６百万円）

革新的がん医療実用化研究事業９０億円（８７億円）の内数 

令和元年 12 月に策定された全ゲノム解析等実行計画に基づき、一人ひとりの治療

精度を格段に向上させ、治療法のない患者に新たな治療を提供するといったがんや難

病等の医療の発展や、個別化医療の推進等、がんや難病等患者のより良い医療の推進

のため、全ゲノム解析等を推進する。がん、難病において、日本人のゲノム変異の特

性等を明らかにしつつ、体制整備を進める。 
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（４）医薬基盤・健康・栄養研究所の研究開発の促進      ３９億円（３９億円） 

医薬基盤・健康・栄養研究所において、医薬品及び医療機器等の開発に資する共通

的な研究を通じて、医薬品等技術の向上のための基盤の整備を図り、医療上の必要性

が高い希少疾病用医薬品等の開発の振興等の業務を行うとともに、国民の健康・栄養

に関する調査・研究を推進する。 

難病の患者情報等を活用し、関係機関との連携による研究の推進を図るとともに、

ワクチンの研究開発及び新薬創出を促進する AI の開発などを推進する。 

また、腸や口腔の常在細菌叢のデータと生活習慣情報を併せ持つ健常ヒトマイクロ

バイオームデータベースの規模拡大、内容の充実により、日本人のマイクロバイオー

ムの全貌を把握し、疾患の予防や制御法の開発に寄与する。 

 

（５）医薬品・医療機器等の開発促進            ８３億円（８２億円） 

① 医薬品医療機器等申請・届出手続のオンライン化の推進 

２．０億円（２．４億円） 

現状、医薬品等の申請・届出は、審査に必要な膨大な資料が紙媒体等により提出

されていることから、企業が行う医薬品・医療機器等の申請・届出手続を完全オン

ライン化することにより、行政手続の簡素化・迅速化、事業者の負担軽減を図る。 

 

② クリニカル・イノベーション・ネットワーク構想の推進 ７８億円（７７億円） 

リアルワールドデータ（※）を活用した効率的な臨床研究・治験を推進するため、

医療情報データベース（MID-NET）におけるデータの標準化・品質管理の知見を活

かしつつ、医薬品・医療機器の研究開発拠点である臨床研究中核病院における診療

情報の標準化・品質管理を進める。 

リアルワールドデータの１つである全国の疾患登録システム（レジストリ）に関

する情報を公開しつつ、レジストリに関する相談対応等を行い、ニーズに応じたレ

ジストリの改修を支援し、レジストリ情報の質の向上や利活用促進を図ることによ

り、｢クリニカル・イノベーション・ネットワーク｣（CIN）構想を一層推進する。 

※ リアルワールドデータ：臨床研究、治験等の研究の枠組み以外で得られた実臨床データ 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 全ゲノム解析等の研究開発の推進                     ２５億円

令和元年 12 月に策定された全ゲノム解析等実行計画に基づく全ゲノムシークエンス等を

実施する。 
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③ 現場のニーズをとらえた国産医療機器創出のための支援体制の整備  

１．９億円（２．０億円） 

医療現場のニーズに基づいて医療機器を開発できる企業の人材を育成し、国産の

医療機器開発を促進するため、全国の医療機関における人材育成拠点の整備を支援

するとともに、拠点間の横の連携を強化する。 

 

④ バイオ医薬品の製造・開発を担う人材の育成とバイオシミラーの普及  

４４百万円（４４百万円） 

国内に不足しているバイオ医薬品の製造・開発を担う人材を育成するとともに医

療従事者や国民に向けて、バイオシミラーについての正しい理解を普及する。 

 

⑤ ＡＩ等の先端技術を活用したプログラム医療機器の評価手法の確立【新規】 

２９百万円 

海外におけるＡＩ等の先端技術を利用したプログラム医療機器の開発動向やそ

の特性を把握し、改正薬機法に基づく新しい承認制度を活用した評価手法等の検討

を行う。 

 

⑥ 医療情報データベースの活用推進に向けた環境整備【新規】   ６２百万円 

従来から取り組んでいる協力医療機関のデータ標準化・品質管理支援及び他の医

療情報データベースとの連携を進めるとともに、医療情報データベースの利活用を

推進するため、利活用体制の環境整備として、副作用情報等の標準化、製薬企業等

と利活用情報やアウトカム定義（※）について検討・共有するためのコンソーシア

ムの設置等を行う。 

※  アウトカム定義：目的とする有害事象（アウトカム）を特定するために必要とされる条件 

 

 

（６）医療系ベンチャーの振興               ２１億円（２０億円） 

医療系ベンチャーが抱える課題に対して、研究開発、知財、薬事・保険、経営管理、

国際展開等、豊富な知見を有する国内外の人材（サポート人材）により総合的な支援

を行うとともに、 

知財や市場性に関する調査等を行い、事業戦略づくりを支援する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 医薬品等の安全対策の強化                       ８．７億円

ＭＩＤ－ＮＥＴ（医療情報データベース）の利活用及び管理を遠隔で実施するための環境

を整備する。 

また、適時・適切な安全対策のため、医薬品・医療機器等の市販後の情報収集・共有体制

の電子化を強化する。 
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大企業やアカデミアとの人材交流を活発化させるなど、医療系ベンチャーの人材確

保を支援する。 

 

（７）医療の国際展開                   ２４億円（２５億円） 

① 医療の国際展開の推進               １３億円（１４億円） 

医療技術や医薬品、医療機器に関連する人材育成、日本の経験・知見を活かした

相手国の医療・保健分野の政策形成支援を行うため、我が国の医療政策等に関する

有識者や医師等医療従事者の諸外国への派遣、諸外国からの研修生の受入れ等を実

施する。 

また、企業による WHO 事前認証等の取得支援を行うことで、日本製品の海外展開

を推進する。 

 

② 外国人患者の受入環境の整備            １１億円（１１億円） 

医療機関における多言語コミュニケーション対応支援や、地方自治体における医

療機関等からの相談にワンストップで対応するための体制整備支援などの取組を

通じ、外国人患者が安心して医療を受けられる環境の整備を進める。 

過去に医療費の不払等の経歴がある外国人に対して厳格な入国審査を実施する

ための仕組みに協力することにより、医療機関等が安心して外国人に医療を提供で

きる環境を整備する。 

 

（８）後発医薬品の使用促進               ２．６億円（２．６億円） 

患者や医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、安定供給や

品質の更なる信頼性の確保、情報提供の充実や普及啓発等による環境整備などの取組

状況のモニタリング等を引き続き実施する。 

 

 

４ 安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保  

 補正４５０億円、当初１２兆１，５３２億円（１２兆２，５４４億円） 
 

（１）各医療保険制度などに関する医療費国庫負担  

１１兆７，６０７億円（１１兆８，６２０億円） 

各医療保険制度などに関する医療費国庫負担に要する経費を確保し、その円滑な実

施を図る。 

☆新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療報酬上の特例的な対応（再掲・２０ページ参照） 

４５５億円
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（２）国民健康保険への財政支援（一部再掲・（１）参照） 

３，１０４億円（３，１０４億円） 

保険料の軽減対象となる低所得者数に応じた保険者への財政支援の拡充や保険者

努力支援制度等を引き続き実施するために必要な経費を確保する。 

 

（３）被用者保険への財政支援              ８２０億円（８２０億円） 

拠出金負担の重い被用者保険者の負担を軽減するための財政支援に必要な経費を

確保する。 

 

 

  

☆薬価改定への対応 

市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、価格乖離の大きな品目につい

て、新型コロナウイルス感染症による影響も勘案した上で薬価改定を行う。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 国民健康保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援          ３９７億円 

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった被保険者に対して、国民健康

保険料等の減免を行った市町村等に財政支援を行う。 

〇 令和２年７月豪雨等による災害対応（再掲）                 ８．９億円 

被災した医療施設等の早期復旧を図るため、復旧に要する費用に対して補助を行う。 

また、令和２年７月豪雨の被災者に対して医療保険や介護保険の窓口・利用者負担や保険料等

の減免を行った市町村等への財政支援を行う。 
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第３ 健康で安全な生活の確保 
 

 

人生 100 年時代の安心の基盤となる健康寿命の延伸に向け、予防・健康づくりに係る

取組を推進するとともに、がん・肝炎・難病などの各種疾病対策、風しん・新型インフ

ルエンザ等の感染症対策などを推進する。また、医薬品等に関する安全・信頼性の確保、

薬物乱用対策、輸入食品などの食品の安全対策、強靱・安全・持続可能な水道の構築な

どを推進する。 

 

１ 健康増進対策や予防・健康管理の推進 

      補正９８億円、当初１，６２３億円（１，６２８億円） 
 

（１）健康寿命延伸に向けた予防・健康づくり    １，４９３億円（１，５００億円） 

① 保険者のインセンティブ強化（国保・保険者努力支援制度）  

１，４１２億円（１，４１２億円） 

公的保険制度における疾病予防の取組を強化するため、保険者努力支援制度（国

民健康保険）について、引き続き、配点のメリハリを強化するなどの適切な指標の

見直しにより、予防・健康づくり等に関する取組を強力に推進する。 

 

② データヘルス（医療保険者によるデータ分析に基づく保健事業）の効果的な実

施の推進                    ８．６億円（８．８億円） 

ア レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業等の推進  

７．４億円（７．９億円） 

医療保険者による第 2 期データヘルス計画に基づく予防・健康づくりの取組

を推進するため、加入者への意識づけや、予防・健康づくりへのインセンティブ

の取組、生活習慣病の重症化予防等を推進するとともに、保険者による先進的な

データヘルスの実施を支援し、全国展開を図る。 

 

イ 保険者協議会における保健事業の効果的な実施への支援  

８０百万円（８８百万円） 

住民の健康増進と医療費適正化について、都道府県単位で医療保険者等が共

通認識を持って取組を進めるよう、都道府県単位で設置される保険者協議会に

対して、都道府県内の医療費の調査分析など保険者のデータヘルス事業等の効

果的な取組を広げるための支援を行う。 
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ウ 40 歳未満の事業主健診情報の活用に向けたシステム構築の支援【新規】（後

掲・１１１ページ参照）                   ４０百万円 

特定健康診査の対象者以外の者（40 歳未満の者）の事業主健診の情報をマイ

ナポータル等を通じて自らの保健医療情報として閲覧可能とするデータヘルス

の推進を図るため、当該情報を保険者に集約し、保険者から支払基金に登録する

ためのシステム構築に向けた調査研究を実施する。 

 

③ 先進事業等の好事例の横展開等                 ２０億円（１９億円） 

ア 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の全国的な横展開等の推進  

１．９億円（１．１億円） 

令和２年度より開始された高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施につ

いて、広域連合・市町村向けの研修会の開催や優先介入対象リストの自動作成等

の国保データベース(KDB)システムの活用ツール開発等により広域連合・市町村

の取組を支援し、効果的な横展開を図る。 

 

イ 糖尿病性腎症患者の重症化予防の取組への支援 ５０百万円（５０百万円） 

糖尿病性腎症の患者であって、生活習慣の改善により重症化の予防が期待さ

れる者に対して、医療保険者が医療機関と連携した保健指導を実施する。 

 

ウ 健康寿命の延伸に向けた歯科口腔保健の推進等【一部新規】  

１８億円（１７億円） 

ライフステージごとの特性を踏まえた歯科口腔保健施策を推進するとともに、

地域の実情に応じた歯科口腔保健施策をさらに推進するため、一次予防強化等

に必要な取組を提供するための事業モデルの提案等や、自治体における歯科疾

患の予防及び歯科口腔保健の推進体制の強化等の取組を支援するとともに、今

後の歯科口腔保健施策の検討に必要な歯科保健状況を把握するための調査を実

施する。 

後期高齢者医療広域連合が実施する高齢者の特性を踏まえた歯科健診の実施

について支援を行う。 

 

④ 保険者の予防・健康インセンティブの取組への支援  

７７百万円（１．２億円） 

健康長寿社会の実現や医療費の適正化を図るため、経済団体、保険者、自治体、

医療関係団体等で構成される「日本健康会議」における、先進的な予防・健康づく

りのインセンティブを推進する者を増やす支援を行う。 
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⑤ ナッジやデータヘルス等を活用した健康づくりの推進【一部新規】  

１２億円（１５億円） 

PHR（パーソナル・ヘルス・レコード）の更なる推進に向け、自治体と保険者に

おける保健医療情報の活用等について、海外等における先進事例や実際の運用プロ

セスの調査等を行う。 

「新しい生活様式」及び「次期健康づくり運動プラン」に向けた集中的取組とし

て、生活習慣の改善等を推進するため、ナッジを活用した地域が活用できる健康政

策ツールの開発や現場実装に向けた実証等を行う。 

東京栄養サミットを契機とした「健康的な食環境づくり」の推進とともに、本サ

ミットにおいて、各国の産学官関係者等との間で技術的な情報共有等を図る。 

 

⑥ 健康増進効果等に関する実証事業の実施【一部新規】  

１１億円（７．３億円） 

データ等を活用した予防・健康づくりの健康増進効果等に関するエビデンスを確

認・蓄積するための大規模実証事業を、統計学的な正確性を確保した上で実施する。 

 

⑦ 生活習慣病予防及び女性の健康の包括的支援に関する研究などの推進  

１８億円（１８億円） 

生活習慣病の予防、診断及び治療に係る研究や、女性の健康の包括的支援に関す

る研究を体系的に実施する。特に、たばこ対策、脳卒中を含む循環器疾患、糖尿病

に関する研究を重点的に推進する。 

 

⑧ 受動喫煙対策の推進                 １４億円（２２億円） 

令和２年４月に改正健康増進法が全面施行されたことから、引き続き、受動喫煙

の防止に関する制度の周知・定着を図るため、飲食店等における喫煙専用室等の整

備への助成、受動喫煙対策に係る個別相談等を実施する。 

 

⑨ 保険者とかかりつけ医等の共働による加入者の予防健康づくりの実施【新規】  

１．０億円 

かかりつけ医等と医療保険者が協働し、加入者の健康面や社会生活面の課題につ

いて情報共有しながら、加入者の重症化予防に必要な栄養指導等の保健指導や地域

社会で行っている相談援助等の活用を推進する。 

 

⑩ 熱中症対策の推進               ２０百万円（２０百万円） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための「新しい生活様式」と、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される夏場の熱中症予防を両立

するための行動様式の普及啓発を推進する。 
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（２）薬剤師の資質向上に向けた卒後の臨床研修の推進【新規】（再掲・３２ページ参照）   

３２百万円 

 

（３）介護・医療関連情報の「見える化」の推進（再掲・３７ページ参照）  

３．６億円（３．２億円） 

 

（４）認知症施策推進大綱に基づく認知症施策の推進（再掲・３８ページ参照）  

１２５億円（１２５億円） 

 

２ 感染症対策               当初３９７億円（３３２億円） 
 

（１）風しん対策の推進                   ５０億円（５４億円） 

風しんの感染拡大を防止するため、地方自治体が行う抗体検査事業に対する補助等

を引き続き実施する。  

 

（２）新型インフルエンザ等の感染症対策の推進【一部新規】２６６億円（１９７億円） 

新型インフルエンザ等の感染症の発生に備え、抗インフルエンザウイルス薬やプレ

パンデミックワクチンの保管等を行うとともに、新型インフルエンザワクチンに係る

細胞培養法による技術開発や、検疫による水際対策等を推進する。 

また、結核に関する入国前スクリーニングに係る精度管理等を実施し、感染拡大を

防止する。 

 

（３）AMR（薬剤耐性）対策の推進【一部新規】         １１億円（９．８億円） 

「薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン」（平成 28 年４月５日国際的に脅威とな

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 健康保険組合等保険者機能の強化                     ６５億円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度から保険者機能強化支援事業の対象

となっている健康保険組合については、更に支援が必要となることから、補助割合の見直し

を行うと共に、解散を選択する蓋然性が高く、保健事業の維持が困難となる健康保険組合に

ついても当該事業の対象とし財政支援を行う。 

また、特定保健指導対象者等の受診控えに対する受診勧奨やＩＣＴを活用した特定保健指

導への切り替えについて、保険者に対し費用を補助する。 
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る感染症対策関係閣僚会議決定）に基づき、AMR 対策に関する調査研究や普及啓発、

抗菌薬の適正使用に係るモデル事業等を行うとともに、ワンヘルス・アプローチ（※）

に関する国際会議を開催する。 

AMR に関する医療・福祉における情報を集約し、医療専門職、福祉従事者等に向け

たオンラインでの情報提供や研修機会を提供する。 

※ ワンヘルス・アプローチ：ヒト、動物、環境等の複雑な相互作用によって生じる感染症の対

策に、公衆衛生、動物衛生等の関係者が連携し、一体となって対応しようとする概念 

 

（４）エイズ対策の推進                   ４４億円（４５億円） 

HIV 検査・相談について、引き続き、夜間・休日対応など利便性に配慮した体制の

整備を進めるとともに、HIV／エイズに関する正しい知識の普及啓発や HIV 感染者等

の長期療養に係る環境の整備などの必要な施策を推進する。 

 

（５）HTLV-1 関連疾患に関する研究の推進（再掲・４１ページ参照）  

１０億円（１０億円） 

ヒト T細胞白血病ウイルス 1型（HTLV-1）への感染防止及びこれにより発症する成

人 T 細胞白血病（ATL）や HTLV-1 関連脊髄症（HAM）の診断・治療法等に関する研究

について、感染症・がん・難病・母子保健の各分野の研究事業が連携することにより、

総合的な推進を図る。 

 

 

３ がん対策、循環器病対策、肝炎対策、難病・小児慢性特定疾

病対策等 補正４９億円、当初３，１６７億円（３，１４８億円） 
 

（１）がん対策                     ３６５億円（３５９億円） 

平成 30 年３月に閣議決定した第３期がん対策推進基本計画に基づき、「がん予防」

「がん医療の充実」「がんとの共生」の三つを柱とした施策を実施することで、がん対

策の一層の推進を図る。 

 

① がん予防                   １４０億円（１４５億円） 

がんを早期に発見し、がんによる死亡者を減少させるため、引き続き、がん検診

受診率向上に効果の大きい個別の受診勧奨・再勧奨を実施するとともに、子宮頸が

ん検診・乳がん検診の初年度対象者にクーポン券を配布する。また、精密検査受診

率向上のため、精密検査未受診者に対する受診再勧奨を実施する。 
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② がん医療の充実【一部新規】           １８３億円（１８３億円） 

がんゲノム情報や臨床情報を集約化し、質の高いがんゲノム医療を提供するため、

がんゲノム情報管理センターやがんゲノム医療中核拠点病院等の機能強化及びが

んゲノム医療に対応できる人材の育成などによる体制整備を図る。 

第３期がん対策推進基本計画を踏まえ、がんゲノム医療の実現に資する研究、ラ

イフステージやがんの特性に着目した研究（小児・AYA 世代（思春期世代と若年成

人世代）のがん、高齢者のがん、難治性がん、希少がんなど）、がんの予防法や早

期発見手法に関する研究などを重点的に推進する。 

 

③ がんとの共生（一部後掲・８４ページ参照）      ３１億円（３２億円） 

がん患者に対して病気の治療と仕事の両立を社会的にサポートするため、がん診

療連携拠点病院等における各個人の状況に応じた「治療と仕事両立プラン」を活用

した就労支援及び相談支援などを引き続き実施する。 

 

④ 小児・AYA 世代のがん患者等の妊よう性温存療法のための支援【新規】１１億円 

小児・AYA 世代のがん患者等の妊よう性温存療法に係る費用負担の軽減を図りつ

つ、患者から臨床情報等を収集し、妊よう性温存療法の研究を促進するための事業

を新たに実施する。 

 

（２）循環器病対策【一部新規】（一部再掲・４９ページ参照） ４９億円（４４億円） 

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関

する基本法」等に基づき、診療情報の収集・提供体制を整備し、急性期の医療現場で

の活用を目指すため、循環器病データベースの構築に向けた取組を進め、循環器病対

策全体の基盤の構築を図る。 

循環器病の病態解明や予防、診断、治療、リハビリテーション等に資する研究開発

を強化するとともに、循環器病の発症時における対応方法等を普及啓発するなど、循

環器病対策を総合的に推進する。 

今後、国が策定した「循環器病対策推進基本計画」（令和２年 10 月閣議決定）を踏

まえ、各都道府県は、都道府県循環器病対策推進計画を策定することになるため、当

該計画に基づいて都道府県が進める地域の特性に応じた啓発活動や医療提供体制の

構築等に対する支援を行う。 

 

（３）肝炎対策                     １７３億円（１７３億円） 

肝炎対策基本指針に基づき、肝硬変・肝がんへの移行者を減らすことを目標に、肝

炎に対する正しい知識の普及啓発、肝炎ウイルス検査の促進や肝炎患者への医療費の

助成などの肝炎対策を総合的に推進する。 
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① 早期発見・早期治療を促進するための環境整備    １２２億円（１２３億円） 

ア 肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進       ４０億円（４０億円） 

保健所等における利便性に配慮した検査体制を確保するとともに、市町村に

おける個別勧奨や職域における勧奨等を実施し、肝炎ウイルス検査の促進を行

う。 

また、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された者に対する医療機関への受診勧

奨、初回精密検査や定期検査の検査費用の助成を行うことにより、肝炎患者の早

期治療を促進し、重症化の予防を図る。 

 

イ ウイルス性肝炎に係る医療の推進         ７４億円（７５億円） 

Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及

び核酸アナログ製剤治療に係る患者の医療費の負担を軽減することにより、適

切な医療の確保及び受療促進を図る。 

 

② 肝がん・重度肝硬変に係る治療研究の促進及び患者への支援  

１４億円（１４億円） 

肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の特徴を踏まえ、医療費の負担の軽減を

図りつつ、治療研究を促進するための支援につき、助成対象の拡大を図る。 

 

③ 肝炎治療研究などの強化              ３７億円（３６億円） 

平成 28 年 12 月に中間見直しを行った「肝炎研究 10 カ年戦略」を踏まえ、Ｂ型

肝炎の画期的な新規治療薬の開発を目指した創薬研究や肝硬変の病態解明と新規

治療法の開発を目指した研究等を推進する。 

 

（４）Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給       １，１７３億円（１，１８７億円） 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝

炎ウイルスの感染被害を受けた方々への給付金などの支給に万全を期すため、社会保

険診療報酬支払基金に設置した基金に、給付金などの支給に必要な費用の積み増しを

行う。 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給                    ３４億円 

特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、Ｂ型肝炎ウイ

ルスの感染被害を受けた方々への給付金などの支給に必要な費用を、社会保険診療報酬支払

基金に設置した基金に、積み増す。 
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（５）難病・小児慢性特定疾病対策等        １，４７９億円（１，４５５億円） 

① 難病対策の推進               １，２８６億円（１，２６６億円） 

ア 医療費助成の実施           １，１５４億円（１，１３９億円） 

難病患者に対する医療費助成に必要な経費を確保し、患者の医療費の負担軽

減を図る。 

 

イ 難病患者の社会参加と難病に対する国民の理解の促進のための施策の充実 

１３億円（１２億円） 

難病相談支援センターを中心とした地域の様々な支援機関と連携した相談支

援体制の構築などにより、難病患者の長期療養生活上の悩みや不安を和らげ、就

労支援を推進するとともに、難病についての理解を深める取組を推進し、難病患

者が社会参加しやすい環境の整備を図る。 

 

ウ 難病の医療提供体制の構築（一部再掲・４２ページ参照）  

６．９億円（６．０億円） 

都道府県における難病の医療提供体制の拠点となる医療機関を中心とした連

携体制の構築等に対する支援を行うとともに、全ゲノム解析等実行計画に基づ

き、よりよい医療を難病患者に提供することを目的に、ゲノムデータ基盤の稼働

を見据え、早期に診断可能な体制の構築に向けた実証的な運用を行う。 

 

エ 難病に関する調査・研究などの推進       １１３億円（１０８億円） 

難病研究を総合的・戦略的に実施するため、全国規模の指定難病データベース

による難病患者の情報の収集を進めるとともに、この情報を活用するなどして、

疫学調査、病態解明、治療法の開発（遺伝子治療、再生医療技術等）等に関する

研究を行う。 

  

② 小児慢性特定疾病対策の推進           １７９億円（１７６億円） 

慢性的な疾病を抱える児童等に対する医療費助成に必要な経費を確保し、患児家

庭の医療費の負担軽減を図るとともに、慢性的な疾病を抱える児童等の自立を促進

するため、療養生活に係る相談や地域の関係者が一体となって自立支援を行うため

の事業を行う。 

また、小児期から成人期への円滑な移行期医療を推進するため、都道府県におけ

る体制の構築に対する支援を行う。 

 

③ 慢性疼痛対策の推進               ２．６億円（２．４億円） 

慢性の痛みの診療について実践可能な人材の育成等を行うことで、地域の医療提
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供体制の中で、痛みセンターを中心とした慢性疼痛診療モデルを展開する。 

慢性の痛みに関する診断・治療法の研究開発や患者に対する相談、国民の理解の

促進など、患者の生活の質の向上を図る取組を引き続き推進する。 

 

④ リウマチ・アレルギー対策の推進         ９．５億円（９．３億円） 

リウマチ等対策委員会報告書を踏まえ、患者が早期に適切な治療を受けられる体

制を構築するため、かかりつけ医と専門医の連携を強化するための支援を行う等、

リウマチ対策を推進する。 

アレルギー疾患の医療提供体制を整備するため、アレルギー疾患医療に係る中心

拠点病院で行う研修や診断支援等を強化するとともに、免疫アレルギー疾患研究

10 か年戦略に基づき、疾患の本態解明等に関する研究を進め、アレルギー疾患対

策を推進する。 

 

⑤ 慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の推進         １．９億円（１．９億円） 

慢性腎臓病の重症化を予防し、新規透析導入患者の抑制を図るため、診療連携体

制の構築等に関する都道府県等の取組に対する支援を引き続き実施するとともに、

慢性腎臓病の予防等に関する研究を強化する。 

 

（６）移植医療対策                     ３４億円（３４億円） 

① 造血幹細胞移植対策の推進【一部新規】        ２４億円（２４億円） 

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進を図るため、若年層の骨髄等ドナー

登録者や臍帯血の確保、コーディネート期間短縮に向けた取組や造血幹細胞移植後

の患者のフォローアップ体制の構築を引き続き推進するとともに、ウィズコロナの

時代においても造血幹細胞移植に必要な基盤（バンク）が安定的に運営できるよう

支援を行う。また、骨髄等の採取まで繋がるドナーの確保に向け、効果的なオンラ

インの活用方法等を検討する。 

 

② 臓器移植対策の推進【一部新規】          ８．３億円（７．７億円） 

心停止下及び脳死下の臓器移植を適正かつ円滑に実施し、ウィズコロナの時代に

おいても維持推進するため、ドナー家族支援の充実や医療機関間の連携強化等を通

じた地域における臓器提供体制の構築等を推進するとともに、臓器提供に関する意

思表示を促進するための普及啓発の取組を行う。 
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５ ハンセン病対策              当初３６３億円（３６８億円）

６ 原爆被爆者の援護        当初１，１８３億円（１，２１９億円）

４ 健康危機管理・災害対策       当初９．９億円（４．９億円） 
 

（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進       ２．８億円（３．５億円） 

大規模災害やテロリズム等の健康危機管理事案の発生に備えた体制の確保、危機情

報の共有や活用、地域での健康危機管理体制の基盤強化等に資する健康安全・危機管

理対策に関する総合的な研究を推進する。 

 

（２）健康危機管理体制の整備              ７．１億円（１．４億円） 

非常時に健康危機管理体制が十分に機能するよう、平時から、各種訓練の実施、地

域での連携体制の構築等を行うとともに、地域での健康危機事例に的確に対応するた

め、専門家の養成等を行う。 

 

 

 

ハンセン病元患者等の名誉回復のため、ハンセン病問題に関する正しい知識の普及啓発

の強化等を進めるとともに、社会復帰や家族関係回復のための相談支援体制の充実を図る。 

また、国立ハンセン病資料館等の学芸員を増員し、資料館活動の充実を図る。 

さらに、ハンセン病療養所の入所者に対する必要な療養を確保し、退所者等への社会生

活支援策等を実施する。 

 

 

 

高齢化が進む原爆被爆者の援護施策として、医療の給付、諸手当の支給、原爆養護ホー

ムの運営、被爆者保養施設への修繕費補助、被爆体験の伝承者等の国内外への派遣、被爆

建物・樹木の保存や調査研究事業など総合的な施策を引き続き実施する。 

また、高齢化する被爆者の方々が安心して介護を受けることができるよう、介護保険サ

ービスの利用者負担について助成対象となるサービスの拡大を図る。 

さらに、第一種健康診断特例区域の拡大も視野に入れた再検討を行うため、可能な限り

の検証を行う。 
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７ 医薬品等に関する安全・信頼性の確保、薬物乱用対策 

  当初１４億円（１１億円） 
 

（１）医薬品、医療機器、再生医療等製品を安心して使用するための安全対策の強化、き

めの細かい対応                  １．８億円（２０百万円） 

① 医療情報データベースの活用推進に向けた環境整備【新規】（再掲・４４ページ

参照）                           ６２百万円 

 

② 妊娠と薬情報センターの高度化【新規】            １．１億円 

新型コロナウイルス感染症の蔓延や、高齢出産が増加する中で、妊産婦等が安心

して薬物治療を受けることができるよう、妊産婦等の医薬品使用に関するレジスト

リ研究体制を構築し、妊産婦における医薬品の使用実態や予後等のエビデンスを創

出する。 

また、妊娠と薬情報センターが実施している妊産婦に対する薬に関する相談事業

について、電子化することで、妊産婦が利用しやすく、相談結果をより早く入手で

きる体制を構築する。 

 

③ 高齢者における医薬品の安全使用の推進     １２百万円（２０百万円） 

高齢者の薬物療法について、高齢者医薬品適正使用検討会における議論を踏まえ、

各種指針の整備・周知を進めてきたが、ポリファーマシー対策に取り組むことがで

きていない医療機関が少なくないことから、今年度立案中のモデル・手順書につい

て運用及び検証を行い、効果的な安全対策及び適正使用の推進を図る。 

 

（２）薬物取締体制等の充実【一部新規】          １２億円（１１億円） 

違法薬物の大量密輸事犯等が相次いでいる状況を踏まえ、全国規模での捜査情報の

共有・分析を可能にするシステムを構築すること等により、麻薬取締部の捜査体制を

強化する。また、若年層の大麻乱用が拡大を続ける状況等を踏まえ、インターネット

サイト内での行動に応じた乱用防止広告を新たに実施し、薬物乱用防止啓発の充実を

図る。 

 

８ 食の安全・安心の確保など      当初２４４億円（１５３億円） 
 

（１）残留農薬・食品用容器包装等の規格基準策定等の推進【一部新規】  

１８億円（１５億円） 

残留農薬・食品用容器包装等の規格基準の策定等を計画的に進める。特に、残留農
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薬について、代謝物を含めた新たな暴露評価手法を検討する。また、新たな育種技術

（遺伝子組換え台木を利用した接ぎ木等）や従来にはない新開発食品（培養肉等）に

ついて、最新の科学的知見や海外の取組状況等の収集及び安全性確保に係る検証を実

施する。 

 

（２）HACCP の制度化などによる的確な監視・指導対策の推進等【一部新規】  

５．９億円（５．６億円） 

令和３年６月の改正食品衛生法完全施行に合わせ、食品等事業者において HACCP（※）

に沿った衛生管理等が円滑に実施されているか等の対応状況の実態把握を行い、

HACCP 実施のための手引書の見直しや、自治体による指導方法の改善等につなげる。 

※ HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：食品の製造・加工工程で発生する

おそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、特に重要な対策のポイントを重要管

理点として定めた上で、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理

の手法 

 

（３）農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応の強化（再掲・４２ページ、（１）、（２）

参照）                       １．８億円（１．３億円） 

令和２年４月に施行された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づ

き、更なる輸出拡大を図るため、政府一体となって取り組むこととしており、輸出施

設認定・証明書発行の迅速化等の取組を行う。 

 

（４）検疫所における水際対策等の推進          ２０７億円（１１９億円） 

① 検疫所における検査体制等の機能強化等【一部新規】（一部再掲・２３ページ参

照）                ２０７億円の内数（１１９億円の内数）  

今後、国際的な人の往来が段階的に再開し、入国者数の増加が見込まれることや

東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を踏まえ、国際的に脅威となる感

染症の水際対策に必要な検疫機能の強化を図るため、人的・物的体制を整備する。 

 

② 輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化  

２０７億円の内数（１１９億円の内数） 

経済連携協定の進展等に伴い、今後も海外からの輸入食品の増加が見込まれるこ

とを踏まえ、食の安全・安心を守るため、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入食

品の適切な監視指導を徹底するための体制強化を図る。 
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（５）食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等   １４億円（１４億円） 

① 食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進  

９百万円（９百万円） 

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や

食品衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 

 

② 食品の安全の確保に資する研究の推進【一部新規】（一部再掲・４２ページ参照）  

９．４億円（９．４億円） 

国民の健康へ直接的に影響を及ぼす食品の安全に関して、改正食品衛生法の円滑

な施行、食品の輸出入の拡大、新たな食品生産・加工技術の進展等を背景として、

科学的根拠に基づいて適切に施策を推進するために必要な研究を行う。 

 

③ カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施   ４．２億円（４．３億円） 

カネミ油症患者に対する総合的な支援施策の一環として、ダイオキシン類を直接

経口摂取したことによる健康被害という特殊性を踏まえ、患者の健康実態調査を実

施し、健康調査支援金の支給等を行う。また、健康実態調査等の支援施策を円滑に

実施するため、患者情報の管理及び記録を標準化する基盤整備を進める。 

 

９ 水道の基盤強化  補正３９０億円、当初３９５億円（３９５億円） 
※他省庁分を含む 

 

国民生活を支えるライフラインである水道について、水道施設の耐災害性強化及び水道

事業の広域化を図るとともに、安全で良質な給水を確保するための施設整備や、水道事業

の IoT 活用等を進める。 

 

 

 

１０ 生活衛生関係営業の活性化や振興など【一部新規】        

補正５９４億円、当初４９億円（５２億円） 
 

最低賃金に関するセミナーの開催等により、生活衛生関係営業者の収益力向上を図り、

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 水道施設の耐災害性強化対策等              ３９０億円 ※他省庁分を含む 

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく水道施設における自家発電設

備の整備、土砂災害・浸水災害の対策工事及び基幹管路の耐震化の加速化・深化などを図り、水

道施設の耐災害性強化対策等を推進するための施設整備について支援を行う。 
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新型コロナウイルス感染症の影響により悪化した業績を回復するための環境を整えるな

ど、業の振興や発展を図るための組織基盤の強化や衛生水準の確保・向上、相談支援体制

の強化等を行う。 

 

 

  

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援等         ６０８億円

コロナ禍において大幅な賃上げが難しい中でも、賃上げに取り組む中小企業・小規模事業者の

生産性向上を支援するため、業務改善助成金の更なる拡充を図る。 

また、生活衛生関係営業者が「新しい生活様式」に適応し、生産性向上に向けた取組が行える

よう相談指導等の支援を実施する。併せて、生活衛生関係営業者の資金繰りを支援するため、日

本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を引き続き実施するとともに、ポス

トコロナに向けた設備投資促進のための支援を行う。 
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第４ 人材投資の強化や就職氷河期世代、高齢者、女性

等の多様な人材の活躍促進 
 

 

「新たな日常」の下で、雇用維持に対する支援を継続しつつ、業種・地域・職種を越

えた再就職等を促進する。また、すべての人々が意欲・能力を活かして活躍できる環境

を整備するため、就職氷河期世代活躍支援プランの実施、高齢者の就労・社会参加の促

進、女性活躍の推進等を図る。 

 

１ 雇用の維持・継続に向けた支援【一部新規】  

補正１兆４，７３５億円、当初６，８５３億円（７２億円） 
 

雇用調整助成金等により、休業、教育訓練、出向を通じて雇用維持に取組む事業主

を支援する。 

また、在籍型出向を活用して労働者の雇用維持を図る事業主及び当該労働者を受け

入れる事業主を一体的に支援するとともに、産業雇用安定センターによる企業間のマ

ッチング体制の強化等を図る。さらに、人材開発支援助成金により、他業種への転換

のため、転換後の職務に関する訓練を実施する事業主を支援する。 

 

 

 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 雇用調整助成金による雇用維持の取組の支援             １兆４，６７９億円

感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指し、引き続き、雇用調整助成金の特例措置による雇

用の維持・確保に取り組む。 

〇 在籍型出向の活用による雇用維持等への支援                  ５６億円 

在籍型出向を活用して労働者の雇用維持を図る事業主及び当該労働者を受け入れる事業主を

支援するために、出向元及び出向先への助成を一体とした助成金を創設するとともに、産業雇用

安定センターによる企業間のマッチング体制の強化等を図る。 

また、他業種への転換を図る事業主を支援するため、現在の職務だけでなく、転換後の職務に

関する訓練を人材開発支援助成金の助成対象に追加する。 
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２ 業種・地域・職種を越えた再就職等の促進 

     補正１２億円、当初１，３３８億円（１，１４８億円） 
 

（１）職業訓練を通じた職業スキルや知識の習得（一部後掲・６４ページ参照）  

１，０８７億円（９９７億円） 

国及び都道府県が設置している公共職業能力開発施設や、専修学校、NPO など様々

な民間教育訓練機関等において、職業に必要な技能及び知識を習得するための職業訓

練を推進する。 

 

（２）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる業種を越えた再就職等の支援【新規】 

 ３１億円の内数 

ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置し、担当者制による再就職支援計画の

作成・実施、日本版O-NETを活用したキャリアコンサルティング等の個別支援を行い、

労働市場の状況や産業構造の変化を踏まえたニーズの高い職種、雇用吸収力の高い分

野への再就職支援を推進するための体制強化を図る。 

 

（３）業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組等を支援【一部

新規】                       １１７億円（５８億円） 

ニーズの高い分野への事業転換やキャリアチェンジ等による新型コロナウイルス

感染症の影響等を受けた地域の雇用の再生のほか、産業政策と一体となって行う良質

で安定的な雇用機会の確保を行う都道府県の取組等、地域の特性を生かした取組に対

する支援の強化を図る。 

 

  

（４）都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援  

８．６億円（８．７億円） 

東京圏を中心に、地方就職を希望する方に対するハローワークの全国ネットワーク

を活用した職業紹介や生活関連情報の提供等を一体的に行うとともに、大都市圏に新

たに専門の相談員を配置する等により、コロナ禍における地方への就職希望ニーズが

高まることを見据え、業種、職種を越えた再就職等も含めた個々のニーズに応じた支

援を行う。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組への支援  １１億円

事業転換やキャリアチェンジ等を促進することにより、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた地域雇用の再生に取り組む都道府県を支援する。 
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（５）新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等への再就職支援【一部新規】   

５４億円（１３億円） 

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、一

定期間試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成する。 

 

 

（６）ハローワークにおける求人の確保と求人充足サービスの充実等 

７１億円（７１億円） 

雇用の確保を図るため、ハローワークにおいて積極的な求人開拓を実施するととも

に、求人の充足に向けて求職者が応募しやすい求人内容の設定や求人条件の緩和等の

助言をきめ細かく行うなど、求人充足サービスの充実を図る。 

また、「雇用対策協定」の締結を更に推進するとともに、希望する地方自治体におい

て、国が行う無料職業紹介と地方自治体が行う業務をワンストップで一体的に実施す

る取組を行うなど、国と地方の連携を図る。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化        ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求職者

のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭を両立で

きる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化を図

る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止対策

を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経験

のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期間中の賃

金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用により、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じた正社員化の促進

を図る（制度要求）。 

－63－



64 

 

 

 

 

 

３ 派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒

者等への就職支援 

補正９５百万円、当初７２７億円（６３０億円） 
 

（１）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる求職者の状況に応じたきめ細かな担

当者制支援                  ３１億円の内数（１４億円） 

非正規雇用労働者等の早期再就職を支援するため、ハローワークに就職支援ナビゲ

ーターを配置し、担当者制による求職者の個々の状況に応じた体系的かつ計画的な一

貫した就職支援の強化を図る。 

 

（２）求職者支援訓練による再就職支援          ３４４億円（２３５億円） 

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の悪化に伴い、やむを得ず離職し

た方の再就職を促進するため、就職に必要な技能及び知識を習得するための求職者支

援訓練を推進する。 

 

（３）ハローワークにおける生活困窮者等の就労支援     ８４億円（８３億円） 

ハローワークが地方公共団体と連携して生活保護受給者・生活困窮者等の就労支援

を実施するとともに、就職後の職場定着支援を行い、就労による自立を促進する。特

に新型コロナウイルス感染症の影響等により増加が見込まれる生活困窮者に対する

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化        ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求職者

のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭を両立で

きる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化を図

る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止対策

を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経験

のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期間中の賃

金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用により、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じた正社員化の促進

を図る（制度要求）。 
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就労支援を強化する。 

 

（４）生活困窮者等を雇い入れる事業主への助成      １．２億円（１．７億円） 

生活困窮者・生活保護受給者を雇い入れる事業主に対して助成することにより、生

活困窮者等の雇入れ及び継続雇用を促進する。 

 

（５）職業能力・職場情報・職業情報の見える化の推進     ６６億円（６２億円） 

求職者、学生等が、企業の職場情報を総合的にワンストップで閲覧できるサイト（し

ょくばらぼ）及び求人者、求職者等に職業情報を提供するサイト（日本版 O-NET）を

運用し、職場情報・職業情報の「見える化」を一層推進する。 

職業能力の「見える化」の観点から、技能検定やジョブ・カードの強化・活用促進

を図る。 

中途採用者の増加や定着の促進等に取り組む事業主への助成を行うことにより、中

途採用の拡大を図る。 

 

（６）新規学卒者等への就職支援【一部新規】（一部後掲・７４ページ参照）   

１０２億円（８７億円） 

第２の就職氷河期世代をつくらないため、新規学卒者や３年以内既卒者を対象に、

新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援ナビゲーターの担当者制によるき

め細かな個別支援に加え、就職活動開始前の学生等に対する早期の支援を実施する。 

また、大学等との連携強化により支援対象者の確実な把握を行い、特別支援チー

ム※を活用した就職実現までの一貫した支援の強化を図る。 

※ 特別支援チーム：コミュニケーション等に課題を抱える新規学卒者等を効果的・集中的に支

援するための専門家（就職支援ナビゲーター、公認心理師など）で構成されるチーム 

 

 

（７）フリーターへの就職支援                ３０億円（３０億円） 

フリーター（35 歳未満で正社員就職を希望する求職者）を対象に、わかものハロー

ワーク等に配置された就職支援ナビゲーターの担当者制によるきめ細かな個別支援

を通じて正社員就職を支援する。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 新規学卒者等への就職支援の強化                    ９５百万円

新卒応援ハローワークの「新卒者内定取消等特別相談窓口」等に配置する「就職支援ナビ

ゲーター」を増員し、個別事業所への求人開拓、大学等への訪問や、学生へのきめ細かな就

職支援に集中的に取り組む。 
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（８）雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の促進等  １００億円（１１７億円） 

労働人口の中長期的な減少が見込まれ、人材不足分野が顕在化している中、事業主

の雇用管理改善に対する助成により、「魅力ある職場づくり」の促進等を図る。 

介護労働者の身体的負担軽減に資する介護福祉機器の導入による労働環境の改善

を図る。 

 

（９）紹介予定派遣を通じた正社員化の促進【新規】       ６５８億円の内数 

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労経

験のない職業に就くことを希望する者の安定的な再就職支援を図るため、キャリアア

ップ助成金の活用により、紹介予定派遣を通じた正社員化の促進を図る。 

 

 

 

４ キャリア形成支援の推進、技能を尊重する気運の醸成 

                当初２５億円（２５億円） 
 

（１）キャリア形成サポートセンターを通じたキャリア設計支援の推進等  

２１億円（２１億円） 

キャリア形成サポートセンターを通じて、キャリアコンサルティングによる支援

（オンラインを含む。）として、企業へのセルフ・キャリアドック（※）の導入支援、

労働者へのジョブ・カードを活用したキャリアプランの再設計の支援を推進する。ま

た、労働者の主体的なキャリア形成を支援する観点から、ジョブ・カードのデジタル

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化（再掲）  ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求

職者のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭

を両立できる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化

を図る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止

対策を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期

間中の賃金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じ

た正社員化の促進を図る（制度要求）。 
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５ 医療介護福祉保育等分野への就職支援  

補正６．９億円、当初５５億円（４０億円） 

化を進め、マイナポータルとの連携を図る。 

※ セルフ・キャリアドック：労働者のキャリア形成を支援するため、年齢、就業年数、役職等

の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。 

 

（２）技能を尊重する気運の醸成             ４．３億円（３．７億円） 

技能五輪国際大会等に向けた選手強化策の実施を通じ、世界レベルの高度技能者を

集中的に育成し、企業・社会に展開していくとともに、企業等の人材投資への気運を

醸成する。 

 

 

 

 

 

（１）雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援【新規】（一

部再掲・３６ページ参照）                    ８．５億円 

新型コロナウイルスの影響による離職者の再就職や、介護・障害福祉分野における

人材確保を支援するため、ハローワーク、訓練機関及び福祉人材センターの連携強化

による就職支援、介護・障害福祉分野向け訓練枠の拡充、訓練への職場見学・職場体

験の組み込み、訓練委託費等の上乗せ、都道府県社会福祉協議会等による介護・障害

福祉分野に就職した訓練修了者への貸付金制度の創設等を実施する。 

 

 

（２）ハローワークの専門支援窓口拡充、「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」の推

進                         ４５億円（３９億円） 

医療・介護・保育分野など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、

ハローワークの「人材確保対策コーナー」を拡充し、関係団体等と連携した人材確保

支援の充実を図るとともに、「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」を推進し、潜在

求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により重点的なマッ

チング支援を実施する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 介護・障害福祉分野への就職支援（再掲）                ６．９億円

新型コロナウイルスの影響による離職者の再就職や、介護・障害福祉分野における人材確

保を支援するため、雇用と福祉の連携による離職者への就職支援を実施する（制度要求）。

また、求人事業所の詳細情報や求職者にとって有益な情報を個々の状況に応じダイレクト

に発信するプッシュ型情報提供体制を強化することにより、福祉分野における人材の確保を

図る。 
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（３）優良基準の明確化等による優良な民間人材サービス事業者の推奨  

８８百万円（９７百万円） 

医療・介護・保育等の人材を円滑に確保するため、優良な職業紹介事業者の明確化

を図るとともに、既存の優良事業者認定制度の要件の見直しの検討等も併せて実施す

る。 

 

（４）「医療のお仕事 Key-Net」等を活用した医療人材の確保【新規】（再掲・２１ページ

参照）                            ７３百万円 

 

 

６ 就職氷河期世代活躍支援プランの実施    

補正５４百万円、当初７０８億円（６３２億円） 
 

（１）ハローワークにおける専門窓口の拡充、専門担当者のチーム制による就職相談、職

業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援       １７億円（１５億円） 

不安定な就労状態にある方一人ひとりが置かれている複雑な課題・状況を踏まえ、

専門担当者によるチームを結成し、個別の支援計画に基づき、キャリアコンサルティ

ング、生活設計面の相談、必要な能力開発施策へのあっせん、求職者の適性・能力等

を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援などを計画的かつ総合的に実施する。 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化（再掲）  ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求

職者のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭

を両立できる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化

を図る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止

対策を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期

間中の賃金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じ

た正社員化の促進を図る（制度要求）。 
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（２）民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援の実施（一部再掲・６４

ページ）                       ２９億円（１３億円） 

特に就職氷河期世代の不安定な就労状態にある方の多い地域において、成果連動型

の民間委託により不安定な就労状態にある方の教育訓練、職場実習等を行い、安定就

職につなげる事業を実施する。 

あわせて、当該訓練等を職業訓練受講給付金の給付対象とし、安心して受講できる

ように支援する。 

 

（３）短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援（一部再掲・６４ページ） 

２７億円（３５億円） 

就職氷河期世代の方向けに創設した「短期資格等習得コース」において、短期間で

取得でき、安定就労につながる資格等の習得を支援するため、業界団体等に委託し、

訓練と職場体験等を組み合わせ、正社員就職を支援する出口一体型の訓練を実施する。

また、当該訓練を職業訓練受講給付金の給付対象とし、安心して受講できるよう支援

する。 

 

（４）就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れる企業への助成金等の活用  

１４億円（１３億円） 

事業主への助成金の支給により、就職氷河期世代の方の正社員としての就職を推進

する。 

また、安定的な就職が困難な求職者に対し、一定期間試行雇用する事業主を助成す

ることにより、その適性や業務遂行可能性の見極めなど、求職者と求人者の相互理解

を促進し、就職氷河期世代の支援を実施する。 

 

（５）地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代の無業者の支援  

５２億円（５３億円） 

地域若者サポートステーションにおいて、就職氷河期世代の方々に対する継続的な

支援を実施するとともに、オンラインによる相談支援を推進する。 

 

（６）就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを活用した支援等 

 ６．４億円（５．６億円） 

官民協働で就職氷河期世代の活躍支援に取り組む「都道府県プラットフォーム」に

おいて、支援策の周知広報、企業説明会の開催等を通じ、就職氷河期世代の雇入れや

正社員化等の支援に取り組むほか、新たに雇入れ等に係る好事例の収集・発信を実施

する。 
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また、就職氷河期世代に対する国の各種支援策について、SNS 広告、動画広告、イ

ンターネット広告等のメディアを活用し、就職氷河期世代本人やその家族等、それぞ

れの置かれている状況を踏まえ、様々なルートを通じた広報を実施する。 

 

（７）ひきこもり支援及び地域社会に向けた情報発信の推進【一部新規】  

５５４億円の内数（４８９億円の内数） 

地域社会に対してひきこもり支援に関する情報発信を行い、ひきこもり当事者や家

族が孤立せず、相談しやすい環境づくりを推進する。 

また、令和２年度に引き続き、各市等の自立相談支援機関へのアウトリーチ支援員

の配置や、ひきこもり状態にある者の居場所づくり等の支援を推進する。 

 

 

 

 

７ 高齢者の就労・社会参加の促進    

補正６．９億円、当初３０３億円（２７９億円） 
 

（１）70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企

業への支援【一部新規】                ７９億円（４２億円） 

70 歳までの就業機会確保に向けた環境整備を図るため、65 歳を超える定年引上げ

や継続雇用制度の導入等を行う企業、60 歳から 64 歳までの高年齢労働者の処遇改善

を行う企業への支援を行う。 

また、65 歳超雇用推進プランナー等による提案型の相談・援助による支援を行う。 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 生活困窮者自立支援等の機能強化、ひきこもり支援の推進       １４０億円の内数

自立相談支援機関の支援員の加配等による体制強化とともに、家計改善支援の体制強化、就

労準備支援等のＩＣＴ化、住まい支援の強化等を進めることにより、生活困窮者自立支援の機

能強化を図る。 

また、福祉事務所における面接相談から保護の決定、その後の就労支援等による自立支援ま

での業務体制の強化を図る。 

ひきこもり当事者等によるＳＮＳ等を活用したひきこもり支援を充実・促進するとともに、

官民協働で社会参加等に向けた支援に取り組む「市町村プラットフォーム」の設置・運営を促

進する。 
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（２）ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援の拡充  

３４億円（３１億円） 

65 歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、300 箇所のハローワークに設置す

る「生涯現役支援窓口」において、高齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に

係る支援や支援チームによる効果的なマッチング支援を強化するとともに、高年齢退

職予定者のキャリア情報等を登録し、その能力の活用を希望する企業に対して紹介す

る「高年齢退職予定者キャリア人材バンク事業」におけるマッチング機能を強化する。 

 

（３）高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援（後掲・８１ページ参照） 

６．８億円（３．３億円） 

 

（４）シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保  

１８３億円（２０３億円） 

地域の高齢者の就業促進を図るため、地域の様々な機関が連携して高齢者の就業を

促進する「生涯現役促進地域連携事業」を推進する。 

シルバー人材センターにおいて、定年退職後等の高年齢者の多様な就業ニーズと地

域ニーズをマッチングし、高年齢者の生きがいの充実、社会参加の促進を通じて地域

社会の活性化等を図る。 

 

 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化（再掲）  ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求

職者のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭

を両立できる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化

を図る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止

対策を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期

間中の賃金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じ

た正社員化の促進を図る（制度要求）。 
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８ 女性活躍・男性の育児休業取得等の推進  

補正１．１億円の内数、当初１９８億円（１７４億円） 
 

（１）不妊治療と仕事の両立【一部新規】        ５．０億円（２３百万円） 

事業主等の仕事と不妊治療との両立支援の理解を深め、不妊治療を受けやすい職

場環境を整備するため、事業主向けセミナーを実施するとともに、不妊治療のため

に利用できる特別休暇制度（多目的・特定目的とも可）を新たに導入する中小企業

事業主や、当該休暇制度や時差出勤・フレックスタイム制等の柔軟な働き方を活用

しやすい職場環境の整備に取り組む中小企業事業主に対して助成を行う。 

 

（２）女性活躍推進法の対象拡大に向けた中小企業への支援等 

７．０億円（７．０億円） 

令和４年４月１日より、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定や情報公表の義務

が 101 人以上企業に拡大されること等を踏まえ、中小企業に対する電話やメール相談

の実施、個別企業の訪問支援の強化を行う等、女性活躍の取組の更なる推進を図る。 

 

（３）子育て等により離職した女性の再就職の支援（一部再掲・６３ページ参照）   

４０億円（４０億円） 

子育てをしながら就職を希望する女性等を対象としたハローワークの専門窓口（マ

ザーズハローワーク、マザーズコーナー）において、個々の求職者のニーズに応じた

就職支援を実施するとともに、仕事と家庭の両立ができる求人の確保等を推進する。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化（再掲）  ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求

職者のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭

を両立できる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化

を図る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止

対策を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期

間中の賃金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じ

た正社員化の促進を図る（制度要求）。 
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９ 障害者の就労促進 補正４４百万円、当初１８１億円（１７０億円） 

 

（４）男性の育児休業取得を促進する枠組み等の検討及び周知・支援【一部新規】  

１３６億円（１２６億円） 

育児休業の制度等に係る周知・啓発や助成金による支援を引き続き実施する。特に、

配偶者の出産直後の男性の休業を促進する枠組みの導入等により、男性の育児休業取

得を促進するための制度改正について検討を進めるとともに、配偶者が出産を控えた

男性労働者等に対する育児休業の意義・目的の周知や、企業に対する男性の育児休業

等の取得促進に係るセミナー、助成金による支援等を実施する。 

介護離職防止に向け、事業主に対して育児・介護休業法の周知徹底及び相談・指導

を行うとともに、労働者等への介護休業制度等の周知広報やケアマネジャー等が仕事

と介護の両立に関する知識を習得するための研修カリキュラムを用いた研修を実施

する。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に対応した特別有給休暇

制度導入等への取組支援【新規】（再掲・(４)参照）     １１３億円の内数 

新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等の臨時休業等により子どもの

世話をする労働者のために、特別な有給休暇制度（労働基準法上の年次有給休暇を除

く。）とともに、テレワーク等の学校休業等があっても継続勤務できる両立支援制度

を導入し、特別な有給休暇制度を取得させた企業に対して助成金による支援を実施す

る。 

 

（６）母性健康管理措置による有給休暇制度導入等への取組支援【一部新規】（一部再掲・

(２)参照）                    ９．８億円（３５百万円） 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により、医師等の指導に基づ

き、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を取得させる事業主に対し

て、休暇制度の導入に係る助成や休暇の取得に係る助成を行う。 

 

 

 

 

（１）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化 １３７億円（１３５億円） 

令和３年３月１日に引上げられる障害者雇用率を踏まえ、ハローワークと地域の関

係機関が連携し、特に、障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している障害者雇用

ゼロ企業等に対して、採用の準備段階から採用後の職場定着まで一貫したチーム支援

等を実施し、中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化を図る。 

障害者就業・生活支援センターについて、引き続き、リモート面談等に必要なポー
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タブル機器や Wi-Fi 環境の導入等設備面の整備を行うほか、地域の支援機関等に対し

て蓄積したノウハウの提供等を通じて就業支援の推進を図る。 

 

 

（２）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援の強化

【一部新規】                     ３２億円（３１億円） 

精神障害者、発達障害者、難病患者である求職者についてハローワークに専門の担

当者を配置するなど多様な障害特性に対応した就労支援を推進する。特に、大学等に

おける発達障害者等の増加を踏まえ、就職活動に際して専門的な支援が必要な学生等

に対して、大学等と連携して支援対象者の早期把握を図るとともに、就職準備から就

職・職場定着までの一貫した支援を行う。 

精神障害者等の受入体制を整備するため、職業能力開発校において精神保健福祉士

等を配置するとともに、精神障害者等の受入れに係るノウハウを普及し、対応力を高

める。 

 

（３）障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進【一部新規】（一部再掲・７３ペ

ージ参照）                      １５億円（１２億円） 

障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進を図るため、テレワークによる勤

務の理解促進・周知のためのフォーラムを開催するとともに、テレワークの形式で障

害者をトライアル雇用する場合、最長６か月までトライアル雇用期間を延長可能とす

る。 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化（再掲）  ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求

職者のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭

を両立できる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化

を図る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止

対策を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期

間中の賃金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じ

た正社員化の促進を図る（制度要求）。 
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（４）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の推進  ３．３億円（４．６億円） 

公務部門において雇用される障害者の定着支援を引き続き推進するため、ハローワ

ーク等に配置する職場適応支援者が各府省に出向き、職場適応に課題を抱える障害者

や各府省の人事担当者等に対して、必要な助言を行う。 

また、厚生労働省においても、障害特性に応じた個別支援、障害に対する理解促進

のための研修等を行う。 

 

（５）雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援  

７．７億円（５０５億円の内数） 

重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、企業が障害

者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支障が残る場合や、重度障害者等が自

営業者として働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に、地域生活支援促進事業に

より支援を行う。 

 

１０ 外国人に対する支援 

補正１４百万円、当初１２３億円（１２１億円） 
 

（１）外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施、外国人労働者の雇用

管理改善に取り組む企業への支援            １５億円（１１億円） 

外国人労働者に対する適正な雇用管理の確保を図るため、事業所訪問等による雇用

管理状況の確認、改善のための助言・援助等を行うとともに、雇用維持のための相談・

支援等についても積極的に実施する。 

また、外国人が自らの労働条件等を十分に理解し、適正な待遇の下で就労を継続し、

その能力を発揮できるよう、外国人を雇用する事業主の雇用管理改善の取組みに対す

る助成を行う。 

 

（２）外国人労働者の労働条件等の相談・支援体制の強化    １４億円（１９億円） 

外国人労働者に係る労働相談体制の強化を図るとともに、外国人労働者が容易に理

解できる視聴覚教材等の作成により、労働災害防止対策を推進する。 

 

（３）自治体と連携した地域における外国人労働者の受入れ・定着のためのモデル事業の

実施                       ７．４億円（４．３億円） 

外国人労働者の地域での受入れ・定着に積極的に取り組む都道府県において、都道

府県労働局と連携して外国人労働者の円滑な職場・地域への定着支援を行うモデル事

業を引き続き実施する。 
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（４）外国人求職者等に対する就職支援            １６億円（１８億円） 

① 外国人留学生等に対する相談支援の実施      ８．１億円（８．１億円） 

ハローワークの外国人雇用サービスセンターや留学生コーナーにおいて、新たに

大学と協定を締結する等により連携を強化し、留学早期における就職支援から、就

職後の定着支援までの一貫した支援を実施する。 

 

② 定住外国人等に対する相談支援の実施       ２．６億円（２．１億円） 

定住外国人等が多く所在する地域のハローワーク（外国人雇用サービスコーナー）

において、専門相談員による職業相談や、個々の外国人の特性に応じた求人開拓等

により、早期再就職支援及び安定的な就労の確保に向けた支援を実施する。 

 

③ 外国人就労・定着支援研修の実施          ５．６億円（８．０億円） 

日系人等の定住外国人を対象に、日本の職場におけるコミュニケーション能力の

向上やビジネスマナー等に関する知識の習得を目的とした研修を実施する。 

 

（５）ハローワーク等における多言語相談支援体制の整備   ８．３億円（４．９億円） 

ハローワークの職業相談窓口に通訳員を配置するとともに、電話通訳・多言語音声

翻訳機器の活用や、外国人求職者への多言語による情報発信等により、相談支援体制

の整備を図る。 

また、コロナ禍において来所が困難な外国人求職者からの相談に対応するため、多

言語に対応したハローワークコールセンターを継続して設置する。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 非正規雇用労働者や女性等、求職者の特性に応じた支援等の強化（再掲）  ９．１億円

ハローワークにおいて新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた求

職者のニーズに合った積極的な求人開拓を実施する。特に、子育て中の女性等が仕事と家庭

を両立できる求人等を確保する。 

あわせて、ハローワーク等における就職氷河期世代、障害者、外国人等の就職支援の強化

を図る。 

また、シルバー人材センターにおいて、「新しい生活様式」を踏まえ、必要な感染症防止

対策を講じつつ、十分な就業機会の確保と創出を行うための取組を両輪で実施する。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であって、就労

経験のない職業に就くことを希望する者の安定的な早期再就職支援を図るため、試行雇用期

間中の賃金の一部を助成する制度を創設するとともに、キャリアアップ助成金の活用によ

り、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者の紹介予定派遣を通じ

た正社員化の促進を図る（制度要求）。 
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（６）外国人技能実習の実地検査や相談支援の適切な実施   ６２億円（６４億円） 

外国人技能実習機構において実習実施者及び監理団体による雇用管理改善を促進

するための事業等を実施するほか、監理団体・実習実施者に対する実地検査等により、

制度の適正な運用を図る。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響等により実習継続が困難となった技能実習

生等への相談体制等を充実する。 
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第５ ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の

推進 
 

 

誰もが働きやすい社会の実現に向けた働き方改革を着実に実行するため、柔軟な働き

方の促進をするとともに、安全で健康に働くことができる職場づくり、最低賃金・賃金

引上げ、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保などにより、労

働環境の整備を実施する。 

 

１ 柔軟な働き方がしやすい環境整備  

当初３１億円（６．４億円） 
 

（１）「新しい働き方」に対応した良質な雇用型テレワークの導入・定着促進  

２８億円（３．１億円） 

雇用型テレワークについて、適正な労務管理下における良質なテレワークの普及促

進を図るため、テレワーク相談センターによる働き方改革推進支援センターと連携し

た各都道府県での個別相談対応の充実やセミナーの開催等により、ガイドラインに沿

った事業主の取組を促すとともに、テレワークを実施する中小企業への支援を充実す

る。 

 

（２）雇用類似の働き方の者と発注者との契約等のトラブルに関する関係省庁と連携し

た相談支援等                   ８６百万円（８５百万円） 

雇用類似の働き方の者と発注者等との契約等のトラブルについて、関係省庁と連携

して相談できる窓口を整備する。 

 

（３）副業・兼業を行う労働者の健康確保に取り組む企業等への支援等  

２．４億円（２．４億円） 

一般健康診断やストレスチェックなどによる副業・兼業を行う労働者の健康確保に

取り組む企業へその要した費用を助成すること等により、労働者の健康確保に向けた

事業者の取組を支援する。 

また、自身の能力を一企業にとらわれずに幅広く発揮したいなどの希望を持つ労働

者が、希望に応じて幅広く副業・兼業を行える環境の整備に向けて、「副業・兼業の促

進に関するガイドライン」（平成 30 年１月策定、令和２年９月改定）等の周知等を行

う。 
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２ 安全で健康に働くことができる職場づくり 

               当初２９７億円（３２６億円） 
 

（１）職場における感染防止対策等の推進          １０億円（４．８億円） 

新型コロナウイルス感染症に関連する職場のメンタルヘルス不調等に伴う相談

に対応するため、相談体制を拡充するほか、高年齢労働者の感染防止対策を推進す

るため、社会福祉施設や飲食店等における利用者等と密に接する業務を簡素化する

ための設備の機械化等に係る経費の補助等を行う。 

 

（２）長時間労働の是正                 １７３億円（１９６億円） 

① 生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援  

１２４億円（１４７億円） 

中小企業・小規模事業者の抱える様々な課題に対応するため、「働き方改革推進

支援センター」によるワンストップ相談窓口において、関係機関と連携を図りつつ、

個別訪問支援や出張相談、セミナー等に加え、新たに業種別団体等に対し専門家チ

ームによる支援を実施する。 

生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業・小規模事業者に対し

て助成を行うとともに、働き方･休み方改善ポータルサイトを通じた企業の改善策

の提供と好事例の紹介、働き方・休み方改善コンサルタントによる専門的な助言・

指導等を行う。 

 

② 自動車運送業、建設業、情報サービス業における勤務環境の改善（一部再掲・①

参照）                       ６０億円（５９億円） 

自動車運送業については、生産性向上を図りながら労働時間短縮に取り組むため

の助成金の活用を促進するとともに労働者の運転免許取得のための職業訓練等の

支援を行う。また、トラック運送業については、荷主に対し、適正取引を促すため

に荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラ

インの周知等を行う。 

建設業については、生産性向上を図りながら労働時間短縮に取り組むための助成

金の活用を促進するなど、長時間労働の是正、人材確保、安全衛生対策の推進等に

向けた支援を行う。 

情報サービス業（IT 業界）については、業界団体等と連携し個別訪問によるコン

サルティングを実施するなど、長時間労働対策を推進する。 

 

③ 勤務間インターバル制度の導入促進（一部再掲・①参照） ２４億円（２７億円） 

勤務間インターバル制度について、業種別導入マニュアルを引き続き作成するほ
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か、中小企業が活用できる助成金制度を推進するとともに制度導入に係る好事例の

周知等を通じて、導入促進を図る。 

 

④ 長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化等   ３２億円（３５億円） 

都道府県労働局及び労働基準監督署に時間外及び休日労働協定点検指導員を配

置することにより、労働条件等の相談や助言指導体制を充実させるとともに、労働

基準監督官 OB を活用すること等により、労働基準監督機関の監督指導体制の充実

を図る。 

時間外及び休日労働協定（36 協定）未届事業場や新規起業事業場等に対し、民間

事業者を活用し、労働条件に係る相談支援等を行うとともに、時間外労働の上限規

制など過重労働防止に関するセミナーの開催等により、きめ細やかな相談支援を実

施する。 

常設のフリーダイヤル「労働条件相談ほっとライン」や、労働条件に関する悩み

の解消に役立つ労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」を運営する。 

また、高校生・大学生等に対して、労働法教育やブラックバイト対策の必要性等

に係るセミナー等を開催するとともに、高校・大学の教員等に対して労働法の教え

方に関する指導者用動画を作成する。 

 

⑤ 長時間労働につながる取引環境の見直し     ２０百万円（２１百万円） 

大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に

向けて 11 月の「しわ寄せ防止キャンペーン月間」に、中小企業庁等と連携し、集

中的な周知啓発を行うことにより、長時間労働につながる取引が生じないよう、社

会全体の機運の醸成を図る。 

 

⑥ 年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進  １．９億円（２．２億円） 

年次有給休暇の取得促進に向けて、年次有給休暇の時季指定義務の周知徹底や、

時間単位年次有給休暇の導入促進を行うとともに、10 月の「年次有給休暇取得促

進期間」や、年次有給休暇を取得しやすい時季に集中的な広報を行う。 

地域のイベントや学校休業日の分散化（キッズウィーク）に合わせて年次有給休

暇が取得できるよう取り組むなど、休み方改革を推進する。 

 

⑦ 不妊治療と仕事の両立（再掲・７２ページ参照）【一部新規】 

５．０億円（２３百万円） 
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（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備  １２６億円（１３２億円） 

① 第 13 次労働災害防止計画重点業種等の労働災害防止対策の推進  

１０６億円（１１３億円） 

労働災害が増加傾向にある第三次産業等について、安全推進者の養成や働き方の

多様化に対応した安全衛生対策の実態調査、介護労働者の腰痛予防対策の促進を図

る。 

建設業については、墜落・転落災害防止対策の充実強化など建設工事における労

働災害防止対策の促進を図る。また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会

開催の大会施設の建設工事における安全衛生対策の徹底を図る。 

製造業については、スマート保安の推進の観点から、ボイラー等の性能検査に自

主検査等を導入した場合の検査周期の長期化等について検討を行う。さらに、構造

規格の改正時に最新の規格への適用が猶予されている既存の機械等の更新を促進

するための支援を行う。 

併せて、伐木作業等に係る安全対策の充実など林業における労働災害防止対策の

促進を図る。 

 

② 高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援  

６．８億円（３．３億円） 

中小企業による高年齢労働者の安全・健康確保措置を支援するため、助成を行う

とともに、高年齢者の特性に配慮した独創的・先進的な取組を検証し、検証結果を

公表することで、高年齢労働者の安全衛生対策を推進する。 

 

③ 産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進       ５１億円（５１億円） 

産業保健総合支援センターにおける中小企業・小規模事業者への訪問支援等の実

施、産業医等の産業保健関係者や事業者向け研修の充実等により、中小企業・小規

模事業者の産業保健活動を支援する。 

中小企業・小規模事業者に対する助成等により、ストレスチェック制度の実施を

含むメンタルヘルス対策の取組の推進を図る。 

 

④ 化学物質対策、石綿ばく露防止対策の徹底       １７億円（１７億円） 

化学物質に関するラベル表示の徹底、安全データシート（SDS）の交付の徹底、

これらを踏まえたリスクアセスメントの実施を促す「ラベルでアクション」プロジ

ェクトを推進する。また、小規模事業場向けの相談窓口の設置、実践的な指導・援

助等を行う。 

建築物の解体等に従事する労働者の石綿ばく露を防止するため、改正石綿障害予

防規則（令和２年７月１日公布、一部を除き令和３年４月１日施行）に基づき、石

綿の使用の有無の調査（事前調査）を徹底する等の施策の充実を図る。 
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３ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一 

労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

補正６０８億円、当初４６３億円（３７４億円） 

 

 

 

 

（１）最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援（一部再掲・

７９ページ参照）                 ９６億円（１０５億円） 

最低賃金・賃金の引上げには、特に中小企業・小規模事業者の生産性向上が不可

欠であり、助成金コースの拡充により、業務改善や生産性向上に係る企業のニーズ

に応え、その賃金引上げを支援する。 

また、「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、

各地域の商工団体等の関係機関と連携を図りつつ、賃金の引上げのための個別相談

を実施するとともに、企業の現場を訪問して業務改善を後押しする個別訪問支援を

行うなど中小企業・小規模事業者に寄り添った生産性向上支援を行う。 

 

 

（２）生活衛生関係営業者の収益力向上の推進等【一部新規】（再掲・５９ページ参照）    

８８百万円（２．１億円） 

最低賃金に関する周知や被用者保険適用拡大の制度周知等を行う収益力向上等に

関するセミナーの開催等により、生活衛生関係営業者の収益力の向上を図り、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により悪化した業績を回復するための環境を整える。 

 

（３）同一労働同一賃金の取組の周知・相談支援（一部再掲・７９ページ参照）   

８０億円（１０３億円） 

働き方改革関連法における雇用形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同一

賃金）に関する規定の適正な履行確保を行うため、「働き方改革推進支援センター」に

よるワンストップ相談窓口において、労務管理等の専門家による、業界別同一労働同

一賃金導入マニュアル等を活用した支援や個別訪問支援、出張相談、セミナー等に加

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援等（再掲）   ６０８億円

コロナ禍において大幅な賃上げが難しい中でも、賃上げに取り組む中小企業・小規模事業

者の生産性向上を支援するため、業務改善助成金の更なる拡充を図る。 

また、生活衛生関係営業者が「新しい生活様式」に適応し、生産性向上に向けた取組が行

えるよう相談指導等の支援を実施する。併せて、生活衛生関係営業者の資金繰りを支援する

ため、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を引き続き実施すると

ともに、ポストコロナに向けた設備投資促進のための支援を行う。 
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４ 総合的なハラスメント対策の推進     当初４２億円（４２億円） 

え、新たに業種別団体等に対し専門家チームによる支援を実施するほか、同一労働同

一賃金等に取り組む先行企業の事例の収集・周知等を行うことにより、非正規雇用労

働者の待遇改善を図る。 

 

（４）未払賃金立替払の確実・迅速な実施          ２２２億円（７９億円） 

企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金

の一部を事業主に代わって支払う「未払賃金立替払制度」について、立替払いが受け

られるよう必要な原資を確保するとともに、立替払実地調査員等の配置による事務処

理体制の整備等迅速化のための対策を推進する。 

 

（５）非正規雇用労働者のキャリアアップの推進等      ９０億円（１２８億円） 

① 非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業への助成金による支援  

８０億円（１１０億円） 

非正規雇用労働者の賃金規定の増額改定を行うなど処遇改善に取り組んだ事業

主に対して、キャリアアップ助成金による支援を行う。 

 

② 無期転換ルールの円滑な運用           １．２億円（１．２億円） 

労働契約法に基づく無期転換申込権が平成 30 年度から多くの有期契約労働者に

発生していることを踏まえて、無期転換ルールの円滑な運用のための周知徹底等を

行う。 

 

③ 人事評価制度や賃金制度の整備による取組の支援   ９．２億円（１７億円） 

人事評価制度や賃金制度の整備・実施による生産性向上、賃金アップ等の実現に

より雇用管理改善を図る事業主に対する助成を行う。 

 

（６）被用者保険の適用拡大に当たっての周知・専門家活用支援 

                                                        ７．６億円（２．６億円） 

中小企業等において、被用者保険の適用拡大に当たり、労働者への丁寧な説明等を

行えるよう、事業者を対象とした説明会等による周知や専門家の活用支援等を行う。 

 

 

 

（１）職場におけるハラスメント撲滅対策の集中実施    ７．６億円（７．３億円） 

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の職場のハラスメント撲滅に向

けて、12 月の「ハラスメント撲滅月間」を中心に、事業主向け説明会やシンポジウム
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５ 治療と仕事の両立支援        当初３３億円（３４億円） 

の開催等による集中的な周知啓発を実施する。また、ハラスメント被害を受けた労働

者からの相談に迅速に対応するため、都道府県労働局の相談・指導体制を整備するほ

か、平日の夜間や休日も対応するフリーダイヤルやメールによる相談窓口を設置する。 

 

（２）中小企業へのハラスメント対策取組支援       １．６億円（１．５億円） 

令和４年４月１日より、パワーハラスメント防止措置が、中小企業においても義務

化とされることから、専門家による中小企業への個別訪問等により、企業のハラスメ

ント防止対策への取組支援を行うとともに、中小企業の外部相談窓口の運営等を行う。 

 

（３）早期の紛争解決に向けた体制整備等          ３３億円（３３億円） 

パワーハラスメントをはじめとしたあらゆる労働問題に関してワンストップで対

応するため、全国の総合労働相談コーナーにおける相談体制の整備を図るとともに、

紛争調整委員会によるあっせん等により、個別労働紛争の早期の解決を促進する。 
 

（４）カスタマーハラスメント対策の推進          １７百万円（１百万円） 

顧客や取引先からの暴力や悪質なクレーム等の著しい迷惑行為、いわゆるカスタマ

ーハラスメント対策を推進するため、対応事例を含めたカスタマーハラスメント対策

企業マニュアルの策定・周知を行う。 

 

 

 

（１）治療と仕事の両立支援に関する取組の促進       １６億円（１６億円） 

労働者が治療と仕事を両立できる環境を整備するため、平成 31 年３月に改定した

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の普及啓発など、両

立支援の導入・拡充に向けて一般国民を含めた周知・啓発を推進する。 

治療と仕事の両立を図るための制度の導入を図る企業に対して助成、個別訪問等の

支援を行う。 

 

（２）トライアングル型サポート体制の構築（一部再掲・（１）参照） 

３３億円（３４億円） 

主治医と会社の連携の中核となり、患者に寄り添いながら、個々の患者ごとの治療

と仕事の両立に向けた支援を行う両立支援コーディネーターの育成・配置促進等を図

る。 

主治医、会社、産業医が効果的に連携するため、がん、難病、脳卒中、肝疾患、糖

尿病、心疾患について、疾患ごとの治療方法や症状の特徴、両立支援に当たっての留

意事項を示した疾患別サポートマニュアル等の普及を図る。 
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ハローワークの専門相談員ががん診療連携拠点病院等と連携して実施するがん患

者等に対する就労支援について、相談支援体制の拡充を図る。 

がん患者等に対して、病気の治療と仕事の両立を社会的にサポートするため、がん

診療連携拠点病院等における各個人の状況に応じた「治療と仕事両立プラン」を活用

した就労支援を引き続き実施する。 

難病患者の就労支援を着実に実施するため、都道府県等の難病相談支援センターに

おける相談支援を引き続き実施する。 

若年性認知症支援コーディネーターと関係機関等が連携体制を構築し、企業や産業

医等に対する若年性認知症の特性についての周知、企業における就業上の措置等の適

切な実施等、若年性認知症の人が働き続けられるよう、治療と仕事の両立支援の取組

を推進する。 
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第６ 地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの

安心確保 
 

 

すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会の実現に向

けて、相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的支援体制の整備促進、

生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進、成年後見制度の利用促進、自殺総合対策

の推進などを図り、自立した生活の実現と暮らしの安心を確保する。 

 

１ 相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的

支援体制の整備促進       当初１１６億円（３９億円） 
 

（１）重層的支援体制整備事業の実施【新規】               ７６億円 

属性を問わない相談支援、多様な参加支援の推進、地域づくりに向けた支援を一体

的に行う重層的支援体制整備事業を実施する。 

 

（２）重層的支援体制の整備に向けた支援等【一部新規】    ４０億円（３９億円） 

市町村による重層的支援体制整備事業の実施に向けた準備支援、都道府県による市

町村への後方支援、重層的支援体制整備事業に従事する者等の人材養成を行う。 

 

２ 生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進 

        補正４，３４４億円、当初６４０億円（５７４億円） 
 

（１）生活困窮者等の自立支援の強化、住まい確保・定着支援、住居確保給付金の支給（重

層的支援体制整備事業分を含む）【一部新規】 

５５４億円の内数（４８９億円の内数） 

休業等に伴う収入減少により、生活に困窮し、住居を失った又は失うおそれが生じ

ている方に対し、アパート等への入居支援や定着支援、住居確保給付金の支給等を行

う。 
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（２）ハローワークにおける生活困窮者等の就労支援（再掲・６４ページ参照）   

８４億円（８３億円） 

 

（３）生活困窮者等を雇い入れる事業主への助成（再掲・６５ページ参照）   

１．２億円（１．７億円） 

 

（４）ひきこもり支援及び地域社会に向けた情報発信の推進【一部新規】（再掲・７０ペ

ージ参照）               ５５４億円の内数（４８９億円の内数） 

 

３ 生活保護制度の適正実施    

     補正４．８億円、当初２兆８，６９９億円（２兆８，７００億円） 
 

（１） 生活保護に係る国庫負担      ２兆８，２１８億円（２兆８，２１９億円） 

生活保護を必要とする人に対して確実に保護を実施するため、生活保護制度に係る

国庫負担に要する経費を確保する。また、生活保護制度が国民の信頼に応えられるよ

う、就労による自立支援の強化等を進める。 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 生活困窮者自立支援等の機能強化、ひきこもり支援の推進（再掲）  １４０億円の内数

自立相談支援機関の支援員の加配等による体制強化とともに、家計改善支援の体制強化、

就労準備支援等のＩＣＴ化、住まい支援の強化等を進めることにより、生活困窮者自立支援

の機能強化を図る。 

また、福祉事務所における面接相談から保護の決定、その後の就労支援等による自立支援

までの業務体制の強化を図る。 

ひきこもり当事者等によるＳＮＳ等を活用したひきこもり支援を充実・促進するととも

に、官民協働で社会参加等に向けた支援に取り組む「市町村プラットフォーム」の設置・運

営を促進する。 

〇 個人向け緊急小口資金の特例貸付等の各種支援の実施（再掲）     ４，３００億円

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資金が必要な

方に対し、引き続き緊急の貸付を実施するため、現行令和２年 12 月末までの申請期限を令

和３年３月末まで延長する。 

また、保育士資格、介護福祉士資格の取得を目指す者等に対する修学資金や、児童養護施

設退所者等に対する自立支援資金等の貸付原資の積み増しを行い、人材の確保等を促進す

る。 
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（２） 生活保護の適正実施【一部新規】         １６１億円（１６０億円） 

生活保護の適正な運営を確保するため、レセプトを活用した医療扶助の適正化や、

収入資産調査の充実強化等による認定事務の適正化等を実施する地方自治体の支援

を行うなど生活保護の適正実施を推進する。 

 

 

 

４ 成年後見制度の利用促進    

補正１４０億円の内数等、当初５．９億円（８．０億円） 
 

（１）成年後見制度の利用促進のための体制整備【一部新規】        

 ５．９億円（８．０億円） 

成年後見制度利用促進基本計画及び認知症施策推進大綱を踏まえ、中核機関の整備

や市町村計画の策定などを引き続き推進する。また、後見人等の意思決定支援研修を

全国的に実施する。 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 介護・福祉分野におけるデジタル化・データ連携の推進（再掲）       ３６億円

介護保険関係業務や障害福祉関係業務、生活保護関係業務について、自治体における業務

プロセスや情報システムの標準化等を行いデジタル化を推進する。また、対面を伴わないデ

ータ連携を行うための環境を整備し、業務の効率化を図る。 

〇 生活困窮者自立支援等の機能強化、ひきこもり支援の推進（再掲）  １４０億円の内数

自立相談支援機関の支援員の加配等による体制強化とともに、家計改善支援の体制強化、

就労準備支援等のＩＣＴ化、住まい支援の強化等を進めることにより、生活困窮者自立支援

の機能強化を図る。 

また、福祉事務所における面接相談から保護の決定、その後の就労支援等による自立支援

までの業務体制の強化を図る。 

ひきこもり当事者等によるＳＮＳ等を活用したひきこもり支援を充実・促進するととも

に、官民協働で社会参加等に向けた支援に取り組む「市町村プラットフォーム」の設置・運

営を促進する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 成年後見制度の利用促進                    １４０億円の内数等 

中核機関の相談支援等におけるオンライン活用の推進、山間部等の条件不利地域での体制

整備に向けた都道府県・市町村の共同・連携を促進する。 
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（２）成年後見制度の担い手の確保や制度の利用に係る費用の助成  

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７億円の内数（８２億円の内数） 

     地域生活支援事業費等補助金５１３億円の内数（５０５億円の内数） 

     地域支援事業交付金１，９４２億円の内数（１，９７２億円の内数） 

市民後見人や法人後見といった成年後見制度の担い手の育成を推進するとともに、

低所得の高齢者・障害者に対する成年後見制度の申立費用や報酬の助成等を推進する。 

 

５ 自殺総合対策の推進 

補正１４０億円の内数、当初３４億円（３３億円） 
 

（１）地域自殺対策強化交付金による自殺対策の推進【一部新規】  

２８億円（２６億円） 

自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱に基づき、地域の実情に応じた実践的な自殺

対策の取組を支援する。 

また、SNS 等を活用した相談体制を強化し、相談から具体的支援につなげるため、

地域のネットワークを活用した包括的な支援体制を構築するとともに、コロナ禍にお

いて、民間団体が実施する相談体制等への継続的な支援を行う。 

 

 

（２）指定調査研究等法人機能の確保等【一部新規】    ６．７億円（６．７億円） 

我が国の自殺対策の中核として機能する指定調査研究等法人が行う調査研究の充

実や地域の自殺対策への取組支援、地域自殺対策推進センターの運営のために必要な

支援を行い、更なる自殺対策を推進する。 

 

６ 福祉・介護人材確保対策等の推進   

補正７６億円、当初１，０５３億円（１，００６億円） 
 

（１）総合的・計画的な介護人材確保の推進（再掲・３４ページ参照）  

１３７億円（８２億円） 

 

（２）介護職員の処遇改善の促進（再掲・３５ページ参照） ５０８億円（５０８億円） 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 自殺防止対策に係る相談支援の体制強化（再掲）          １４０億円の内数 

新型コロナウイルス感染症の影響による自殺リスクの高まりが今後も懸念されることか

ら、引き続き、自治体が実施する自殺防止に関する相談支援体制の拡充等への支援を行う。
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（３）介護の仕事の魅力等に関する情報発信（再掲・３６ページ参照）  

５．６億円（６．８億円） 

 

（４）介護人材の確保のための新たな返済免除付き貸付事業の創設【新規】（再掲・３６

ページ参照） 地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）１３７億円の内数 

 

（５）外国人介護人材の受入環境の整備（再掲・３６ページ参照）９．５億円（１１億円） 

 

（６）小規模社会福祉法人等のネットワーク化の推進      ４．１億円（１２億円） 

地域共生社会の実現に向け、小規模な社会福祉法人等による地域貢献事業の推進を

図るため、複数法人が参画するネットワークを構築し、ネットワーク参画法人による

協働事業の試行、これらの事業の実施に必要な合同研修や人事交流等の取組を推進す

る。 

 

（７）ハローワークの専門支援窓口拡充、「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」の推

進（再掲・６７ページ参照）              ４５億円（３９億円） 

 

（８）優良基準の明確化等による優良な民間人材サービス事業者の推奨（再掲・６８ペー

ジ参照）                     ８８百万円（９７百万円） 

 

（９）雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援【新規】（再

掲・６７ページ参照）                      ８．５億円 

 

（１０）社会福祉施設職員等退職手当共済制度の円滑な実施に係る支援  

２６５億円（２７４億円） 

社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員のための退職手当共済制度を安定

的に運営させることにより、社会福祉施設等に従事する職員の処遇の確保を図る。 

 

（１１）災害時における福祉支援体制の整備推進【一部新規】 ○○○○○○○   

３．８億円（３．６億円） 

災害時における避難所等での要配慮者支援を行うため、新たに「災害福祉支援コー

ディネーター（仮称）」の配置を支援するなど、都道府県における「災害派遣福祉チー

ム（DWAT）」の組成・強化を支援する。また、災害時に社会福祉協議会による災害ボラ
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ンティアセンターを迅速かつ適切に設置・運営できるよう、国、都道府県、市町村の

各段階で平時からの実践的な研修や実地による訓練を推進する。 

 

７ 矯正施設退所者の地域生活定着支援【一部新規】 

当初１３億円（８．３億円） 
 

各都道府県の設置する地域生活定着支援センターが、矯正施設退所者に加え、高齢又は

障害により支援を必要とする被疑者・被告人等に対し、司法関係機関等と連携・協働しつ

つ相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援する。 

 

８ 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など 

   当初２０４億円（２１７億円） 
 

（１）戦傷病者・戦没者遺族等の援護            ６５億円（７４億円） 

戦傷病者及び戦没者遺族等の援護のため、援護年金等について必要な経費を措置す

る。特に、令和２年４月から請求受付が開始された戦没者等の遺族に対する特別弔慰

金の支給に必要な事務費を引き続き措置するとともに、令和３年４月から請求受付が

開始される戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給に必要な事務費を措置する。 

 

（２）戦没者遺骨収集等の推進               ２８億円（３０億円） 

これまでの資料調査等で得られた情報をもとに、残された遺骨の収集に向け、南方

地域の現地調査や旧ソ連地域の埋葬地調査を引き続き実施するとともに、硫黄島にお

ける滑走路地区の調査等を計画的に実施し、遺骨収集事業の一層の推進を図る。また、

DNA 鑑定の体制整備、新たな鑑定技術の研究・活用を通じ、遺族への遺骨の返還を推

進する。 

 

（３）中国残留邦人等の援護など              ９８億円（９９億円） 

中国残留邦人等への援護を着実に実施するほか、抑留者関係資料の取得及び特定作

業について必要な経費を措置する。 

  

－91－



92 

 

 

 

 

 

第７ 子どもを産み育てやすい環境づくり 
 

 

「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援を行うとともに、保育人

材の確保・処遇改善を図ることで「希望出生率 1.8」の実現を目指す。 また、児童虐待

防止対策・社会的養育、母子保健医療対策、子どもの貧困とひとり親家庭対策を推進す

ることにより、子どもを産み育てやすい環境を整備する。 

 

１  「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援など        

補正７８１億円、当初２，９０２億円（３，１１８億円） 
 

（１）保育の受け皿整備・保育人材の確保等      ９６９億円（１，０８５億円） 

できるだけ早く待機児童の解消を目指すとともに、女性(25～44 歳)の就業率の上

昇に対応するため、「新子育て安心プラン」に基づき、保育所等の整備などを推進する

とともに、保育を支える保育人材の確保のため、保育士・保育の現場の魅力発信や保

育士の業務負担軽減等を実施する。 

 

① 保育の受け皿整備               ６０２億円（７６７億円） 

必要な者に適切な保育が提供されるよう、「新子育て安心プラン」に参加する自

治体においても、補助率の嵩上げ（１／２→２／３）等について、引き続き実施す

るとともに、ニーズに応じた受け皿整備や、地域偏在の解消、保育環境の向上等を

図るため、利用者の利便性向上のための改修や、よりよい保育の環境を整備するた

めの改修等も補助対象に加える。 

 

② 保育人材確保のための総合的な対策           １９１億円（１９０億円） 

保育士を目指す方や保育士に復帰しようとする方が増え、保育現場で就業しやす

くなるよう、情報発信のプラットフォームの作成や保育体験イベントなど、様々な

対象者に対する保育士・保育の現場の魅力発信を支援するとともに、保育士の業務

負担の軽減・働き方の見直しを行い、魅力ある職場づくりを支援する。 

保育士の負担を軽減するため、保育士の補助を行う保育補助者等の配置を支援す

るとともに、保育士宿舎借り上げ支援事業について、対象事業者の要件等を見直す。 

 

③ 多様な保育の充実                 １１０億円（７０億円） 

医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整備を推進するため、モデル事業を

一般事業化し、保育所等における看護師の配置や保育士の喀たん吸引等に係る研修
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の受講等への支援を実施するとともに、広域的保育所等利用事業（巡回バス事業）

について、送迎センターのか所数によらず、送迎バスの台数や保育士の配置に応じ

て加算できる仕組みとする。 

外国籍の子どもが多い保育所等について、保育士の加配を支援する。 

 

④ 認可外保育施設の質の確保・向上                    ２０億円（２９億円） 

認可外保育施設が遵守・留意すべき内容や重大事故防止に関する指導・助言を行

う「巡回支援指導員」の地方自治体への配置や、必要な知識、技能の修得及び資質

の確保の研修の実施等、認可外保育施設の質の確保・向上に取り組む。 

指導監督基準のうち、職員配置基準は満たしているが設備基準を満たしていない

認可外保育施設に対して、認可保育所等の設備の基準を満たすために必要な改修費

や移転費等を支援する。 

 

 
 

 

 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 福祉施設における感染拡大防止等への支援（再掲）          １，４５９億円

福祉施設において、新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費の支援や物資の確保等、

感染症対策を徹底しながら介護、障害福祉、児童福祉等のサービスや事業を継続的に提供す

るための支援等を行う。 

〇 待機児童解消に向けた保育の受け皿整備                 ３１７億円

保育の受け皿整備を進めるため、保育所等の整備に必要な経費を補助する。 

〇 個人向け緊急小口資金の特例貸付等の各種支援の実施（再掲）     ４，３００億円

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等から収入が減少し、一時的な資金が必要な

方に対し、引き続き緊急の貸付を実施するため、現行令和２年 12 月末までの申請期限を令

和３年３月末まで延長する。 

また、保育士資格、介護福祉士資格の取得を目指す者等に対する修学資金や、児童養護施

設退所者等に対する自立支援資金等の貸付原資の積み増しを行い、人材の確保等を促進す

る。 

〇 保育分野におけるＩＣＴ等導入支援（再掲）                １４億円

保育の周辺業務や補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務システムの導入を支援すると

ともに、在宅等で都道府県が実施する保育士等キャリアアップ研修等が受講できるよう、オ

ンライン研修を行うために必要な教材作成経費等を支援する。 
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（２）子ども・子育て支援新制度の着実な実施 

３兆３，１６１億円（３兆２，８９６億円） 

※内閣府において計上（一部厚生労働省計上分を含む） 

① 教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実     

１兆７，１６３億円（１兆６，３８３億円） 

「新子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿確保を行うとともに、引き続き、

すべての子ども・子育て家庭を対象に、市区町村が実施主体となり、教育・保育、

地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上等を図る。 

 

ア 子どものための教育・保育給付等 

・ 施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費） 

・ 地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保 

育に係る運営費） 

・ 子育てのための施設等利用給付 等 

 

イ 地域子ども・子育て支援事業 

市区町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援する。 

・ 利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支

援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業（フ

ァミリー・サポート・センター事業） 等 

 

＜令和３年度予算案における主な充実事項＞ 

・ 利用者支援事業の基本型について、地域の支援員が各事業所等を巡回し、

連携・協働の体制づくりや情報連携システムの構築等を行う経費を支援 

・ 利用者支援事業の特定型（保育コンシェルジュ）について、待機児童数が

50 人未満である市区町村でも「新子育て安心プラン」に参画すれば利用可能

に実施要件を見直し 

・ 利用者支援事業の母子保健型について、困難事例への対応等の支援を行う

専門職（社会福祉士、精神保健福祉士、心理職等）を配置するため、単価を

拡充  

・ 放課後児童クラブの育成支援の質の向上等を図るため、遊びや生活の場の

清掃、消毒等の運営に関わる業務、児童が宿題等に取り組むような促しや進

捗管理等のサポート等、育成支援の周辺業務を行う職員を配置した場合の加

算を創設 

・ 病児保育事業の補助単価について、提供体制を安定的に確保するため、利

用児童数の変動によらない基本単価を引き上げ 

等 
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② 放課後児童クラブの受け皿整備（一部再掲・①イ参照） 

１，０９２億円（９７８億円） 

「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、2021 年度末までに約 25 万人分の受

け皿を整備し待機児童の解消を目指し、2023 年度末までに計約 30 万人分の受け皿

の整備を図るとともに、引き続き施設整備費の補助率嵩上げを行う。 

 

 

③ 企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援 

１，９３９億円（２，２７３億円） 

仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、

企業主導型の事業所内保育等の保育を支援する。 

 

＜令和３年度予算案における主な充実事項＞ 

・ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業ついて、「新子育て安心プラン」

に基づき、割引券の補助枚数を引上げ 

・ 子ども・子育て支援に積極的な中小企業に対する助成事業（仮称）を創設 

 

④ 児童手当            １兆２，９４９億円（１兆３，２６２億円） 

次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。 

※「全世代型社会保障改革の方針」において、児童手当については、「少子化社会

対策大綱」等に基づき、高所得者の主たる生計維持者（年収 1,200 万円以上の

者（子ども２人と年収 103 万円以下の配偶者の場合））を特例給付の対象外と

し、令和４年 10 月支給分から適用することとされた。 

 

（３）ひとり親家庭等の自立支援の推進      １，７５６億円（１，７５６億円） 

① ひとり親家庭等への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化 

１，７５６億円（１，７５６億円） 

「子供の貧困対策に関する大綱」（令和元年 11 月 29 日閣議決定）及び「母子家

庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針」（令和２年３月

23日厚生労働省告示第78号）等に基づき、ひとり親家庭の就業による自立に向け、

就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援、経済的支援などの総合的

な支援の充実を図る。 

 

② 養育費に関する支援              １５９億円（１３３億円） 

養育費相談支援センターや地方自治体における養育費に関する相談支援を充実・

強化するとともに、離婚前からの親支援の充実及び養育費の履行確保に資する先駆

的な取組の推進を図る。 
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③ 子どもの学習・生活支援事業の推進 ５５４億円の内数（４８９億円の内数） 

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象とした学習・生活支援事業

を推進する。 

 

 
 

（４）不妊症・不育症に対する総合的支援の推進      ３７億円（１５３億円） 

① 不育症検査への助成【新規】                  １２億円 

不育症患者の経済的負担を軽減するとともに、研究段階にある不育症検査の保

険適用を推進するため、不育症検査に要する費用への助成を行う。 

 

② 不妊症・不育症に対する相談支援等の拡充【一部新規】６．３億円（１．０億円） 

不妊症・不育症の方への相談支援の充実を図るため不妊専門相談センターと自治

体（担当部局、児童相談所等）及び医療関係団体等で構成される協議会の設置を図

るほか、流産・死産に対するグリーフケアを含む相談支援、不妊症・不育症に悩む

方へ寄り添った支援を行うピアサポート活動や、不妊専門相談センターを拠点とし

たカウンセラーの配置等の推進を図る。また、国において不妊治療等に関する広報

啓発、ピアサポーター等の研修を実施する。 

 

   ③ 里親・特別養子縁組制度の普及啓発【一部新規】（再掲・②参照、後掲・９９ペー

ジ参照）                    ８．４億円（１．８億円） 

不妊治療実施医療機関などにおける、里親・特別養子縁組制度の普及啓発等を強

化する。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 ひとり親家庭のワンストップ相談体制の構築・強化            ４．０億円 

ひとり親家庭が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、ＳＮ

Ｓによる相談支援などＩＴ機器等の活用を始めとしたひとり親のワンストップ相談及びプ

ッシュ型支援体制の構築・強化を図る自治体の取組を支援する。 

〇 生活困窮者自立支援等の機能強化、ひきこもり支援の推進（再掲） １４０億円の内数

自立相談支援機関の支援員の加配等による体制強化とともに、家計改善支援の体制強化、

就労準備支援等のＩＣＴ化、住まい支援の強化等を進めることにより、生活困窮者自立支

援の機能強化を図る。 

また、福祉事務所における面接相談から保護の決定、その後の就労支援等による自立支

援までの業務体制の強化を図る。 

ひきこもり当事者等によるＳＮＳ等を活用したひきこもり支援を充実・促進するととも

に、官民協働で社会参加等に向けた支援に取り組む「市町村プラットフォーム」の設置・運

営を促進する。 
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④ 小児・AYA 世代のがん患者等の妊よう性温存療法のための支援【新規】（再掲・

５２ページ参照）                       １１億円 

 

⑤ 不妊治療と仕事の両立【一部新規】（再掲・７２ページ参照） 

５．０億円（２３百万円） 

 

 

 

（５）成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進     １５９億円（２７７億円） 

① 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援【一部新規】 

１０１億円（８７億円） 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援

センターの設置促進を図る。併せて、困難事例への対応等の支援を行う専門職（社

会福祉士、精神保健福祉士、心理職等）を配置するための単価の拡充を図る。 

※ 「子育て世代包括支援センター」（運営費）については、利用者支援事業（内閣府にお

いて計上）を活用して実施 

 

退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てができる支

援体制を確保する観点から、産婦健康診査等を推進するとともに、母子保健法の改

正により法的に位置付けられた産後ケア事業の更なる充実を図る。 

予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が身近

な地域で支援を受けられるよう、SNS を活用した相談支援や NPO 等によるアウトリ

ーチ、次の支援につなげるまでの緊急一時的な居場所の確保等を実施する。 

妊娠期から、出産後の養育への支援が必要な妊婦等への支援体制を強化するため、

産前・産後母子支援事業を推進する。 

育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎妊婦や多胎育児家庭を支援するため、多

胎児の育児経験者家族との交流会の開催、育児等サポーターによる産前・産後にお

ける日常の育児に関する介助等の支援を行う事業の拡充を行うとともに、多胎児を

妊娠した方に対し、単胎の場合よりも負担が大きい妊婦健康診査の費用を補助する

ことで、多胎妊産婦等への負担軽減を図る。 

出産・子育てに関して悩む父親支援のため、ピアサポート支援や、産後うつ対応

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 不妊治療の助成の拡充                         ３７０億円

不妊治療の経済的負担を軽減するため、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用への

助成について、所得制限の撤廃、助成額の拡充（現行１回 15 万円（初回のみ 30 万円）のと

ころ、１回 30 万円とする）等を行う。 
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を行うカウンセラー配置に係る支援の補助を創設する。 

聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、都道府県における新生児聴覚検査結

果の情報集約や医療機関・市区町村への情報共有・指導等、難聴と診断された子を

持つ親等への相談支援、産科医療機関等の検査状況・精度管理等の実施を支援する。 

妊産婦等への出生前検査（NIPT 等）に係る相談支援体制の整備を行うため、相談

支援の実施や、相談支援員の研修に係る補助を創設する。 

 

② 不育症検査への助成【新規】（再掲・９６ページ参照）             １２億円 

 

③ 不妊症・不育症に対する相談支援等の拡充【一部新規】（再掲・９６ページ参照） 

６．３億円（１．０億円） 

 

④ 予防のための子どもの死亡検証体制整備【一部新規】 １．３億円（５９百万円） 

予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review）について、制度化に向け、

都道府県における実施体制を検討するため、モデル事業として関係機関による連絡

調整、予防のための子どもの死亡検証に係るデータ収集及び整理、有識者や多機関

による検証並びに検証結果を踏まえた政策提言を行うための費用を支援する。また、

国において、都道府県が収集したデータや提言の集約や、都道府県におけるデータ

検証に対する技術的支援を実施する。 

 

 

 

２ 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進 

      補正１６６億円、当初１，７３５億円（１，７３１億円） 
 

（１）児童虐待防止対策の推進 

① 児童相談所の体制強化等【一部新規】  

児童福祉司の人材確保を進めるため、通信課程（１年）を活用した任用資格の取

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 不妊治療の助成の拡充（再掲）                     ３７０億円

不妊治療の経済的負担を軽減するため、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用への

助成について、所得制限の撤廃、助成額の拡充（現行１回 15 万円（初回のみ 30 万円）のと

ころ、１回 30 万円とする）等を行う。 

〇 妊産婦等への支援                            ４６億円

新型コロナウイルス感染症の影響により、不安を抱え困難な状況にある妊産婦への相談支

援等や健康診査を受診しづらい状況にある幼児への支援を行う。 
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得を支援する事業を創設するとともに、自治体が行う採用活動への支援について、

今後、児童相談所を設置する予定の自治体を補助対象に加えるよう、事業を拡充す

る。 

 

② 地域における子どもの見守り体制の強化等【一部新規】  

児童の安全確認等のための体制強化を図るため、児童相談所や市町村に子どもの

状況確認を行うための職員を配置するための補助の拡充を行う。加えて、市区町村

における地域とつながりのない未就園児等のいる家庭等を訪問する取組に対する

補助を行う。さらに、市区町村における相談支援体制の強化に向けて、引き続き、

子ども家庭総合支援拠点の設置促進を図るため、立ち上げに知見を有する者をアド

バイザーとして派遣する取組を拡充する。 

 

 

 

（２）家庭養育優先原則に基づく取組の推進  

家庭養育優先原則に基づき、 

・ 「概ね５年以内に３歳未満児の里親等委託率 75％以上」等の目標の実現に向け

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 「子どもの見守り強化アクションプラン」を踏まえた見守り支援の強化    ３６億円

子ども食堂や子ども宅食を運営する民間団体等と連携して地域における見守り体制を強

化する「支援対象児童等見守り強化事業」について、安定的実施に向け、引き続き財政支援

を行う。 

〇 ＩＣＴの活用等による児童虐待等の相談支援体制の強化           ５７億円

児童相談所、婦人相談所及び児童養護施設等におけるＩＣＴ化を推進し、業務におけるビ

デオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活用を促進するとともに業務負担の軽減を図

る。 

また、児童虐待に関する全国統一の情報共有システムの整備を進め、児童相談所・市町村

における情報共有や、転居ケース等における対応を効率的・効果的に行う取組を支援する。

〇 児童相談所におけるＳＮＳを活用した全国一元的な相談の受付体制（ＳＮＳ版「１８９」）

の構築等                                ７．９億円

子どもや家庭からの相談について、全国どこからでも相談を行うことができるＳＮＳによ

る全国共通のアカウントを開設し、各児童相談所がＳＮＳによる相談に対応する仕組みを新

たに構築するとともに、ＡＩを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツールの開発に向

けた取組（仕様書の作成等）を実施する。 

また、児童相談所に相談しやすい環境整備を進めるため、児童相談所相談専用ダイヤルに

ついて、無料化を行う。 
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て、里親養育包括支援（フォスタリング）事業の補助率の嵩上げ（1/2→2/3）や、

市町村と連携した里親等委託の推進、障害児養育に係る里親等の負担軽減に向け

た支援体制の構築等、里親養育包括支援（フォスタリング）事業の拡充を図る。 

・ ファミリーホームの養育者の負担軽減を図るため、補助者を配置するための補

助を拡充する。 

・ 子どもの出自を知る権利に関する支援等に取り組む養子縁組民間あっせん機

関に対する支援の拡充や養親希望者の手数料負担の更なる軽減等を実施するな

ど、特別養子縁組の取組を推進する。 

・ 児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の推進に向けて意欲的に取り組む自

治体・施設を支援するため、小規模かつ地域分散化された施設を整備する際の施

設整備費等の補助率の嵩上げ（1/2→2/3）を行うとともに、自治体における整備

候補地の確保に向けた取組等を支援する。 

 

（３）虐待を受けた子どもなどへの支援の充実  

子どもの自立に向けた継続的・包括的な支援体制の構築に向け、 

・ 民間団体等が児童養護施設等に赴き、入所児童に対する相談支援が実施出来る

よう補助を拡充するほか、医療機関等との連携に必要な経費の支援や退所者の法

律相談に対応するための補助の創設等を行う。 

・ 児童養護施設等の退所者に対して、入院時の身元保証に対する補助を創設する

とともに、保証人の範囲の拡大や同一の保証人から複数の保証を受けられるよう

にするなどの運用改善を行う。 

 

（４）困難を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進【一部新規】  

２３６億円（２０６億円） 

モデル事業として実施してきた若年被害女性等支援事業について、相談支援体制及

び医療機関との連携体制等の強化を図り、本格実施に移行する。 

婦人相談所における 24 時間相談対応の実施や、困難な問題を抱える女性への支援

を展開するためのネットワーク（協議会）の構築・運営等を推進する。 

民間支援団体への一時保護委託の積極的な活用を進めるため、同伴児童に対する教

育のための環境整備や人身取引被害者への支援等に係る一時保護委託費の拡充を図

る。 

 

 

  

☆一時保護の受入体制の強化、里親養育への支援の拡充など施設における地域支援機能の強化、児

童養護施設等の小規模かつ地域分散化の更なる推進 等   １，３１４億円（１，３１４億円）
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第８ 障害児・者支援の総合的な推進 
 

 

障害児・障害者の社会参加の機会の確保と地域社会における共生を支援するため、障

害福祉サービスの充実、地域生活支援の着実な実施や就労支援、精神障害者や発達障害

者などへの支援施策を推進する。 

 

１ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害

者支援の推進        

補正８７億円、当初２兆２，１４８億円（２兆１，２１１億円） 
 

（１）良質な障害福祉サービス等の確保   １兆６，７８９億円（１兆５，８４２億円） 

障害児・障害者が地域や住み慣れた場所で暮らすために必要な障害福祉サービス等

を総合的に確保する。 

 

 

（２）地域生活支援事業等の拡充【一部新規】       ５１３億円（５０５億円） 

障害者の理解促進や意思疎通支援など障害児・障害者の地域生活を支援する事業に

ついて、地域の特性や利用者の状況に応じ、事業の拡充を図る。 

 

（３）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備   ４８億円（６８億円） 

就労移行支援事業等を行う日中活動系事業所やグループホーム、障害児支援の拠点

となる児童発達支援センター等の整備を促進する。 

 

 

☆障害福祉サービス等報酬改定への対応 

福祉・介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、感染症等への対応力強化等を踏まえ、改

定率は全体で＋0.56％とする。  

※ うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価＋0.05％（令和 3年 9 月末

までの間） 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 福祉施設における感染拡大防止等への支援（再掲）            １，４５９億円 

福祉施設において、新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費の支援や物資の確保等、感染

症対策を徹底しながら介護、障害福祉、児童福祉等のサービスや事業を継続的に提供するための

支援等を行う。 

－101－



102 

 

 

 

（４）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供 ２，５８７億円（２，６０４億円） 

心身の障害の状態を軽減し、自立した日常生活等を営むために必要な自立支援医療

（精神通院医療、身体障害者のための更生医療、身体障害児のための育成医療）や障

害児入所施設を利用する者等に対する医療を提供する。 

また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。 

 

（５）障害福祉の仕事の魅力発信             １５百万円（１５百万円） 

障害福祉分野における多様な人材の参入を促進するため、障害福祉の仕事の魅力を

伝えるパンフレットや動画等を活用した広報を行うとともに、地域の関係機関等と連

携し、障害福祉の現場を知るための体験型イベント等の開催を行う。 

 

（６）障害児支援の推進                  １５億円（１２億円） 

① 医療的ケア児への支援の拡充【一部新規】（一部再掲・９２ページ参照）  

９．０億円（５．８億円） 

地域において、医療的ケア児を受け入れる体制を促進するため、医療的ケア児等

コーディネーターの配置を拡充し、相談体制の整備を進めるとともに、医療的ケア

児等への支援者の養成、地域で関係者が協議を行う場の設置、医療的ケア児等に対

応する看護職員確保のための体制構築、専門的な薬剤師の養成等を通じた適切な薬

物療法提供のための連携体制構築、医療的ケア児等の家族への支援を行うなど、総

合的な支援を実施する。 

また、医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の整備を推進するため、モデル

事業を一般事業化し、保育所等における看護師の配置や保育士の喀たん吸引等に係

る研修の受講等への支援を実施する。 

 

 

 

〇 介護・福祉分野におけるデジタル化・データ連携の推進（再掲）         ３６億円

介護保険関係業務や障害福祉関係業務、生活保護関係業務について、自治体における業務プロ

セスや情報システムの標準化等を行いデジタル化を推進する。また、対面を伴わないデータ連携

を行うための環境を整備し、業務の効率化を図る。 

〇 医療施設、社会福祉施設等の防災対策（再掲）                      １１０億円

医療施設や障害者支援施設、介護施設等の防災・減災対策を推進するため、耐震化整備や非常

用自家発電設備の設置、浸水対策等について支援を行う。 
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② 新生児聴覚検査及び聴覚障害児支援の推進【一部新規】（一部再掲・９７ページ

参照）                     ６．１億円（６．０億円） 

聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、都道府県における新生児聴覚検査結

果の情報集約や医療機関・市区町村への情報共有・指導等、難聴と診断された子を

持つ親等への相談支援、産科医療機関等の検査状況・精度管理等の実施を支援する。 

また、保護者に対する相談支援、人工内耳・補聴器・手話の情報等の適切な情報

提供、聴覚障害児の通う地域の巡回支援、障害福祉サービス事業所等への研修など

の聴覚障害児支援のための中核機能の整備などにより、聴覚障害児の早期支援の推

進を図る。 

 

（７）芸術文化活動の支援の推進【一部新規】       ４．６億円（４．１億円） 

障害者文化芸術活動推進法を踏まえ、芸術文化活動（美術、演劇、音楽等）を通し

た障害者の社会参加を一層推進するため、地域における障害者の芸術文化活動への支

援のための都道府県センターの設置促進や障害者芸術・文化祭を開催する。 

 

（８）視覚障害者・聴覚障害者等への情報・意思疎通支援の推進【一部新規】  

４．２億円（３．７億円） 

令和２年７月に策定された読書バリアフリー基本計画を踏まえ、視覚障害者等が読

書に親しめる環境を整備するため、インターネットを活用した点訳・音声図書の提供

等を推進する。 

また、令和２年６月に公布された電話リレーサービス法を踏まえ、公共インフラと

して着実な実施を図るため、手話通訳者等の養成の推進や、新しい手話表現の普及な

どの取組を促進する。 

 

（９）アルコール健康障害対策の推進【一部新規】   １９百万円（１６百万円） 

アルコール健康障害対策基本法及びアルコール健康障害対策推進基本計画に基づ

き、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及及びアルコール健康障害に関する予防及び

相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備を推進する。 

 

（１０）教育と福祉の連携の推進      ５１３億円の内数（５０５億円の内数） 

市町村内における家庭・教育・福祉の連携促進及び地域支援対応力の向上を図るた

め、教育委員会や福祉部局、学校、障害児通所支援事業所等の関係者が障害児への切

れ目ない支援について協議を行う場の設置や福祉機関と教育機関等との連携の役割

を担う「地域連携推進マネジャー」を市町村に配置する。 
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２ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策、依存症対策

の推進                当初２２１億円（２２２億円） 
 

（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築【一部新規】  

７．２億円（６．４億円） 

精神障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、住まいの確保支

援を含めた精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す。このため、

障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病

院、その他医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制

を構築し、地域の課題を共有した上で、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を

行う。 

また、精神疾患の予防や早期介入を図る観点から、メンタルヘルス・ファーストエ

イドの考え方に基づいた「心のサポーター養成事業」を実施し、メンタルヘルスやう

つ病、摂食障害などの精神疾患に対する理解の促進及び地域や職場での支援を受けら

れる基盤整備・体制整備を推進する。 

 

（２）精神科救急医療体制の整備              １７億円（１７億円） 

精神疾患のある救急患者や、精神疾患と身体疾患を併発している救急患者が、地域

で適切に救急医療を受けられるよう、関係機関（警察、消防、一般救急等）との連携

を図りながら、引き続き体制を整備する。 

また、依存症患者が救急医療を受けた後に適切な専門医療や支援等を継続して受け

られるよう、依存症専門医療機関等と精神科救急医療施設等との連携体制を構築する。 

 

（３）心神喪失者等医療観察法の医療提供体制の確保など  １８７億円（１９０億円） 

心神喪失者等医療観察法に基づく医療を円滑に行うために、引き続き指定入院医療

機関を整備し、地域偏在の解消を進める。 

指定医療機関の医療従事者等を対象とした研修や指定医療機関相互の技術交流等、

更なる医療の質の向上を図る取組を推進する。 

 

（４）依存症対策の推進（一部再掲・２（２）参照）   ９．４億円（９．３億円） 

アルコール、薬物、ギャンブル等依存症をはじめとする依存症患者やその家族等が

適切な治療や必要な支援を受けられるよう、全国拠点機関において、依存症対策に携

わる人材の養成や情報発信等に取り組む。 

都道府県等において、依存症の治療・相談支援等を担う人材育成、依存症相談拠点、

依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の選定・設置を行うことにより、依存症
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相談支援・治療体制、各地域における包括的な連携協力体制の整備等を推進する。ま

た、依存症患者が救急医療を受けた後に適切な専門医療や支援等を継続して受けられ

るよう、依存症専門医療機関等と精神科救急医療施設等との連携体制を構築する。 

さらに、相談支援や普及啓発等に全国規模で取り組む民間団体の支援や依存症の実

態を把握するための調査を実施するとともに、広く国民一般を対象に依存症の正しい

理解を広めるための普及啓発を実施する。 

 

３ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進 

当初７．０億円（６．３億円） 
 

（１）発達障害児・発達障害者に対する地域支援機能の強化【一部新規】  

２．７億円（２．２億円） 

発達障害児者の各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、地域の中核

である発達障害者支援センター等に配置する発達障害者地域支援マネジャーの体制

を強化することで、市町村や事業所等が抱える困難事例への対応促進等を図り、発達

障害児者に対する地域支援機能を強化する。 

 

（２）発達障害の初診待機解消に関する取組の推進       ９３百万円（８２百万円） 

発達障害児者の診断に係る初診待機の解消を進めるため、発達障害の医療ネットワ

ークを構築し、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行うための実地研修等の

実施や医療機関におけるアセスメント対応職員の配置を進める。 

 

（３）発達障害児・発達障害者とその家族に対する支援    １．６億円（１．６億円） 

都道府県及び市町村において、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対

するピアサポートや発達障害児者の家族に対するペアレントトレーニング、青年期の

発達障害者に対する居場所作り等を実施することにより、発達障害児者及びその家族

の支援を推進する。 

 

（４）発達障害に関する理解促進及び支援手法の普及    １．４億円（１．３億円） 

全国の発達障害者支援センターの中核拠点としての役割を担う、国立障害者リハビ

リテーションセンターに設置されている「発達障害情報・支援センター」で、発達障

害に関する各種情報を発信するとともに、困難事例に係る支援をはじめとする支援手

法の普及や国民の理解の促進を図る。 

「世界自閉症啓発デー」（毎年４月２日）などを通じて、自閉症をはじめとする発達

障害に関する正しい理解と知識の普及啓発等を行う。 

 

－105－



106 

 

 

 

４ 障害者への就労支援の推進      

補正４４百万円、当初１９２億円（１８０億円） 
 

（１）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化（再掲・７３ページ参照）  

１３７億円（１３５億円） 

 

（２）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援の強化

【一部新規】（再掲・７４ページ参照）         ３２億円（３１億円） 

 

（３）障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進【一部新規】（再掲・７４ページ

参照）                       １５億円（１２億円） 

 

（４）雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援（再掲・７５ページ参照）  

７．７億円（５０５億円の内数） 

 

（５）就労支援事業所等で働く障害者への支援         １４億円（１４億円） 

① 工賃向上等のための取組の推進          ６．４億円（６．０億円） 

一般就労が困難な障害者の自立した生活を支援する観点から、就労継続支援事業

所などに対し、経営改善、商品開発、市場開拓や販路開拓等に対する支援を行うと

ともに、在宅障害者に対する ICT を活用した就業支援体制の構築や販路開拓等の支

援等を実施する。 

全都道府県において、関係者による協議体の設置により共同受注窓口の機能を強

化することで、企業等と障害者就労施設等との受発注のマッチングを促進し、障害

者就労施設等に対する官公需や民需の増進を図ることに加え、農福連携に係る共同

受注窓口の取組を支援する。 

 

② 障害者就業・生活支援センターによる働く障害者への生活面の支援などの推進   

７．９億円（７．６億円） 

就業に伴う日常生活の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家

庭訪問等による生活面の支援などを実施する。 

 

③ 共同受注窓口を通じた全国的な受発注支援体制の構築【新規】  １６百万円 

就労継続支援事業所の全国的な受発注を進め、都道府県域を越えた広範な地域か

ら作業等の受注量を確保するため、その取組実績がある法人のノウハウを活かし、

その法人が、全国の共同受注窓口の取組事例を収集・整理するとともに、自らも各
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地の共同受注窓口を通じた全国的な受発注の推進支援を実施する。 

 

（６）農福連携による障害者の就農促進          ３．５億円（３．３億円） 

① 農福連携による障害者の就農促進プロジェクトの実施（一部再掲・（５）①参照）   

３．４億円（２．８億円） 

農業分野での障害者の就労支援に向け、障害者就労施設等への農業の専門家の派

遣による農業技術に係る指導・助言や６次産業化支援、農業に取り組む障害者就労

施設等によるマルシェの開催等の支援を実施する。また、過疎地域における取組を

後押しする。 

 

② 様々な産業と福祉との連携に向けた障害者就労のモデル事業の実施  

１７百万円（５２百万円） 

農業、林業、水産業に加え、環境や伝統工芸など、地域と関わりの深い様々な産

業と福祉の連携を推進する地域課題解決型の障害者就労のモデル事業を実施し、ガ

イドブック（事例集・マニュアル）を作成するとともに関係者による○福（マルフ

ク）連携推進協議会を開催することにより、横展開を図る。 
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第９ 安心できる年金制度の確立 
 

 

国民の老後の安定した生活を支えるセーフティネットである公的年金制度について、

持続可能で安心できる年金制度を確実に運営する。 

 

１ 持続可能で安心できる年金制度の運営   

当初１２兆６，２１３億円（１２兆４，６１５億円） 
 

基礎年金の国庫負担２分の１を維持し、長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を

将来にわたって持続可能なものとする。 

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に基づき、所得の額が一定基準以下等の

高齢者や障害者等に対して、年金生活者支援給付金を支給する。 

 

２ 日本年金機構による公的年金業務等の着実な実施（一部再

掲・８３ページ参照）     当初３，２７０億円（３，２５４億円） 
 

日本年金機構において、年金制度の安定的な運営と負担の公平を確保するため、厚生年

金保険の適用促進対策や国民年金の保険料収納対策を推進するとともに、引き続き、年金

記録の管理、適用、徴収、給付、相談等の各業務及び年金生活者支援給付金の支給事務を

正確、確実かつ迅速に行う。また、被用者保険の適用拡大に当たっての周知・専門家活用

支援を行う。 

 

３ 正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の着実な実施

（一部再掲・２参照）    当初１８億円（２０億円） 
 

パソコンやスマートフォンでいつでも年金記録の確認等ができる「ねんきんネット」の

利用登録を促進する等により、その普及を強力に推進する。 

未統合記録については、解明に向けた取組を引き続き実施するとともに、年金記録の訂

正手続を着実に実施する。 
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第１０ 施策横断的な課題への対応 
 

 

１ 統計改革の推進【一部新規】     当初３．２億円（５．４億円） 
 

厚生労働省における統計改革を推進するため、 

・統計に関する認識・リテラシー向上等を目的として、研修内容の更なる充実や専門

的な知識を有する統計データアナリスト・統計データアナリスト補の育成に資する

研修の在り方に関する調査研究等 

・統計を適切に作成することを目的として、現行統計処理システムが抱えるプログラ

ム言語の課題等を踏まえた次期統計処理システムの方向性に係る実現性検証のため

の調査研究の実施等 

・非常時における統計調査継続のための検討 

を実施する。 

 

２ 厚生労働省改革の推進【一部新規】 

当初１．５億円（１．４億円） 
 

職員一人ひとりの意欲と能力の向上による組織力・政策立案能力の強化を図るため、改

革工程表に掲げられた各改革項目等に沿って、厚生労働省の業務改革・人事制度改革等を

着実に実施する。 

 

３ 国際問題への対応  補正１０５億円、当初５０億円（６６億円） 
 

（１）国際機関を通じた国際協力の推進           １４億円（２７億円） 

① 世界保健機関（WHO）などを通じた国際協力の推進   ７．０億円（２０億円） 

国際保健分野における諸課題への取組を強化することを目的に、G20 大阪サミッ

ト等での成果も踏まえ、WHO など国際機関への拠出を通じて、ユニバーサル･ヘル

ス･カバレッジ（※）の達成に向けた保健システムの強化、日本の知見に期待が寄

せられる高齢化・認知症対策、また、アジア・アフリカ地域での薬剤耐性（AMR）

を含む感染症対策に関する支援など、国際協力事業を推進する。 

※ ユニバーサル･ヘルス･カバレッジ：全ての人々が基礎的な保健医療サービスを、経済的

困難を伴わない形で受けられる状態を指す概念 
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② 国際労働機関（ILO）を通じた国際協力の推進   ６．９億円（７．３億円） 

新型コロナウイルス感染症による各国の雇用・社会経済等への影響を考慮し、労

働分野の専門性や政労使へのネットワークなどを有する ILO への拠出を通じて労

働安全衛生の向上や持続可能な社会保険制度整備など、社会セーフティネットの構

築のための国際協力事業を実施し、日系企業の進出が著しいアジア・太平洋地域に

おけるディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を促進する。 

また、ILO 本部などに日本の専門家を派遣し、日本の優れた経験やノウハウを活

用した事業を実施することで、国際社会における日本のプレゼンスの向上に貢献す

る。 

 

（２）国際的な感染症に係るワクチン開発・普及事業の推進【一部新規】  

 ２４億円（２８億円） 

開発途上国における予防接種体制の整備、ワクチンの普及を、Gavi ワクチンアライ

アンスへの拠出を通じて促進するとともに、世界的に重大な影響を与えうる、平時に

おいて需要が少ないエボラ出血熱等の感染症へのワクチン開発を、引き続き、感染症

流行対策イノベーション連合（CEPI）への拠出を通じて促進することで、国際保健分

野での貢献を行う。 

 

（３）抗菌薬の研究開発と診断開発の推進（再掲・５０ページ参照） 

 １．９億円（２．０億円） 

薬剤耐性対策の推進に寄与するため、グローバル抗菌薬研究開発パートナーシップ

（GARDP）への拠出を通じ、耐性菌に対する治療方法・治療薬の開発を促進する。 

 

（４）国際保健政策人材養成の推進            ４１百万円（４８百万円） 

我が国の国際保健政策人材を戦略的に養成するため、「グローバルヘルス人材戦略

センター」を司令塔に、その人材の国際的組織への送り出しや、国内組織での受入れ

等を引き続き支援する。 

 

（５）経済連携協定などの円滑な実施           ７．４億円（７．３億円） 

経済連携協定（EPA）などに基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから入国す

る外国人看護師・介護福祉士候補者等について、その円滑かつ適正な受入れ及び受入

れの拡大のため、看護・介護導入研修を行うとともに、受入れ施設に対する巡回指導

や学習環境の整備、候補者への日本語や専門知識の習得に向けた支援等を行う。 
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（６）アジア諸国との医薬品・医療機器規制調和等の推進  ２．０億円（１．８億円） 

アジアの人々が日本の優れた製品の恩恵を受けられるよう、「アジア医薬品・医療

機器規制調和グランドデザイン」（令和元年６月健康・医療戦略推進本部決定）及び同

実行戦略（令和２年７月同本部決定）に基づき、規制当局責任者で構成される「アジ

アンネットワーク会合」の定期開催、PMDA のアジア医薬品・医療機器トレーニングセ

ンターが国内外で実施する海外規制担当者向けセミナーの拡充等を通じて、アジア諸

国の医薬品・医療機器規制調和を一層推進する。さらに、国際的な連携強化の一環と

して、途上国等で調達される医薬品に関する WHO の事前認証（PQ）審査に PMDA の審

査・査察結果が活用されるよう、両者の協働を図る。 
 

 

 

４ 新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等の

実施【一部新規】   補正９０億円、当初１９６億円（２４０億円） 
   ※予算額には、医療情報化支援基金の額を含まない。 

 

保健医療情報を本人や本人の同意を得た医療機関等で確認できる仕組みの推進などを

内容とする「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン」を実施するととも

に、保健医療ビッグデータの利活用の推進のため、レセプト情報・特定健診等情報データ

ベース（NDB）や介護保険総合データベースなど健康・医療・介護情報を連結して分析可

能な環境と民間事業者を含め幅広い主体へ提供する仕組みの整備や社会福祉法等の改正

に対応するための市町村介護保険事務システム等の改修等を行う。 

 

 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 国際機関等を通じた国際貢献の推進                      １０５億円 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、感染拡大及び国内流入防止等のため、ＷＨＯ、Ｇ

ａｖｉ、ＣＥＰＩ等への拠出を通じて、開発途上国における新型コロナウイルス感染症のワクチ

ン普及、保健システムの強化、国際的な感染症に係るワクチン開発・医薬品研究開発等を支援す

る。 

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 保健医療情報等の利活用（再掲）                      ５１億円 

保健医療ビックデータの利活用の推進のため、レセプト情報･特定健診等情報データベース（Ｎ

ＤＢ）や介護保険総合データベース等で保有する健康･医療･介護情報を連結して分析可能な環境

の整備を行う。 

また、保健医療情報を本人や本人の同意を得た全国の医療機関等で確認できる仕組みの対象と

なる情報項目を手術の情報などに拡大するため、必要なシステム改修を行う。 
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５ 社会保障に係る国民の理解の促進、国民の利便性向上等の

取組等         当初４．５億円（４．５億円） 
 

（１）情報セキュリティ対策               ３．９億円（３．９億円） 

厚生労働省及び関係機関の情報セキュリティ対策にかかる実効性の向上を図るた

め、外部事業者を活用した情報セキュリティ監査などを実施することにより、国民が

安心して厚生労働行政のサービスを受けることができるよう情報セキュリティ対策

の充実に取り組む。 

 

（２）社会保障教育の推進               ６１百万円（６２百万円） 

社会保障教育への理解促進を目的に、引き続き、高校教員向けの研修会を実施する。

また、現行の各種教材に対する教職員等の意見を踏まえ、より効果的で様々な利用局

面に対応できる教育ツールを開発し、学校現場へ提供する。 

  

〇 新たな日常にも対応する処方箋等の電子化に向けたシステム構築（再掲）     ６１億円 

オンライン資格確認等システムの基盤を活用し、処方・調剤業務の効率化のほか、重複投薬の

防止等にも資する電子処方箋管理システムを構築する。 

また、レセプト情報等の利活用が推進されるため、訪問看護レセプトの電子化を推進する。 
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Ⅳ 主要事項（復旧・復興関連） 
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※（復興）と記載のあるものは、「東日本大震災復興特別会計」計上項目 

＜第１ 東日本大震災や熊本地震をはじめとした災害からの復旧・

復興への支援＞ 
 

（被災者・被災施設の支援） 
（１）被災地における心のケア支援（一部復興）（一部後掲・１１５ページ参照）  

６８百万円（８７百万円） 

被災者支援総合交付金１２５億円（１５５億円）の内数 

東日本大震災による被災者の精神保健面の支援のため、専門職による相談支援等を

実施するとともに、自主避難者等への支援などを通じて、引き続き専門的な心のケア

支援を行う。 

熊本地震による被災者の専門的な心のケア支援を引き続き実施する。 

平成30年７月豪雨や令和元年台風第19号等における被災者の心のケアに対応する

ため、市町村等が行う被災者の専門的な心のケア支援を引き続き実施する。 

 

（２）障害福祉サービスの再構築支援（復興）       １．５億円（１．５億円） 

被災地の障害者就労支援事業所の業務受注の確保、流通経路の再建の取組や障害福

祉サービス事業所等の事業再開に向けた体制整備等に必要な経費について、財政支援

を行う。 

 

（３）被災地における福祉・介護サービス提供体制の確保（復興）  

３．２億円（３．３億円） 

避難指示区域等の解除等により、福祉・介護人材不足が深刻化している福島県の事

情を踏まえ、県内外から相双地域等の介護施設等への就労希望者に対する就職準備金

の貸付けや全国の介護施設等からの応援職員の確保に対する支援等を通じて、福祉・

介護人材の参入・確保を促進する。 

また、長期避難者の早期帰還を促進する観点から、住民帰還に先んじて、避難指示

解除区域等で事業を継続・再開する介護施設・事業所の経営強化等を支援する。 

 

（４）医療・介護・障害福祉制度における財政支援       ５０億円（６０億円） 

① 避難指示区域等での医療保険制度の特別措置（復興）  ３８億円（３８億円） 

東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域及び上位所得層を

除く旧避難指示区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、医療保険の一
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部負担金や保険料の免除等の措置を延長する場合には、引き続き保険者等の負担を

軽減するための財政支援を行う。 

 

② 避難指示区域等での介護保険制度の特別措置（復興）  １２億円（２２億円） 

東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域及び上位所得層を

除く旧避難指示区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、介護保険の利

用者負担や保険料の免除の措置を延長する場合には、引き続き保険者等の負担を軽

減するための財政支援を行う。 

 

③ 避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置（復興） １５百万円（１５百万円） 

東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域及び上位所得層を

除く旧避難指示区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、障害福祉サー

ビス等の利用者負担の免除の措置を延長する場合には、引き続き市町村等の負担を

軽減するための財政支援を行う。 

 

（５）被災した各種施設等の災害復旧に対する支援       ２８億円（９０億円） 

東日本大震災で被災した各種施設等のうち、各自治体の復興計画で、令和３年度に

復旧が予定されている以下の施設等の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

① 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興）  ２．５億円（３．５億円） 

 

② 障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援（復興） 

２百万円（２百万円） 

 

③ 保健衛生施設等の災害復旧に対する支援（復興）   ８．９億円（１．８億円） 

 

④ 水道施設の災害復旧に対する支援（一部復興）     １７億円（８５億円） 

 

（６）被災者支援総合交付金（復興庁所管）による支援（復興）  

１２５億円の内数（１５５億円の内数） 

復興の進展に伴い生じる被災者支援の課題に総合的かつ効果的に対応するため、①

被災者の心のケア支援、②被災した子どもに対する支援、③被災者への見守り・相談

支援等、④介護等のサポート拠点、⑤被災地の健康支援活動に対する支援を一括化し

た交付金において行う。 

 

（７）被災者に対する見守り・相談支援等の実施       １３億円（１３億円） 

大規模な災害により仮設住宅等に入居する被災者が、安心して日常生活を営むこと
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ができるよう、相談員の巡回による見守りや相談支援等を行い、孤立防止や地域コミ

ュニティの構築を支援する。 

 

 

 

（雇用の確保など） 
（１）原子力災害の影響を受けた被災者の一時的な雇用の確保（復興）  

制度要求（６．６億円） 

民間企業･NPO 等への委託により、福島県の被災求職者に対して一時的な雇用・就業

機会の提供等を行う「原子力災害対応雇用支援事業」の実施を通じ、その生活の安定

を図る。 

 

（２）産業政策と一体となった被災地の雇用支援（復興）         制度要求 

被災地における深刻な人手不足等の雇用のミスマッチに対応するため、「事業復興

型雇用確保事業」により、産業政策と一体となった雇用面での支援を行う。 

 

（３）福島避難者帰還等就職支援事業の実施         ４．３億円（４．３億円） 

福島県内外の避難者等の就職支援を推進するため、自治体や経済団体で構成する協

議会に対し、就職活動支援セミナー等の帰還者の雇用促進に資する事業を委託するほ

か、就職支援ナビゲーターによるきめ細かな支援を行う。 

 

（４）復旧・復興工事等に従事する労働者の安全衛生対策  １．６億円（１．８億円） 

東日本大震災及び熊本地震の被災地での復旧・復興工事の進捗状況に応じた安全衛

生等の確保を図るために、安全衛生専門家による巡回指導、新規参入者、管理監督者

等に対する安全衛生に関する教育・研修の支援を実施する。 

  

（参考）【令和２年度第三次補正予算案】 

〇 令和２年７月豪雨等による災害対応（再掲）                 ８．９億円

被災した医療施設等の早期復旧を図るため、復旧に要する費用に対して補助を行う。 

また、令和２年７月豪雨の被災者に対して医療保険や介護保険の窓口・利用者負担や保険料等

の減免を行った市町村等への財政支援を行う。 
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＜第２ 原子力災害からの復興への支援＞ 
 

（１）食品中の放射性物質対策の推進（復興）      ９７百万円（９８百万円） 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、食品中の放射性物質の摂取量等の

調査や流通段階での買上調査を実施するなどの取組を行う。 

 

（２）東京電力福島第一原発作業員への対応        ９．９億円（９．０億円） 

東電福島第一原発の廃炉等作業に係る労働者・事業者に対する健康相談窓口の開設

により、日常的な健康管理の支援を行うとともに、東電福島第一原発における廃炉等

作業従事者の安全衛生対策の徹底を図る。 

被ばく線量管理データを活用し緊急作業従事者の健康相談や保健指導、放射線被ば

くによる健康影響を明らかにするための疫学研究を引き続き実施する。 
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（単位：百万円）

令和２年度 令和３年度

予　算　額 予　算　案

第１ 新型コロナウイルス感染 １ 新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保 7,693 53,342

　　症から国民のいのちを ２ 検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築 0
22,527百万円

の内数

　　守るための体制確保 ３ 感染拡大防止に向けた研究開発の体制強化 1,303 3,552

第２ 地域包括ケアシステムの １ 質が高く効率的な医療提供体制の確保 189,747 183,581

　　構築等に向けた安心で ２ 安心で質の高い介護サービスの確保 3,355,715 3,432,519

　　質の高い医療・介護 ３ Society5.0の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進等 197,048 115,431

　　サービスの提供 ４ 安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保 12,254,443 12,153,178

第３ 健康で安全な生活の確保 １ 健康増進対策や予防・健康管理の推進 162,844 162,271

２ 感染症対策 33,220 39,743

３ がん対策、循環器病対策、肝炎対策、難病・小児慢性特定 314,761 316,691

 　疾病対策等

４ 健康危機管理・災害対策 492 991

５ ハンセン病対策 36,792 36,254

６ 原爆被爆者の援護 121,899 118,343

７ 医薬品等に関する安全・信頼性の確保、薬物乱用対策 1,100 1,374

８ 食の安全・安心の確保など 15,315 24,430

９ 水道の基盤強化 39,537 39,537

１０ 生活衛生関係営業の活性化や振興など 5,193 4,889

第４ 人材投資の強化や就職 １ 雇用の維持・継続に向けた支援 7,184 685,341

　　氷河期世代、高齢者、 ２ 業種・地域・職種を越えた再就職等の促進 114,787 133,787

　　女性等の多様な人材の ３ 派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、 63,032 72,675

　　活躍促進 　 新規学卒者等への就職支援

４ キャリア形成支援の推進、技能を尊重する気運の醸成 2,477 2,538

５ 医療介護福祉保育等分野への就職支援 3,957 5,506

６ 就職氷河期世代活躍支援プランの実施 63,158 70,770

７ 高齢者の就労・社会参加の促進 27,900 30,307

８ 女性活躍・男性の育児休業取得等の推進 17,376 19,753

９ 障害者の就労促進 17,045 18,103

１０ 外国人に対する支援 12,123 12,285

第５ ウィズコロナ時代の労働 １ 柔軟な働き方がしやすい環境整備 635 3,143

　　環境の整備、生産性向上 ２ 安全で健康に働くことができる職場づくり 32,612 29,742

　　の推進 ３ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一 37,397 46,251

　 労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

４ 総合的なハラスメント対策の推進 4,200 4,232

５ 治療と仕事の両立支援 3,422 3,344

令和３年度厚生労働省予算案の主要事項一覧表

項目 主要事項
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令和２年度 令和３年度

予　算　額 予　算　案
項目 主要事項

第６ 地域共生社会の実現に １ 相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的 3,895 11,584

　　向けた地域づくりと暮ら  　支援体制の整備促進

　　しの安心確保 ２ 生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進 57,427 63,973

３ 生活保護制度の適正実施 2,869,985 2,869,944

４ 成年後見制度の利用促進 803 589

５ 自殺総合対策の推進 3,299 3,449

６ 福祉・介護人材確保対策等の推進 100,635 105,344

７ 矯正施設退所者の地域生活定着支援 834 1,327

８ 戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など 21,720 20,446

第７ 子どもを産み育てやすい １ 「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援など 311,819 290,155

　　環境づくり ２ 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進 173,137 173,537

第８ 障害児・者支援の総合的 １ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・ 2,121,142 2,214,839

　　な推進 　 障害者支援の推進

２ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策、 22,229 22,096

　 依存症対策の推進

３ 発達障害児・発達障害者の支援施策の推進 630 697

４ 障害者への就労支援の推進 17,996 19,235

第９ 安心できる年金制度の １ 持続可能で安心できる年金制度の運営 12,461,542 12,621,314

　　確立 ２ 日本年金機構による公的年金業務等の着実な実施 325,408 326,968

３ 正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の着実な実施 1,992 1,811

第１０ 施策横断的な課題への １ 統計改革の推進 543 317

　　　対応 ２ 厚生労働省改革の推進 140 150

３ 国際問題への対応 6,632 4,986

４ 新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等 24,044 19,635

　 の実施

５ 社会保障に係る国民の理解の促進、国民の利便性向上等の 449 449

 　取組等
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　 電話番号（代表）０３－５２５３－１１１１

項　　　　　目 担当部局課室名

１　新型コロナウイルスと戦う医療・福祉提供体制の確保

  （１）介護・福祉サービス提供体制の継続支援
障害保健福祉部障害福祉課（内３０９１）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３５、３８７８）

  （２）福祉施設における感染防止対策

　　　①　個室化等の環境整備 老健局高齢者支援課（内３９２５）

　　　②　感染防止のための研修や業務継続計画（BCP）の策定等
障害保健福祉部障害福祉課（内３１４９）
老健局老人保健課（内３９６２、３９４３）

　　　③　ICT・ロボット等の導入
老健局高齢者支援課（内３９８５）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３７）

  （３）「医療のお仕事 Key-Net」等を活用した医療人材の確保 医政局医事課（内２５６８）

２　検査体制の充実、ワクチン・治療薬の開発、接種体制の構築

　（１）PCR検査･抗原検査等の戦略的・計画的な体制構築

　　　①　検疫所における水際対策の推進
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室（内２４６
７）

　（２）保健所等の機能強化

　　　①　保健所等の機能強化 健康局健康課地域保健室（内２３９８）

　　　②　感染症対策関係システムの総合的な運用に向けた次期システムの開発、
          機能・連携強化

健康局結核感染症課（内２０３６）

３　感染拡大防止に向けた研究開発の体制強化

　（１）国立感染症研究所の体制強化 大臣官房厚生科学課（内３８４３、３８１２）

　（２）国立国際医療研究センターの体制強化 医政局研究開発振興課（内２６２６）

　（３）臨床研究中核病院の体制強化による国際水準の臨床研究拠点の整備 医政局研究開発振興課（内４１６９）

　（４）アジア地域における臨床研究・治験ネットワークの構築
医政局研究開発振興課（内４１６５）
大臣官房厚生科学課（内３８０９)

Ⅲ　主要事項の担当部局課室一覧

第１　新型コロナウイルス感染症から国民のいのちを守るための体制確保
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第２　地域包括ケアシステムの構築等に向けた安心で質の高い医療・介護サービスの提供

項　　　　　目 担当部局課室名

１　質が高く効率的な医療提供体制の確保

　（１）地域医療構想の推進

　　　①　地域医療構想の実現に向けた地域医療介護総合確保基金等による支援 医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室（内２７７１、２６７３）

　　　②　地域医療構想推進のための病床機能再編支援 医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室（内２７７１、２６７３）

　（２）医師偏在対策の推進

　　　①　認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進 医政局地域医療計画課医師確保等地域医療対策室（内４１２８）

　　　②　総合診療医の養成支援 医政局医事課（内２５６８）

　（３）医療従事者働き方改革の推進

　　　①　勤務医の労働時間短縮の推進 医政局医事課（内２５６８）

　　　②　医療勤務環境改善事例の普及展開 医政局医事課（内２５６８）

　　　③　タスク・シフティングに向けた人材確保

　　　　ア　特定行為に係る看護師の研修制度の推進 医政局看護課（内２６５４）

　　　　イ　医師事務作業補助者・看護補助者の確保・定着支援 医政局医事課（内２５６８）

　　  ④　組織マネジメント改革の推進

　　　　ア　医療機関管理者のマネジメント研修 医政局医事課（内２５６８）

　　　　イ　｢医療勤務環境改善支援センター｣による医療機関への支援 労働基準局労働条件政策課（内５５４５）

　　  ⑤　女性医療職等のキャリア支援 医政局医事課（内２５６８）

　　  ⑥　地域医療介護総合確保基金による病院内保育所への支援 医政局看護課（内２６５４）

　　  ⑦　医療機関への上手なかかり方の国民への周知啓発 医政局医事課（内２５６８）

　　  ⑧　勤務医の時間外労働上限規制開始に向けた制度準備等 医政局医事課（内２５６８）

　　  ⑨　ICT等を活用した生産性向上の推進

　　　　ア　TeleｰICU体制の整備促進 医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室（内２５５０）

　　　　イ　保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの推進 医政局研究開発振興課（内２６８４）

　（４）住み慣れた地域で適切な医療サービス等が受けられる体制整備

　　  ①　災害医療体制の充実
医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室（内２５４８、２５５１）
医政局地域医療計画課精神科医療等対策室（内２７７１）
医薬・生活衛生局総務課（内４２１３）

　　  ②　救急医療体制の推進

　　　　ア　救急医療体制の整備 医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室（内２５５０）

　　　　イ　ドクターヘリの導入促進 医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室（内２５５０）

　　  ③　小児・周産期医療体制の確保 医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室（内４１２１）

　　  ④　へき地保健医療対策の推進 医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室（内２５５１）

　　  ⑤　歯科保健医療提供体制の整備 医政局歯科保健課（内２５８３）

　　  ⑥　在宅医療の推進 医政局地域医療計画課在宅医療推進室（内２６６２）

　　  ⑦　人生の最終段階における医療・ケアの体制整備 医政局地域医療計画課在宅医療推進室（内２６６２）

　（５）薬剤師の資質向上に向けた卒後の臨床研修の推進 医薬・生活衛生局総務課（内４２１３）

　（６）死因究明等の推進 医政局医事課（内２５６８）

　（７）医療安全の推進 医政局総務課医療安全推進室（内２５７９）

　（８）国民への情報提供の適正化の推進 医政局総務課（内４０９８、２５２０）

２　安心で質の高い介護サービスの確保

　（１）介護保険制度による介護サービスの確保

　　　①　介護保険制度による介護サービスの確保 老健局介護保険計画課（内２２６４）

　　　②　地域支援事業の推進

　　　　ア　介護予防・日常生活支援総合事業等の推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９８２）

　　　　イ　包括的支援事業の推進

　　　　（ア）認知症施策の推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７３）

　　　　（イ）生活支援の充実・強化 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９８２）

　　　　（ウ）在宅医療・介護連携の推進 老健局老人保健課（内３９４７）

　　　　（エ）地域ケア会議の開催 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９８２）

　　　③　介護保険の第１号保険料の低所得者軽減強化 老健局介護保険計画課（内２２６４、２２６０）
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項　　　　　目 担当部局課室名

　（２）介護の受け皿整備、介護人材の確保

　　　①　地域医療介護総合確保基金（介護分）の実施

　　　　ア　介護施設等の整備に関する事業 老健局高齢者支援課（内３９２５）

　　　　イ　総合的・計画的な介護人材確保の推進
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３５、３８７８）

　　　②　介護施設等における防災・減災対策の推進 老健局高齢者支援課（内３９２５）

　　　③　介護分野における生産性向上の推進

　　　　ア　介護事業所における生産性向上推進事業
老健局高齢者支援課（内３９８５）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３７）

　　　　イ　介護ロボット開発等加速化事業 老健局高齢者支援課（内３９８５）

　　　　ウ　ICTを活用した介護情報連携推進事業 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３７）

　　　　エ　介護事業所における多様な働き方の導入 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）

　　　④　介護職員の処遇改善の促進 老健局老人保健課（内３９４２、３９５９）

　　　⑤　介護の仕事の魅力等に関する情報発信 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）

　　　⑥　介護福祉士修学資金等貸付事業等の拡充

　　　　ア　福祉系高校に通う学生に対する支援 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４５）

　　　　イ　他業種で働いていた者等多様な人材の介護分野への参入促進
            に対する支援

社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４５）

　　　⑦　外国人介護人材の受入環境の整備 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８９４）

　（３）自立支援・重度化防止に向けた取組の強化

　　　①　保険者機能の強化

　　　　ア　保険者の予防・健康づくり等の取組強化 老健局介護保険計画課（内２１６５）

　　　　イ　介護・医療関連情報の「見える化」の推進 老健局老人保健課（内３９４４）

　　　　ウ　高齢者の自立支援・重度化防止、介護予防の横展開
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９８２）
老健局老人保健課（内３９４７）

　　　②　科学的介護の実現に資する取組の推進 老健局老人保健課（内３９４４）

　（４）認知症施策推進大綱に基づく施策の推進

　　　①　認知症に係る地域支援事業の推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７３）

　　　②　認知症施策の総合的な取組

　　　　ア　認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７３）

　　　　イ　認知症の人本人や家族に対する伴走型支援拠点の整備の推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７３）

　　　　ウ　認知症疾患医療センターの整備促進・診断後等の支援の強化 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７４）

　　　　エ　認知症理解のための普及啓発等 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７３）

　　　　オ　成年後見制度の利用促進
社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室（内２２２６）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３８６８）

　　　③　認知症研究の推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３８７１）

　（５）生涯現役社会の実現に向けた環境整備等 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３５、３８７８）

　（６）適切な介護サービス提供に向けた各種取組 老健局書記室（内３９０３）

３　Society5.0の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進等

　（１）医療等分野におけるICTの利活用の促進等

　　　①　医療保険分野における番号制度の利活用推進 保険局医療介護連携政策課データ企画室（内３１３２）

　　　②　医療等分野における識別子の導入 政策統括官付情報化担当参事官室（内７４０５）

　　　③　保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの推進 医政局研究開発振興課（内２６８４）

　　　④　データヘルス分析関連サービスの構築に向けた整備 保険局医療介護連携政策課データ企画室（内３２６９）

　（２）保健医療分野等の研究開発の推進

　　　①　日本医療研究開発機構（AMED）における新型コロナウイルスに関する研究
　　　　　を含めた研究開発支援

　　　　ア　医薬品プロジェクト 大臣官房厚生科学課（内３８２０）

　　　　イ　医療機器・ヘルスケアプロジェクト 大臣官房厚生科学課（内３８１３）

　　　　ウ　再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクト 大臣官房厚生科学課（内３８１３）

　　　　エ　ゲノム・データ基盤プロジェクト 大臣官房厚生科学課（内３８２８）

　　　　オ　疾患基礎研究プロジェクト 大臣官房厚生科学課（内３８１３）

　　　　カ　シーズ開発・研究基盤プロジェクト 大臣官房厚生科学課（内２２７２）

　　　②　厚生労働行政施策の推進に資する研究の促進 大臣官房厚生科学課（内２２７２）
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項　　　　　目 担当部局課室名

　（３）全ゲノム解析等実行計画の推進
大臣官房厚生科学課（内３８２８）
健康局がん・疾病対策課（内３８２７）
健康局難病対策課（内２３５５）

　（４）医薬基盤・健康・栄養研究所の研究開発の促進 大臣官房厚生科学課（内３８２３）

　（５）医薬品・医療機器等の開発促進

　　　①　医薬品医療機器等申請・届出手続のオンライン化の推進 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課（内４２３４）

　　　②　クリニカル・イノベーション・ネットワーク構想の推進 医政局研究開発振興課（内４１５１、４１５５）

　　　③　現場のニーズをとらえた国産医療機器創出のための支援体制の整備 医政局経済課（内４１１８）

　　　④　バイオ医薬品の製造・開発を担う人材の育成とバイオシミラーの普及 医政局経済課（内４１１８）

      ⑤　ＡＩ等の先端技術を活用したプログラム医療機器の評価手法の確立 医薬・生活衛生局医療機器審査管理課（内２７３２）

　　　⑥　医療情報データベースの活用推進に向けた環境整備 医薬・生活衛生局医薬安全対策課（内２７４９）

　（６）医療系ベンチャーの振興 医政局経済課（内４１１８）

　（７）医療の国際展開

　　　①　医療の国際展開の推進 医政局総務課医療国際展開推進室（内４１０８）

　　　②　外国人患者の受入環境の整備 医政局総務課医療国際展開推進室（内４１０８）

　（８）後発医薬品の使用促進 医政局経済課（内４１１８）

４　安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保

　（１）各医療保険制度などに関する医療費国庫負担

保険局総務課（内３１３５）
保険局保険課（内３１５２）
保険局国民健康保険課（内３２５６）
保険局高齢者医療課（内３１９４）

　（２）国民健康保険への財政支援 保険局国民健康保険課（内３２５６）

　（３）被用者保険への財政支援 保険局高齢者医療課（内３１９２）

－123－



第３　健康で安全な生活の確保

項　　　　　目 担当部局課室名

１　健康増進対策や予防・健康管理の推進

　（１）健康寿命延伸に向けた予防・健康づくり

　　　①　保険者のインセンティブ強化（国保・保険者努力支援制度） 保険局国民健康保険課（内３２５６）

　　　②　データヘルス（医療保険者によるデータ分析に基づく保健事業）の効果的
　　　　　な実施の推進

　　　　ア　レセプト・健診情報等の分析に基づいた保健事業等の推進

保険局保険課（内３１７３）
保険局高齢者医療課（内３２２９）
保険局国民健康保険課（内３２５６）
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　　イ　保険者協議会における保健事業の効果的な実施への支援 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　　ウ　40歳未満の事業主健診情報の活用に向けたシステム構築の支援 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　③　先進事業等の好事例の横展開等

　　　　ア　高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の全国的な横展開等の推進 保険局高齢者医療課（内３２２９）

　　　　イ　糖尿病性腎症患者の重症化予防の取組への支援 保険局保険課（内３１７３）

　　　　ウ　健康寿命の延伸に向けた歯科口腔保健の推進等
医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室（内２５８３）
保険局高齢者医療課（内３２２９）

　　　④　保険者の予防・健康インセンティブの取組への支援 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　⑤　ナッジやデータヘルス等を活用した健康づくりの推進
健康局健康課（内２３９６）
健康局健康課栄養指導室（内２９５３）

　　　⑥　健康増進効果等に関する実証事業の実施

医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室（内２５８３）
健康局健康課（内２９４６）
健康局がん・疾病対策課（内３８２７）
老健局老人保健課（内３９６３）
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　⑦　生活習慣病予防及び女性の健康の包括的支援に関する研究などの推進 健康局健康課（内２３９６）

　　　⑧　受動喫煙対策の推進
健康局健康課（内２３９６）
医薬・生活衛生局生活衛生課（内２４３７、２４３５）
労働基準局安全衛生部労働衛生課（内５５０６）

　　　⑨　保険者とかかりつけ医等の共働による加入者の予防健康づくりの実施 保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　⑩　熱中症対策の推進 健康局健康課地域保健室（内２３９８）

　（２）薬剤師の資質向上に向けた卒後の臨床研修の推進 医薬・生活衛生局総務課（内４２１３）

　（３）介護・医療関連情報の「見える化」の推進 老健局老人保健課（内３９４４）

　（４）認知症施策推進大綱に基づく認知症施策の推進 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９７３）

２　感染症対策

　（１）風しん対策の推進 健康局結核感染症課（内２０９７）

　（２）新型インフルエンザ等の感染症対策の推進
健康局結核感染症課（内２３８２、２０９７、４６０９）
医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室（内２４
６７）

　（３）AMR（薬剤耐性）対策の推進 健康局結核感染症課（内２３８２、２０３６、２９３１、２０９７）

　（４）エイズ対策の推進 健康局結核感染症課（内２３５８）

　（５）HTLV-1関連疾患に関する研究の推進 健康局結核感染症課（内２０９７）

３　がん対策、循環器病対策、肝炎対策、難病・小児慢性特定疾病対策等

　（１）がん対策

　　　①　がん予防 健康局がん・疾病対策課（内３８２７）

　　　②　がん医療の充実 健康局がん・疾病対策課（内３８２７）

　　　③　がんとの共生 健康局がん・疾病対策課（内３８２７）

      ④　小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法のための支援 健康局がん・疾病対策課（内２９２４、３８２７）

　（２）循環器病対策 健康局がん・疾病対策課（内２３５９）

　（３）肝炎対策

　　　①　早期発見・早期治療を促進するための環境整備

　　　　ア　肝炎ウイルス検査と重症化予防の推進 健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　　　　イ　ウイルス性肝炎に係る医療の推進 健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　　　②　肝がん・重度肝硬変に係る治療研究の促進及び患者への支援 健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　　　③　肝炎治療研究などの強化 健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室（内２９４８）

　（４）Ｂ型肝炎訴訟の給付金などの支給 健康局がん・疾病対策課Ｂ型肝炎訴訟対策室（内２１０１）
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項　　　　　目 担当部局課室名

　（５）難病・小児慢性特定疾病対策等

　　　①　難病対策の推進

　　　　ア　医療費助成の実施 健康局難病対策課（内２３５５）

　　　　イ　難病患者の社会参加と難病に対する国民の理解の促進のための施策の充実 健康局難病対策課（内２３５５）

　　　　ウ　難病の医療提供体制の構築 健康局難病対策課（内２３５５）

　　　　エ　難病に関する調査・研究などの推進 健康局難病対策課（内２３５５）

　　　②　小児慢性特定疾病対策の推進 健康局難病対策課（内２３５５）

　　　③　慢性疼痛対策の推進 健康局難病対策課（内２３５５）

　　　④　リウマチ・アレルギー対策の推進 健康局がん・疾病対策課（内２３５９）

　　　⑤　慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の推進 健康局がん・疾病対策課（内２３５９）

　（６）移植医療対策

　　　①　造血幹細胞移植対策の推進 健康局難病対策課移植医療対策推進室（内２３６３）

　　　②　臓器移植対策の推進 健康局難病対策課移植医療対策推進室（内２３６５）

４　健康危機管理・災害対策

　（１）健康安全・危機管理対策総合研究の推進 健康局健康課地域保健室（内２３９８）

　（２）健康危機管理体制の整備
大臣官房厚生科学課（内３８１８）
健康局健康課地域保健室（内２３９８）

５　ハンセン病対策 健康局難病対策課（内２３６９）

６　原爆被爆者の援護 健康局総務課（内２９５５）

７　医薬品等に関する安全・信頼性の確保、薬物乱用対策

　（１）医薬品、医療機器、再生医療等製品を安心して使用するための安全対策の強化、
　　　　きめの細かい対応

　　　①　医療情報データベースの活用推進に向けた環境整備 医薬・生活衛生局医薬安全対策課（内２７４９）

　　　②　妊娠と薬情報センターの高度化 医薬・生活衛生局医薬安全対策課（内２７４９）

　　　③　高齢者における医薬品の安全使用の推進 医薬・生活衛生局医薬安全対策課（内２７４９）

　（２）薬物取締体制等の充実 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課（内２７６９）

８　食の安全・安心の確保など

　（１）残留農薬・食品用容器包装等の規格基準策定等の推進 医薬・生活衛生局食品基準審査課（内２４４４）

　（２）HACCPの制度化などによる的確な監視・指導対策の推進等 医薬・生活衛生局食品監視安全課（内４２３８）

　（３）農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応の強化 医薬・生活衛生局食品監視安全課（内４２３８）

　（４）検疫所における水際対策等の推進

　　　①　検疫所における検査体制等の機能強化等 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室（内２４６７）

　　　②　輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室（内２４６７）

　（５）食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等 

　　　①　食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課（内２４９３）

　　　②　食品の安全の確保に資する研究の推進 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課（内２４５２）

　　　③　カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課（内２４９２）

９　　水道の基盤強化 医薬・生活衛生局水道課（内４０２６）

１０　生活衛生関係営業の活性化や振興など 医薬・生活衛生局生活衛生課（内２４３７、２４３５）
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第４　人材投資の強化や就職氷河期世代、高齢者、女性等の多様な人材の活躍促進

項　　　　　目 担当部局課室名

１　雇用の維持・継続に向けた支援

職業安定局雇用開発企画課（内５８７３）
職業安定局雇用保険課（内５７６２、５７６３）
職業安定局労働移動支援室（内５７８７、５８７８）
人材開発統括官付参事官（若年者・キャリア形成支援担当）付企業内人材開発
支援室（内５９３９）

２　業種・地域・職種を越えた再就職等の促進

　（１）職業訓練を通じた職業スキルや知識の習得
人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付訓練企画室（内５９２６、５
６００、５９２３）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）

　（２）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる業種を越えた再就職等の支援 職業安定局首席職業指導官室（内５６９７）

　（３）業種・職種を越えた転換を伴う再就職等を促進する都道府県の取組等を支援 職業安定局地域雇用対策課（内５８６６）

　（４）都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援
職業安定局地域雇用対策課（内５８６４）
職業安定局農山村雇用対策室（内５８５０）

　（５）新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等への再就職支援 職業安定局労働移動支援室（内５７９２、５７８７）

　（６）ハローワークにおける求人の確保と求人充足サービスの充実等
職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）
職業安定局公共職業安定所運営企画室（内５７１３）

３　派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者等への就職支援

　（１）ハローワークの就職支援ナビゲーターによる求職者の状況に応じた
　　　　きめ細かな担当者制支援

職業安定局首席職業指導官室（内４４３６）

　（２）求職者支援訓練による再就職支援
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）
人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付訓練企画室（内５６００）

　（３）ハローワークにおける生活困窮者等の就労支援 職業安定局就労支援室（内５７９６）

　（４）生活困窮者等を雇い入れる事業主への助成 職業安定局就労支援室（内５７９６）

　（５）職業能力・職場情報・職業情報の見える化の推進

職業安定局首席職業指導官室（内５６９０）
人材開発統括官付参事官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支
援室（内５９５９）
人材開発統括官付能力評価担当参事官室（内５９４２）
職業安定局労働移動支援室（内５７８７）

　（６）新規学卒者等への就職支援 人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室（内５３３７）

　（７）フリーターへの就職支援 人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室（内５３３７）

　（８）雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の促進等
職業安定局雇用開発企画課（内５８０５）
職業安定局介護労働対策室（内５８５２）
職業安定局建設港湾対策室（内５８０４）

　（９）紹介予定派遣を通じた正社員化の促進 雇用環境・均等局有期・短時間労働課（内５２６８）

４　キャリア形成支援の推進、技能を尊重する気運の醸成

　（１）キャリア形成サポートセンターを通じたキャリア設計支援の推進等
人材開発統括官付参事官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支
援室（内５９５９）

　（２）技能を尊重する気運の醸成 人材開発統括官付能力評価担当参事官室（内５９４２）

５　医療介護福祉保育等分野への就職支援

　（１）雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援

人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付訓練企画室（内５９２６、５
６００）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）
職業安定局首席職業指導官室（内５６９７）
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４５）
障害保健福祉部企画課（内３０２４）

　（２）ハロ－ワークの専門支援窓口拡充、「医療・福祉分野充足促進
　　　　プロジェクト」の推進

職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）

　（３）優良基準の明確化等による優良な民間人材サービス事業者の推奨 職業安定局民間人材サービス推進室（内５８７４）

　（４）「医療のお仕事 Key-Net」等を活用した医療人材の確保 医政局医事課（内２５６８）

６　就職氷河期世代活躍支援プランの実施

　（１）ハローワークにおける専門窓口の拡充、専門担当者のチーム制による
        就職相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援

職業安定局首席職業指導官室（内５６３４）

　（２）民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援の実施
職業安定局首席職業指導官室（内５６３４）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）

　（３）短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援
人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付政策企画室（内５９２５）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）

　（４）就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れる企業への助成金等の活用 職業安定局労働移動支援室（内５７９２）

　（５）地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代の無業者の支援 人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室（内５９３７）

　（６）就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを
　　　　活用した支援等

人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室（内５６９５）

　（７）ひきこもり支援及び地域社会に向けた情報発信の推進 社会・援護局地域福祉課（内２２１９）
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項　　　　　目 担当部局課室名

７　高齢者の就労・社会参加の促進

　（１）70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を
        行う企業への支援

職業安定局高齢者雇用対策課（内５８２２）
職業安定局雇用開発企画課（内５２４１）
職業安定局雇用保険課（内５６４１）

　（２）ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援の拡充
職業安定局高齢者雇用対策課（内５８２２）
職業安定局労働移動支援室（内５７８７、５８７８）

　（３）高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援 労働基準局安全衛生部安全課（内５６１４）

　（４）シルバー人材センターなどの地域における多様な就業機会の確保 職業安定局高齢者雇用対策課（内５８２２）

８　女性活躍・男性の育児休業取得等の推進

　（１）不妊治療と仕事の両立 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４４）

　（２）女性活躍推進法の対象拡大に向けた中小企業への支援等 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４３）

　（３）子育て等により離職した女性の再就職の支援 職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）

　（４）男性の育児休業取得を促進する枠組み等の検討及び周知・支援 雇用環境・均等局職業生活両立課（内７８５７）

　（５）新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等に対応した
　　　　特別有給休暇制度導入等への取組支援

雇用環境・均等局職業生活両立課（内７８５７）

　（６）母性健康管理措置による有給休暇制度導入等への取組支援 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４３）

９　障害者の就労促進

　（１）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化 職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）

　（２）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した
        就労支援の強化

職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）
人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付特別支援室（内５９６２）

　（３）障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進 職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）

　（４）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の推進
職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）
大臣官房人事課（内４４２６）

　（５）雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

１０　外国人に対する支援

　（１）外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施、
　　　　外国人労働者の雇用管理改善に取り組む企業への支援

職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）

　（２）外国人労働者の労働条件等の相談・支援体制の強化
労働基準局監督課（内５５４２）
労働基準局安全衛生部安全課（内５６１４）
雇用環境・均等局総務課（内７８２３）

　（３）自治体と連携した地域における外国人労働者の受入れ・定着のための
        モデル事業の実施

職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）

　（４）外国人求職者等に対する就職支援

　　　①　外国人留学生等に対する相談支援の実施 職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）

　　　②　定住外国人等に対する相談支援の実施 職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）

　　　③　外国人就労・定着支援研修の実施 職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）

　（５）ハローワーク等における多言語相談支援体制の整備 職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）

　（６）外国人技能実習の実地検査や相談支援の適切な実施 人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室（内５６０３）
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第５　ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進

項　　　　　目 担当部局課室名

１　柔軟な働き方がしやすい環境整備

　（１）「新しい働き方」に対応した良質な雇用型テレワークの導入・定着促進 雇用環境・均等局在宅労働課（内７８７０）

　（２）雇用類似の働き方の者と発注者との契約等のトラブルに関する関係省庁と
        連携した相談支援等

雇用環境・均等局在宅労働課（内７８７０）

　（３）副業・兼業を行う労働者の健康確保に取り組む企業等への支援等
労働基準局労働関係法課（内７７５３）
労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室（内５４９２）

２　安全で健康に働くことができる職場づくり

　（１）職場における感染防止対策等の推進
労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室（内５４９３）
労働基準局安全衛生部安全課（内５６１４）

　（２）長時間労働の是正

　　　①　生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む事業者等の支援
労働基準局労働条件政策課（内５５２４）
雇用環境・均等局有期・短時間労働課（内５２７５）
雇用環境・均等局職業生活両立課（内７８６４）

　　　②　自動車運送業、建設業、情報サービス業における勤務環境の改善

労働基準局補償課（内５４６７）
労働基準局労働条件政策課（内５３８９、５３５６、５５２４）
労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室（内５４８９）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）
職業安定局建設港湾対策室（内５８０４）
人材開発統括官付参事官（若年者・キャリア形成支援担当）付企業内人
材開発支援室（内５９３９）

　　　③　勤務間インターバル制度の導入促進
労働基準局労働条件政策課（内５５２４）
雇用環境・均等局職業生活両立課（内７８６４）

　　　④　長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化等
労働基準局監督課（内５５４２）
労働基準局労働条件政策課（内５５４５）

　　　⑤　長時間労働につながる取引環境の見直し 雇用環境・均等局職業生活両立課（内７８６４）

　　　⑥　年次有給休暇の取得促進等による休み方改革の推進 雇用環境・均等局職業生活両立課（内７８６４）

　　　⑦　不妊治療と仕事の両立 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４４）

　（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

　　　①　第13次労働災害防止計画重点業種等の労働災害防止対策の推進
労働基準局安全衛生部安全課（内５４８１）
労働基準局安全衛生部労働衛生課（内５４９６）

　　　②　高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援 労働基準局安全衛生部安全課（内５６１４）

　　　③　産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進 労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室（内５４９２）

　　　④　化学物質対策、石綿ばく露防止対策の徹底 労働基準局安全衛生部化学物質対策課（内５５１４）

３　最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など
　　雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

　（１）最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援 労働基準局賃金課（内５３４８）

　（２）生活衛生関係営業者の収益力向上の推進等 医薬・生活衛生局生活衛生課（内２４３７、２４３５）

　（３）同一労働同一賃金の取組の周知・相談支援
労働基準局労働条件政策課（内５５２４）
職業安定局需給調整事業課（内５３２７）
雇用環境・均等局有期・短時間労働課（内５２７１）

　（４）未払賃金立替払の確実・迅速な実施 労働基準局監督課（内５５４３）

　（５）非正規雇用労働者のキャリアアップの推進等

　　　①　非正規雇用労働者の処遇改善を行う企業への助成金による支援 雇用環境・均等局有期・短時間労働課（内５２６８）

　　　②　無期転換ルールの円滑な運用 労働基準局労働関係法課（内７７５３）

　　　③　人事評価制度や賃金制度の整備による取組の支援 職業安定局雇用開発企画課（内５８０５）

　（６）被用者保険の適用拡大に当たっての周知・専門家活用支援
年金局事業管理課（内３６４７、３６２３）
年金局年金課（内３３３５）

４　総合的なハラスメント対策の推進

　（１）職場におけるハラスメント撲滅対策の集中実施 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４２）

　（２）中小企業へのハラスメント対策取組支援 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４２）

　（３）早期の紛争解決に向けた体制整備等 雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室（内７７３６）

　（４）カスタマーハラスメント対策の推進 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４２）

５　治療と仕事の両立支援

　（１）治療と仕事の両立支援に関する取組の促進 労働基準局安全衛生部労働衛生課治療と仕事の両立支援室（内５５７８）

　（２）トライアングル型サポート体制の構築

健康局がん・疾病対策課（内３８２７、２３５９）
健康局難病対策課（内２３５５）
労働基準局安全衛生部労働衛生課治療と仕事の両立支援室（内５５７８）
職業安定局首席職業指導官室（内５６９７）
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第６　地域共生社会の実現に向けた地域づくりと暮らしの安心確保

項　　　　　目 担当部局課室名

１　相談支援、参加支援、地域づくりの一体的実施による重層的支援体制の整備促進

　（１）重層的支援体制整備事業の実施 社会・援護局地域福祉課（内２２１７）

　（２）重層的支援体制の整備に向けた支援等 社会・援護局地域福祉課（内２２１７）

２　生活困窮者自立支援・ひきこもり支援の推進

　（１）生活困窮者等の自立支援の強化、住まい確保・定着支援、
　　　　住居確保給付金の支給（重層的支援体制整備事業分を含む）

社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室（内２８７９）
社会・援護局保護課保護事業室（内２８３４）

　（２）ハローワークにおける生活困窮者等の就労支援 職業安定局就労支援室（内５７９６）

　（３）生活困窮者等を雇い入れる事業主への助成 職業安定局就労支援室（内５７９６）

　（４）ひきこもり支援及び地域社会に向けた情報発信の推進 社会・援護局地域福祉課（内２２１９）

３　生活保護制度の適正実施

　（１）生活保護に係る国庫負担 社会・援護局保護課（内２８２４）

　（２）生活保護の適正実施
社会・援護局保護課（内２８２４）
社会・援護局保護課自立推進・指導監査室（内２８８６）

４　成年後見制度の利用促進

　（１）成年後見制度の利用促進のための体制整備 社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室（内２２２６）

　（２）成年後見制度の担い手の確保や制度の利用に係る費用の助成
障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室（内３１４９）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３８６８）

５　自殺総合対策の推進

　（１）地域自殺対策強化交付金による自殺対策の推進 社会・援護局総務課自殺対策推進室（内２８３８）

　（２）指定調査研究等法人機能の確保等 社会・援護局総務課自殺対策推進室（内２８３８）

６　福祉・介護人材確保対策等の推進

　（１）総合的・計画的な介護人材確保の推進
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）
老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３５、３８７８）

　（２）介護職員の処遇改善の促進 老健局老人保健課（内３９４２、３９５９）

　（３）介護の仕事の魅力等に関する情報発信 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）

　（４）介護福祉士修学資金等貸付事業等の充実 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４５）

　（５）外国人介護人材の受入環境の整備 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８９４）

　（６）小規模社会福祉法人等のネットワーク化の推進 社会・援護局福祉基盤課（内２８６４）

　（７）ハローワークの専門支援窓口拡充、「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」
        の推進

職業安定局首席職業指導官室（内５７７９）

　（８）優良基準の明確化等による優良な民間人材サービス事業者の推奨 職業安定局民間人材サービス推進室（内５８７４）

　（９）雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援

人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付訓練企画室（内５９２
６、５６００）
職業安定局訓練受講者支援室（内５３３６）
職業安定局首席職業指導官室（内５６９７）
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４５）
障害保健福祉部企画課（内３０２４）

　（１０）社会福祉施設職員等退職手当共済制度の円滑な実施に係る支援 社会・援護局福祉基盤課（内２８６６）

　（１１）災害時における福祉支援体制の整備推進
社会・援護局地域福祉課（内２２１９）
社会・援護局福祉基盤課（内２８６４）

７　矯正施設退所者の地域生活定着支援 社会・援護局総務課（内２８１６）

８　戦傷病者・戦没者遺族、中国残留邦人等の援護など

　（１）戦傷病者・戦没者遺族等の援護 社会・援護局（援護）援護・業務課（内３５００）

　（２）戦没者遺骨収集等の推進 社会・援護局（援護）事業課（内４５１０）

　（３）中国残留邦人等の援護など
社会・援護局（援護）援護企画課中国残留邦人等支援室（内３４８８）
社会・援護局（援護）援護・業務課（内３５００）
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第７　子どもを産み育てやすい環境づくり

項　　　　　目 担当部局課室名

１　「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援など

　（１）保育の受け皿整備・保育人材の確保等

　　　①　保育の受け皿整備 子ども家庭局保育課（内４８３７）

　　　②　保育人材確保のための総合的な対策 子ども家庭局保育課（内４８５８、４９５８）

　　　③　多様な保育の充実 子ども家庭局保育課（内４８３７）

　　　④　認可外保育施設の質の確保・向上 子ども家庭局総務課少子化総合対策室（内４８３８）

　（２）子ども・子育て支援新制度の着実な実施

　　　①　教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実

　　　　ア　子どものための教育・保育給付等 子ども家庭局総務課少子化総合対策室（内４８２６）

　　　　イ　地域子ども・子育て支援事業 子ども家庭局総務課少子化総合対策室（内４８２６）

　　　②　放課後児童クラブの受け皿整備 子ども家庭局子育て支援課（内４８４５）

　　　③　企業主導による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援 子ども家庭局総務課少子化総合対策室（内４８２６）

　　　④　児童手当 子ども家庭局総務課少子化総合対策室（内４８２６）

　（３）ひとり親家庭等の自立支援の推進

　　　①　ひとり親家庭等への就業・生活支援など総合的な支援体制の強化 子ども家庭局家庭福祉課（内４８８７）

　　　②　養育費に関する支援 子ども家庭局家庭福祉課（内４８８７）

　　　③　子どもの学習・生活支援事業の推進 社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室（内２８７６）

　（４）不妊症・不育症に対する総合的支援の推進

　　　①　不育症検査への助成 子ども家庭局母子保健課（内４９７７）

　　　②　不妊症・不育症に対する相談支援等の拡充 子ども家庭局母子保健課（内４９７５）

　　　③　里親・特別養子縁組制度の普及啓発 子ども家庭局家庭福祉課（内４８７８）

　　　④　小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法のための支援 健康局がん・疾病対策課（内２９２４、３８２７）

　　　⑤　不妊治療と仕事の両立 雇用環境・均等局雇用機会均等課（内７８４４）

　（５）成育基本法を踏まえた母子保健医療対策の推進

　　　①　妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援 子ども家庭局母子保健課（内４９７５）

　　　②　不育症検査への助成 子ども家庭局母子保健課（内４９７７）

　　　③　不妊症・不育症に対する相談支援等の拡充 子ども家庭局母子保健課（内４９７５）

　　　④　予防のための子どもの死亡検証体制整備 子ども家庭局母子保健課（内４９７５）

２　児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進

　（１）児童虐待防止対策の推進

　　　①　児童相談所の体制強化等
子ども家庭局家庭福祉課（内４８６５）
子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室（内４８９６）

　　　②　地域における子どもの見守り体制の強化等
子ども家庭局家庭福祉課（内４８６５）
子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室（内４８９６）

　（２）家庭養育優先原則に基づく取組の推進 子ども家庭局家庭福祉課（内４８７７）

　（３）虐待を受けた子どもなどへの支援の充実 子ども家庭局家庭福祉課（内４８７７）

　（４）困難を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進 子ども家庭局家庭福祉課（内４８８６）
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第８　障害児・者支援の総合的な推進

項　　　　　目 担当部局課室名

１　障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの障害児・障害者支援の推進

　（１）良質な障害福祉サービス等の確保 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

　（２）地域生活支援事業等の拡充 障害保健福祉部企画課自立支援振興室（内３０７５）

　（３）障害児・障害者への福祉サービス提供体制の基盤整備 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

　（４）障害児・障害者への良質かつ適切な医療の提供 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５７）

　（５）障害福祉の仕事の魅力発信 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３６）

　（６）障害児支援の推進

　　　①　医療的ケア児への支援の拡充
子ども家庭局保育課（内４８４０）
障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３７）
医薬・生活衛生局総務課（内４２１３）

　　　②　新生児聴覚検査及び聴覚障害児支援の推進
子ども家庭局母子保健課（内４９７５）
障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３７）

　（７）芸術文化活動の支援の推進 障害保健福祉部企画課自立支援振興室（内３０７７）

　（８）視覚障害者・聴覚障害者等への情報・意思疎通支援の推進 障害保健福祉部企画課自立支援振興室（内３０７６）

　（９）アルコール健康障害対策の推進 障害保健福祉部企画課アルコール健康障害対策推進室（内３０２７）

　（１０）教育と福祉の連携の推進 障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３８）

２　地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策、依存症対策の推進

　（１）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０８７）

　（２）精神科救急医療体制の整備 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０８７）

　（３）心神喪失者等医療観察法の医療提供体制の確保など 障害保健福祉部精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室（内３０９５）

　（４）依存症対策の推進 障害保健福祉部精神・障害保健課依存症対策推進室（内３１００）

３　発達障害児・発達障害者の支援施策の推進

　（１）発達障害児・発達障害者に対する地域支援機能の強化 障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３８）

　（２）発達障害の初診待機解消に関する取組の推進 障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３８）

　（３）発達障害児・発達障害者とその家族に対する支援 障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３８）

　（４）発達障害に関する理解促進及び支援手法の普及 障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３８）

４　障害者への就労支援の推進

　（１）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化 職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）

　（２）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した
        就労支援の強化

職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）
人材開発統括官付参事官（人材開発政策担当）付特別支援室（内５９６２）

　（３）障害者の雇用を促進するためのテレワークの推進 職業安定局障害者雇用対策課（内５７８２）

　（４）雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

　（５）就労支援事業所等で働く障害者への支援

　　　①　工賃向上等のための取組の推進 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

　　　②　障害者就業・生活支援センターによる働く障害者への生活面の支援など
　　　　　の推進

障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

　　　③　共同受注窓口を通じた全国的な受発注支援体制の構築 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

　（６）農福連携による障害者の就農促進

　　　①　農福連携による障害者の就農促進プロジェクトの実施 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）

　　　②　様々な産業と福祉との連携に向けた障害者就労のモデル事業の実施 障害保健福祉部障害福祉課（内３０４４）
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第９　安心できる年金制度の確立

項　　　　　目 担当部局課室名

１　持続可能で安心できる年金制度の運営 年金局総務課（内３３１４）

２　日本年金機構による公的年金業務等の着実な実施
年金局事業企画課会計室（内３５４６）
年金局事業管理課（内３６７６、３６４７、３６２３）

３　正確な年金記録の管理と年金記録の訂正手続の着実な実施
年金局事業企画課（内３６５６）
年金局事業管理課年金記録審査室（内３６１１）

第１０　施策横断的な課題への対応

項　　　　　目 担当部局課室名

１　統計改革の推進 政策統括官付統計・情報総務室（内７３３６）

２　厚生労働省改革の推進
大臣官房総務課（内７９８１）
大臣官房人事課（内４４２２）
政策統括官付統計・情報総務室（内７３３６）

３　国際問題への対応

　（１）国際機関を通じた国際協力の推進

　　　①　世界保健機関（WHO）などを通じた国際協力の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　　　②　国際労働機関（ILO）を通じた国際協力の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　（２）国際的な感染症に係るワクチン開発・普及事業の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　（３）抗菌薬の研究開発と診断開発の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　（４）国際保健政策人材養成の推進 大臣官房国際課（内７２８５）

　（５）経済連携協定などの円滑な実施
医政局看護課（内２６５４）
職業安定局外国人雇用対策課（内５７７３）
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８９４）

　（６）アジア諸国との医薬品・医療機器規制調和等の推進 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課（内４２３４）

４　新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン等の実施

政策統括官付情報化担当参事官室（内７４０５）
大臣官房厚生科学課（内３８２０）
医政局研究開発振興課（内２６８４、４１５７、４１５５、４１５１、２
６２６）
健康局健康課（内２３９６）
健康局がん・疾病対策課（内３８２７）
健康局難病対策課（内２３５５）
障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室（内３０３７）
老健局老人保健課（内３９４４）
保険局医療介護連携政策課（内３１８２、３１６４）
保険局医療介護連携政策課保険データ企画室（内３１３２）
保険局保険課（内３１７３）

５　社会保障に係る国民の理解の促進、国民の利便性向上等の取組等

　（１）情報セキュリティ対策 政策統括官付サイバーセキュリティ担当参事官室（内７４０６）

　（２）社会保障教育の推進 政策統括官付政策統括室（内７６９９）
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第１　東日本大震災や熊本地震をはじめとした災害からの復旧・復興への支援

項　　　　　目 担当部局課室名

 被災者・被災施設の支援

　（１）被災地における心のケア支援 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０６９）

　（２）障害福祉サービスの再構築支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０９１）

　（３）被災地における福祉・介護サービス提供体制の確保
社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室（内２８４９）
老健局高齢者支援課（内３９２５）

　（４）医療・介護・障害福祉制度における財政支援

　　　①　避難指示区域等での医療保険制度の特別措置

保険局総務課（内３１３５）
保険局保険課（内３１５２）
保険局国民健康保険課（内３２５６）
保険局高齢者医療課（内３１９２）
保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室（内３３８３）

　　　②　避難指示区域等での介護保険制度の特別措置 老健局介護保険計画課（内２２６４、２１６４）

　　　③　避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置 障害保健福祉部障害福祉課（内３０９１）

　（５）被災した各種施設等の災害復旧に対する支援

　　　①　児童福祉施設等の災害復旧に対する支援 子ども家庭局子育て支援課（内４９６４）

　　　②　障害福祉サービス事業所等の災害復旧に対する支援 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

　　　③　保健衛生施設等の災害復旧に対する支援 健康局総務課指導調査室（内２３２２）

　　　④　水道施設の災害復旧に対する支援 医薬・生活衛生局水道課（内４０２６）

　（６）被災者支援総合交付金（復興庁所管）による支援

　　　①　被災者の心のケア支援 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０６９）

　　　②　被災した子どもに対する支援 子ども家庭局子育て支援課（内４９６４）

　　　③　被災者への見守り・相談支援等 社会・援護局地域福祉課（内２２１９）

　　　④　介護等のサポート拠点に対する支援 老健局認知症施策・地域介護推進課（内３９３５、３８７８）

　　　⑤　被災地の健康支援活動に対する支援 健康局健康課地域保健室（内２３９８）

　（７）被災者に対する見守り・相談支援等の実施 社会・援護局地域福祉課（内２２１９）

 雇用の確保など

　（１）原子力災害の影響を受けた被災者の一時的な雇用の確保 職業安定局地域雇用対策課（内５７９４）

　（２）産業政策と一体となった被災地の雇用支援 職業安定局地域雇用対策課（内５７９４）

　（３）福島避難者帰還等就職支援事業の実施 
職業安定局地域雇用対策課（内５７９４）
職業安定局首席職業指導官室（内５６９７）

　（４）復旧・復興工事等に従事する労働者の安全衛生対策 労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室（内５４８９）

第２　原子力災害からの復興への支援

項　　　　　目 担当部局課室名

　（１）食品中の放射性物質対策の推進
医薬・生活衛生局食品基準審査課（内２４４４）
医薬・生活衛生局食品監視安全課（内４２３８）

　（２）東京電力福島第一原発作業員への対応 労働基準局安全衛生部労働衛生課電離放射線労働者健康対策室（内２１８１）

Ⅳ　主要事項（復旧・復興関連）の担当部局課室一覧
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Ⅴ 令和３年度厚生労働省関係 

財政投融資資金計画等案の概要  
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（ 単位：億円 ）

区 分
令 和 ２ 年 度
計 画 額

令 和 ３ 年 度
計 画 額

摘 要

 ○独立行政法人福祉医療機構 2,825 17,744

 ○株式会社日本政策金融公庫 1,150 3,480
・生活衛生関係営業者に対する融資
（新型コロナウイルス感染症対策に係る生
活衛生関係営業者への資金繰り支援を含
む）

 ○独立行政法人国立病院機構 671 325 ・老朽建替等整備、医療機器等整備

77 68

合 計 4,723 21,617

令和３年度厚生労働省関係財政投融資資金計画等案の概要

・国立研究開発法人国立長寿医療研究セン
　ター新棟更新整備　等

・民間社会福祉事業施設等及び民間医療施
　設等に対する融資
（新型コロナウイルス感染症対策に係る医
療・福祉事業者への資金繰り支援を含む）

 ○国立高度専門医療研究
　 センター
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区 分 改 善 内 容 等

独立行政法人福祉医療機構

　福祉医療貸付事業 貸付条件の延長等

１．福祉貸付事業・医療貸付事業 共通

　○　新型コロナウイルス対応支援資金に係る融資条件の優遇措置の延長

２．福祉貸付事業

　○　老朽民間社会福祉施設整備計画の延長に伴う無利子貸付の措置期間の延長

３．医療貸付事業

　○　持分なし医療法人へ移行するための経営安定化資金に係る融資条件の優遇措置の延長

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等

株式会社日本政策金融公庫

　生活衛生資金貸付 貸付条件の改善等

　○　生活衛生関係営業者に対する創業者向け融資制度の拡充

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等
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令和３年度厚生労働省関係財政投融資資金計画等案の原資の内訳 （参考）

（単位：億円）

令和２年度 令和３年度

区 分

財政投融資 自己資金等 財政投融資 自己資金等

独立行政法人福祉医療機構 2,825 2,594 231 17,744 16,898 846

(注１) (200) (200)

１．福祉貸付 1,789 - - 6,270 - -

２．医療貸付 1,036 - - 11,474 - -

株式会社日本政策金融公庫 1,150 - - 3,480 - -

(注２)

独立行政法人国立病院機構 671 627 44 325 1,801 -1,476

国立高度専門医療研究 77 77 - 68 56 12

センター

　国立研究開発法人国立がん 27 27 - 15 15 -

　研究センター

　国立研究開発法人国立成育 48 48 - 10 10 -

　医療研究センター

　国立研究開発法人国立長寿 2 2 - 43 31 12

　医療研究センター

合 計 4,723 3,298 275 21,617 18,755 -618

(注１)

(200) (200)

（注１）自己資金等の欄の（ ）書は、財投機関債の発行額（自己資金等の額の内数）である。

（注２）原資については、株式会社日本政策金融公庫（国民一般向け業務）に一括計上している。

原        資

計　画　額 計　画　額

原        資
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